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訪 日 外 国 人 旅 行 者 や 在 留 外 国 人 の 増 加 を 背 景 と し て 、 医 療 機 関 を 受 診 す る 外 国 人 患 者 が 増

加 し て い ま す 。 特 に 最 近 で は 、 都 市 部 や 主 要 観 光 都 市 以 外 の 地 域 で も 、 在 留 外 国 人 や 訪 日   

外 国 人 旅 行 者 の 数 が 増 え て き て い る こ と か ら 、 こ れ ま で 外 国 人 患 者 の 受 診 が ほ と ん ど な か っ

た 地 域 で も 外 国 人 患 者 の 受 診 が 珍 し く な い 状 況 で す 。 こ う し た 現 状 を 背 景 と し て 、 現 在 、 医

療 機 関 で は 、 外 国 人 患 者 の 受 入 れ 体 制 の 整 備 が 急 務 と な っ て い ま す が 、 具 体 的 に ど の よ う に

体 制 整 備 を す べ き か 、 ま た ト ラ ブ ル を 防 止 す る た め に は ど の よ う な 点 に 注 意 す べ き か と い う

声 を よ く 耳 に い た し ま す 。  

そ こ で 私 ど も 、 厚 生 労 働 省 政 策 科 学 推 進 研 究 事 業 「 外 国 人 患 者 の 受 入 環 境 整 備 に 関 す る 研

究 」 研 究 班 （ 主 任 研 究 者 ： 慶 應 義 塾 大 学  北 川 雄 光 ） で は 、 医 療 機 関 が 外 国 人 患 者 の 受 入 れ

体 制 を 整 備 す る 際 に 参 考 に し て い た だ く た め に 必 要 な 知 識 や 情 報 、 体 制 整 備 の ポ イ ン ト を ま

と め た 本 マ ニ ュ ア ル を 作 成 い た し ま し た 。  

本 マ ニ ュ ア ル が 対 象 と す る 外 国 人 患 者 は 、 在 留 資 格 を 持 っ て 日 本 に 在 留 し て い る 「 在 留 外

国 人 患 者 」、 な ら び に 観 光 や 仕 事 で 日 本 滞 在 中 に 病 気 や 怪 我 の た め に 治 療 が 必 要 と な っ た 「 訪

日 外 国 人 旅 行 者 患 者 」 で あ り 、 医 療 目 的 で 日 本 の 医 療 機 関 を 受 診 す る 外 国 人 患 者 は 対 象 外 と

い た し ま し た 。  

医 療 機 関 の 皆 様 に は 、 外 国 人 患 者 に 対 す る 円 滑 な 診 療 を 実 現 す る た め に 、 是 非 本 マ ニ ュ ア

ル を ご 活 用 い た だ け れ ば 幸 い で す 。  

 

 

 

厚 生 労 働 省 政 策 科 学 推 進 研 究 事 業 「 外 国 人 患 者 の 受 入 環 境 整 備 に 関 す る 研 究 」 研 究 班  

主 任 研 究 者 ： 慶 應 義 塾 大 学  北 川  雄 光  

 

はじめに  



 

- 4 - 

 

 

 

 

 

 

外国人患者に関連する制度 

 

 

  

◆ １． 医療 機関に おけ る外国 人患 者受入 れ体 制整備 の重 要 性  

◆ ２． 外国 人医療 に対 する政 府の 施策の 動向  

◆ ３． 在留 資格（ ビザ ）  

◆ ４． 日本 の医療 制度 の紹介  

◆ ５． 応招 義務  

◆ ６． 本人 確認  

◆ ７． 外国 人患者 受入 れ医療 機関 リスト  

◆ ８． 外国 人患者 受入 医療機 関認 証制度 （ JMIP）  

◆ ９． 医療 通訳育 成カ リキュ ラム 基準・ 認証 制度・ 医療 通訳費 用の 取り扱 い  

◆ １０ ．海 外旅行 保険  

◆ １１ ．訪 日外国 人受 診者の 医療 費不払 い情 報の報 告 シ ステム  

第 1 章  
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（１）わが国の在留外国人 と医療をめぐる状況  

  
１ ） わ が 国 の 在 留 外 国 人 を め ぐ る 状 況  

日本の 在留 外国人 の数 は年々 増加 傾向に あり ます。図１は 、在 留外 国人数 の推 移を示 した
もので すが 、2019 年末 現在に おけ る在留 外国 人数 は 293 万 3,137 人とな って おり 、わが 国
の総人 口に 占める 割合 も 2.32%とな って いま す。  

また、在留外 国人 につ いては 、単に その 数が 増えて きて いるだ けで はなく 、在留 資格 や国
籍も変 化が 生じて いま す。例 えば 、図２ は、 2008 年及び 2018 年の在留 資格 別割合 を示 し
たもの にな ります。こ の２つ のグ ラフを 比較 すると 分か る通り、近 年は 、「留学」や「技 能 実
習」の 在留 資格を 有す る在留 外国 人の方 が急 速に増 えて きてお り、 2018 年時点では 、こ の
2 つの在 留資 格だ けで 全体の １／ ４近く を占 めるよ うに なって いま す。  

さらに、図３は、2008 年及 び 2018 年の国 籍・地域別 割合を 示し た もので すが、2008 年
時点で 中国 、韓国・朝 鮮籍の 方が 全体 の 57%を占め てい たのに 比し て、2018 年末 に は 45%
に減少 し、代 わり にそ の他の 国籍・地域 の方 が増え てき ており 、多 国籍化 の傾 向 にあ るこ と
が分か りま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1．医療機関における外国人患者受入れ体制整備の重要性  

レ  
レ  ポイント  

近 年 、わ が 国 で は 、在 留 外 国 人 や 訪 日 外 国 人 旅 行 者 の 数 が 全 国 的 に 増 え て い ま
す 。こ れ に 伴 い 、医 療 機 関 で は 、日 本 語 で の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が 困 難 で あ っ た
り 、日 本 人 と は 異 な る 医 療 文 化 や 医 療 習 慣 を 有 す る 外 国 人 患 者 の 受 診 が 増 え て き
て い ま す 。 ま た 、 特 に 、 訪 日 外 国 人 旅 行 者 患 者 の 受 診 す る 医 療 機 関 に お い て は 、
医 療 費 の 支 払 い 等 を め ぐ っ て 従 来 の 事 務 対 応 と は 異 な る 対 応 が 求 め ら れ る こ と
も 珍 し く な く な っ て き て い ま す 。そ の た め 、医 療 機 関 に お い て 、こ う し た 時 代 の
変 化 に 対 応 し 、外 国 人 患 者 に 対 し て も 安 心・安 全 な 医 療 を 提 供 し て い く た め に は 、
自 院 の 機 能 や 役 割 に 応 じ た 外 国 人 患 者 の 受 入 れ 体 制 を 整 備 し て い く こ と が 求 め
ら れ ま す 。  

解説 
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図 １  在 留 外 国 人 数 の 推 移  

（ 出 所 ： 法 務 省 「 在 留 外 国 人 統 計 （ 旧 登 録 外 国 人 統 計 ） 統 計 表 」 を 基 に 作 成 ）  

図 ２  在 留 資 格 別 構 成 割 合  
（ 2008 年・2018 年 ） 

図 ３  国 籍 ・ 地 域 別 構 成 割 合  

（ 2008 年 ・ 2018 年 ）  
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２ ） 在 留 外 国 人 の 医 療 を め ぐ る 状 況  
このよ うに、わが国 の 在留 外 国人 に関し ては 、人数の 増加 や多国 籍 化・在留 資格 の変化 等

が 見 ら れ ま す が 、 こ う し た 在 留 外 国 人 と 医 療 の 関 係 に つ い て 昨 年 度 興 味 深 い 調 査 が 行 わ れ
ました 。そ れが 、出 入 国在留 管理 庁 が実 施し た「 令和 2 年度 在留 外 国人に 対す る基礎 調査 」
です。こ の調 査は、無 作為抽 出し た 日本 に 1 年以上 在留 してい る 18 歳以上 の 中 長期 在留 者
及び「 特別 永住者 」  計 10,000 人の在留外 国人に 対し て 、職 業生 活 や 日 常生 活 、社 会生 活
におい て抱 えてい る問 題（ 生活上 の困 りご と 等）につい て 尋 ねた も のです が、この 中で は「 医
療」に つい ても尋 ねて います 。  

この調 査結 果によ ると 、例えば、図 4 に示し たとお り、病院 での 言 葉の問 題へ の対応 状況
に関し ては 、回答 した 1,600 人のうち、「 日 本語が 理解 できる ので 困らな かっ た」 と 回答 し
た 者 は 半数 以 下の 44.2%に 留 ま り 、 半 数 以 上 の 回 答者 が 医 療 機 関 を 受 診 する 際 に 言 葉 の 問
題を抱 えて おり、 何ら かのサ ポー トが必 要な 状況で ある ことが 明ら かとな って います 。  

また 、「 病院 で診察・治 療を受 ける 際の困 りご と（ 複数回 答 ）」とい う 質問に 対し ても 、図
5 に示した とお り、「病 院で症 状を 正確に 伝え られな かっ た」と 回答 した 方 が 24.4%いたの
をはじ めと して 、「病 院 の受付 でう まく話 せな かった 」が 15.9％ 、「 診断結 果や 治療方 法が 分
からな かっ た」が 12.8％等と いっ た回答 結果 となっ てお り、「特 に困 ったこ とは ない 」と回
答した 方は 45.4%と半 数以下 に 留 まって いま す。  

さらに 、表 １は 、「病 院 で 診察・治 療を 受け る 際の困 りご と（ 複数 回 答）」を 在留 資格別に
見たも ので すが 、こ の 表を見 ると 、一 口に 在 留外国 人（ 患者 ）とい っても 、在 留資 格に よっ
て違い があ ること がわ かりま す 。例 えば 、「 病 院で症 状を 正確に 伝え られな かっ た 」と回 答 し
た方は 、「特 別永住 者」では 1.0％ に留 まって います が、最近 急速 に 増えて きて いる在 留資 格
の１つ であ る「留 学」の方で は 31.5％と 、3 人に 1 人近 くの方 が「 病院で 症状 を正確 に伝 え
られな かっ た」 と 回答 してい ます 。  

これま で在 留外国 人患 者につ いて は、日 本の 公的医 療保 険に加 入し ており 、日本 語で のコ
ミュニ ケー ション が可 能な者 が少 なくな いの で、医 療機関 とし ては 、日本 人患者 と同 様の 対
応 で 済 ま せ て き て い る と こ ろ が 少 な く な い と 思 い ま す 。 し か し 、 こ の 調 査 結 果 を 見 る 限 り 、
在留外 国人 患者 の 方に 対して 安心・安全 な医 療を 提 供し ていく ため には、やはり 一定 の受 入
れ体制 の整 備 が不 可欠 なもの とな ってき てい るもの と考 えられ ます 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 出 所 ： 出 入 国 在 留 管 理 庁 「 令 和  2 年 度  在 留 外 国 人 に 対 す る 基 礎 調 査 報 告 書 」 150 頁 ）  

 

 

 

 

 

￥

￥

￥  

図 ４  病 院 で の 言 葉 の 問 題 へ の 対 応 状 況  
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（ 出 所 ： 出 入 国 在 留 管 理 庁 「 令 和  2 年 度  在 留 外 国 人 に 対 す る 基 礎 調 査 報 告 書 」 141 頁 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 出 所 ： 出 入 国 在 留 管 理 庁 「 令 和  2 年 度  在 留 外 国 人 に 対 す る 基 礎 調 査 報 告 書 」 143・ 144 頁 を 基 に 作 成 ）  

 

図 ５  病 院 で 診 察 ・ 治 療 を 受 け る 際 の 困 り ご と （ 複 数 回 答 ）  

（ n＝ 1600）  

（ ％ ）  

表 １  在 留 資 格 別  病 院 で 診 察 ・ 治 療 を 受 け る 際 の 困 り ご と （ 複 数 回 答 ）  

（ 単 位：％ ） 
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（２）訪日外国人旅行者をめぐる状況  
 

 一方、訪 日外国 人旅 行者数 につ いても 、図 ６に示 した とおり 、2009 年 に 671 万人 であ った
ものが 、 2019 年には 3,188 万人に達 するな ど、 この 10 年間で 4.7 倍近く 増加 してい ま
す。今 後、東 京オ リン ピック・パ ラリン ピッ クを控 えて いるこ と、またわ が国 が外国 人観 光客
の目標 人数 を 2030 年 に  6,000 万人と して いるこ とを 鑑みる と、こうし た訪 日外国 人旅 行者
の急速 な増 加傾向 は今 後しば らく 継続す ると 考えら れま す。  
また 、図  ７ は、2018 年  1 月～  12 月の 国 籍別外 国人 延べ宿 泊者 数を示 した もので すが 、こ
れらの デー タから 訪日 外国人 旅行 者の傾 向を 見ると 、ま ず国 籍的な 傾向と して は、中国・香 港、
韓国、台湾 の 4 か国 で 全体 の 70％以 上を占 め ていま すが 、そ れ以外 の東南 アジ アや欧 米地 域
からも 多く の訪日 外国 人旅行 者が 滞在し てい ること がわ かりま す。さらに 、地域 的な 傾向 を見
ると、表 ２に 示した と おり、都 市部 の訪日 外 国人旅 行 者 が数的 には 多くて も、伸 び率は 地 方の
訪日外 国人 旅行者 が高 い傾向 にあ ります。そ のため、今後 は訪日 外 国人旅 行者 につい ても 、都
市部や 主要 観光都 市だ けでは なく、これ まで 外国人 患者 の受診 がほ とんど なか ったよ うな 日本
各地の 観光 地を中 心に 地方の 医療 機関で 受診 が増え てい くと考 えら れます 。  

 

 

 

 

 

 

図 ６  訪 日 外 国 人 旅 行 者 数 の 推 移  
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（ 出 所 ： JNTO「 月 別 ・ 年 別 統 計 デ ー タ （ 訪 日 外 国 人 ・ 出 国 日 本 人 ）」 を 基 に 作 成 ）  



 

- 10 - 

 

 

 

 

 

 

図 ７  国 籍 別 訪 日 外 国 人 旅 行 者 数 （ 2008 年 及 び 2018 年 ）  

表 ２  都 道 府 県 別 外 国 人 延 べ 宿 泊 者 数 （ 2015 年 末 及 び 2018 年 末 ）  

（ 出 所 ： JNTO「 国 籍 別 ／ 目 的 別 訪 日 外 客 数 （ 確 定 値 ）」 の 2008 年 及 び 2018 年 を 基 に 作 成 ）  
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（３）医療機関における外国人患者の受診状況  
 
 在留 外国 人や訪 日外 国人旅 行者 の増加 を背 景とし て、医 療機 関を 受診す る外 国人患 者も 増え
てきて いま す。 例 えば 、 図８ ・９ は、厚 生労 働省が 平成 30 年度に 全国の 病院 及び京 都府 なら
びに沖 縄県 の診療 所を 対象に 行っ た「医 療機 関にお ける 外国人 患者 の受入 れに 関する 実態 調査 」
の結果 を示 したも のに なりま す。  
 この 調査 による と、 外来に つい ては、 回答 した 4,395 医 療機 関 のうち 、 45.3%の医 療 機関
が 在 留 外 国 人 患 者 の 受 入 れ が あ っ た と 回 答 し て お り 、 訪 日 外 国 人 旅 行 者 患 者 に つ い て も 、
10.1%の医 療機 関が受 入れが あっ たと回 答し ていま す 。ちな みに 、こ の割合 は救 急医療 機関（※
１）の 場合に は 58.6%と 17.3%、外 国人患 者 受入医 療機 関（※ 2）の 場合に は 70.5%と 47.3%
となっ て お り、全 体よ りもそ れぞ れ高く なっ ていま す。  
 一 方 、 入 院 に つ い て 見 て み る と 、 外 来 よ り も そ の 割 合 は 低 く な る も の の 、 そ れ で も 全 体 の
15.8 の医療機 関が 在 留外国 人患 者に つい て 受入れ があ った と回 答 してお り、 訪日 外国 人 旅行
者患者 につ いて も 2.9%の医療 機関 が受入 れ があっ たと 回答し てお ります 。そ して この 割合 は、
外来の 場合 と同様 、救 急医療 機関 ならび に外 国人患 者受 入医療 機関 の場合 には さらに 大き くな
ってい ます 。  
 この よう に、現在 で は、多く の医 療機関 で 在留外 国人 患者の 受入 れを行 って おり、訪 日 外国
人旅行 者患 者の受 入れ につい ても 、外 来に お いて 10 医療機 関の う ち 1 医 療機 関が受 け入 れて
いる現 状を 踏まえ れば 、決し て珍 しいこ とと はいえ ませ ん。ま た、前述し たと おり、わが 国で
は、在 留外国 人や 訪日 外国人 旅行 者につ いて は、今 後益々 増加 する ことが 予想 されて いま すか
ら、自 ずと在 留外 国人 患者や 訪日 外国人 旅行 者患者 の受 入れに つい ても増 える ことが 予想 され
る。この よう な状況 を 踏まえ れば、医療機 関 におい ては、外国人 患 者の受 入れ を円滑 に行 うた
めの体 制 整 備が重 要と なって くる ものと 考え られま す。し かし 、外 国人患 者の 受入れ 体制 を整
備して いる 医療機 関は まだま だ少 なく、上記 の実態 調査 におい て、外国人 患者 の受入 れに 関す
る マ ニ ュ ア ル の 整 備 状況 に つ い て 尋 ね た と ころ 、「 整 備 し て い る 」 と 回 答 し た 医 療 機 関 は、 図
10 に示し たと おり、 全 体の 7.0%に 留ま って いまし た。  
 外国 人患 者の方 の中 には、日本語 での コミ ュニケ ーシ ョンが 困難 な方も 少な くあり ませ んし 、 
宗 教 や 医 療 習 慣 ・ 医 療文 化 の 違 い を 踏 ま え た上 で の 対 応 が 必 要 に なっ て く る 場 合 も あ り ます 。
また、特に訪 日外 国人 旅行者 患者 の方の 場 合 には、医療費 の支 払い 等をめ ぐっ て公的 医療 保険
の 対 象 と な る 日 本 人 患 者 や 在 留 外 国 人 患 者 の 方 と は ま っ た く 異 な る 事 務 対 応 等 が 求 め ら れ る
場合も あり ますし 、医 療搬送 等を めぐっ てこ れまで 医療 機関が 経験 したこ とも ない関 係者 との
連携や 対応 が必要 とな ってく る場 合もあ りま す。  
 その ため 、医療 機関 におい て、こうし た状 況に対 応し 、外国 人患 者に対 して 安心・安全 な医
療を円 滑に 提供す るた めには 、自院 の状 況や 機能、役割等 に応 じた 外国人 患者 の受入 れ体 制を
整 備 し て い く こ と が 重要 と な り ま す 。 ま た 、こ う し た 体 制 整 備 は 、外 国 人 患 者 だ け で は なく 、
自 院 の 職 員 の 外 国 人 患 者 受 入 れ に 関 す る 負 担 や 不 安 の 軽 減 や ト ラ ブ ル 防 止 等 に も つ な が り ま
す。是非、この マニュ アル等 を参 考にし なが ら、自院 にお ける外 国 人患者 受入 体制整 備の 必要
性の有 無や その在 り方 につい てご 検討く ださ い。  

 

 

 

 

 

※1「救急医療機関」…第 2 次救急医療機関及び救命救急センターを指す。  
※2「外国人患者受入医療機関」…「外国人患者受入れ環境整備推進事業の対象医療機  

関」、「訪日外国人旅行者受入れ可能な医療機関」、「ジャパンインターナショナル  
ホスピタルズ」を指す。  
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図 ８  外 国 人 患 者 の 受 入 れ の 有 無 （ 外 来 ）  

図 9 外 国 人 患 者 の 受 入 れ の 有 無 （ 入 院 ）  

図 １ ０  マ ニ ュ ア ル 整 備 の 有 無  

（ 出 所 ： 厚 生 労 働 省 「 医 療 機 関 に お け る 外 国 人 患 者 の 受 入 に 係 る 実 態 調 査 報 告 書 （ 平 成 31 年 3 月 ）」  



 

- 13 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）  訪日外国人旅行者の医療対応をめぐる施策  
 

 訪日 外国 人旅行 者の 医療対 応施 策とし ては 、政府の 健康・医療戦 略推進 本部 の「訪日 外 国人
に対す る適 切な医 療等 の確保 に関 するワ ーキ ンググ ルー プ」に よっ てまと めら れ、 2018 年 6
月 14 日に発表さ れた のが 、「訪 日外 国人 に対 する適 切な 医療等 の確 保に関 する 総合対 策 」（ 以
下単に「 総合 対策」と 呼びま す。）があ りま す 。この総 合対 策は、訪 日外国 人旅 行者の 急増 を背
景とし て、訪 日外 国人 旅行者 の方 が予期 せぬ 病気や 怪我 にあっ たと しても 不安 を感じ るこ と な
く 適 切 な 本 人 負 担 で 安 心 し て 医 療 を 受 け て 帰 国 で き る よ う な 体 制 を 構 築 し て い く こ と を 目 的
として おり 、現在 、関 係省庁 が連 携して この 総合対 策に 基づい た取 り組み を進 めてい ます 。  
 図 11 は、この 総合 対策の 概要 を示し たも のにな りま す。こ の図 からも わか るとり 、総 合対
策は 、「入国 前 」、「 入国 後」、「再 入国」の 3 つ の段階 に分 かれて おり 、「入国前」の取 組みと し
ては、① 海外 旅行保 険 の加入 勧奨、➁日本 の 医療制 度や 受診方 法に 対する 正確 な情報 発信 、③
感 染 症 対 策 の 強 化 、 等の 取 り 組 み が 盛 り 込 まれ て い ま す 。 そ し て 、「 入 国 後 」 の 取 り 組 みと し
ては、① 地域 の医療 関 係者・観 光関 係者・行 政等が その 地域の 状況 に応じ て訪 日外国 人旅 行者
の 医 療 対 応 の 整 備 の 在 り 方 等 を 検 討 し て い く た め の 地 域 に お け る 対 策 協 議 会 の 設 置 を は じ め
として、➁医 療機関・地方自 治体 向けの マニ ュアル の整 備や周 知、③訪日 外国 人旅行 者患 者に
対する 応招 義務や 医療 費設定 に関 する考 え方 の整理 と関 係者へ の通 知、④ 医療機 関に おい て外
国人患 者の 受入れ を担 当する 医療 コーデ ィネ ーター の養 成（ 45 頁参 照）、⑤円滑 な支 払の 支 援、
⑥多言 語対 応、等 に関 する取 り組 みが盛 り込 まれて いま す。そ して さらに「再 入国」に関 し て
は、過 去に医 療費 の未 払いな どの 経歴が ある 訪日外 国人 旅行者 に対 する再 入国 の際の 審査 の厳
格化が 盛り 込まれ てい ます。  
 現 在 、 こ の 総 合 対 策に 盛 り 込 ま れ た 取 り 組み が 関 係 省 庁 に よ っ て実 施 さ れ て い ま す 。 また 、
地方自 治体 レベル でも この総 合対 策に関 連し た取り 組み が始ま って いると ころ もあり ます 。こ
れらの 取り 組みの 中に は、  
医 療 機 関 が 自 院 の 外 国 人 患 者 の 受 入 れ 体 制 整 備 を 進 め て い く 際 に 参 考 に な る 情 報 も 多 々 含 ま
れてい ます から、自院 の体制 整備 の推進 に役 立つよ うな 情報は 積極 的に活 用し ていく とよ いで
しょう 。  
 な お 、 施 策 の 詳 し い 情 報 は 、 ① 厚 労 省 の 医 療 の 国 際 展 開 に 関 す る ホ ー ム ペ ー ジ
（ https://www.mhlw.go.jp /stf/seisakunitsuite /bunya/kenkou_iryou/iryou/kokusai /in
dex.html）や 、➁厚 労 省の委 託事 業の一 つと して実 施さ れてい る「 医療機 関の ための 外国 人患
者受け 入れ 情報 サ イト 」（ https://internationalpatients.jp /）等で 確 認する こと ができ ます 。  

 
 
 

２．外国人医療に関連する政府の施策の動向  

ポ イ ン

ト  

レ  

近 年 、 医 療 機 関 の 外 国 人 患 者 対 応 に 影 響 を 与 え る よ う な 政 府 の 施 策 が 次 々 と 発
表 ・ 実 施 さ れ て い ま す 。 そ の た め 、 医 療 機 関 に お い て 外 国 人 患 者 の 受 入 れ 体 制 性
の 整 備 を 進 め る 際 に は 、 こ う し た 施 策 の 動 向 に も 留 意 し 、 自 院 の 外 国 人 患 者 受 入
れ 体 制 整 備 の 推 進 に 役 立 つ よ う な 情 報 等 は 積 極 的 に 活 用 し て い く よ う に し ま し ょ
う 。  

ポイント  

解説 

レ  
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図 11 訪 日 外 国 人 に 対 す る 適 切 な 医 療 等 の 確 保 に 向 け た 総 合 対 策 概 要  

（ 出 所 ： 健 康 ・ 医 療 戦 略 推 進 本 部 「 第 2 回 訪 日 外 国 人 に 対 す る 適 切 な 医 療 等 の 確 保 に 向 け た ワ ー キ ン グ グ ル ー プ 配 布 資 料 」）  
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（２）在留外国人に関連する施策  

 
 一方、在留 外国人 に 関して は、前 述の総 合 対策の よう に医療 に特 化した もの はあり ませ んが 、
在留外 国人 の医療 対応 に深く 関係 するも のと しては 、 2018 年 12 月 15 日 に閣議 決定 さ れ 、  
2019 年 12 月 20 日に改訂さ れて いる 「 外国 人材の 受入 れ・共 生の ための 総合 的対応 策 」（ 以
下単に「総 合的 対応策 」と呼 びま す。）が あり ます。この 総合 的対応 策は、政府 が、外国 人 人材
の受け 入れ 拡大方 針を 示すと とも に、新しい 就労を 目的 とした 在留 資格「特定 技 能 1 号 」なら
びに「 特定 技能 2 号」 の創設 した ことを 背景 とし て 、「 外国 人材 を適 正に受 け入 れ、共 生社 会
の実現 を図 ること によ り、日 本人と 外国 人が 安心し て安 全に暮 らせ る社会 」を実 現す る こ とを
目的と して います 。  

この総 合的 対応策 の内 容は多 岐に わたっ てい ますが 、医療 に関 して は、① 医療機 関を 受診 す
る外国 人の 増加を 踏ま え、外 国人に とっ ての 医療機 関の 利便性 の向 上等、外国人 が安 心し て医
療サー ビス 等を受 ける ことが でき る環境 を整 備する 必要 がある こと 、➁外 国人に 医療 費の 支払
能力が ない ため医 療機 関が負 担し ている 場合 もある こと から、外国 人が就 労す る事業 所に おけ
る 民 間 保 険 及 び 訪 日 外国 人 旅 行 者 を 対 象 と する 旅 行 保 険 へ の 加 入 も促 進 す る 必 要 が あ る ほか 、
③予防 接種 や入国 前の 健康状 態の 確認等 の感 染症対 策が 進める 必要 がある とし て、以 下の 図 １
２ のよ うな 具体的 施策 を進め てい くとし てい ます。  
 これ らの 具体的 施策 の中に は、総 合対 策と 同様、医療機 関に おい て外国 人患 者の受 入れ 体制
を整備 して いく上 で深 く関係 する ものが 多々 ありま す。ま た、今後 は それぞ れの 地域に おい て、
こ の 総 合 的 対 策 関 連 な ら び に 地 方 自 治 体 独 自 の 取 組 み が 進 ん で い く こ と も 考 え ら れ ま す か ら
ら、こ うした 在留 外国 人の医 療に 影響を 与え そうな 施策 や取り 組み の動向 にも 留意し てお く よ
うにし まし ょう 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 12 「 外 国 人 材 の 受 入 れ ・ 共 生 の た め の 総 合 的 対 応 策 」 主 な 医 療 関 連 取 り 組 み 例  

＜ 医 療 ・ 保 健 ・ 福 祉 サ ー ビ ス の 提 供 環 境 の 整 備 等 ＞  

 

〇 電 話 通 訳 及 び 多 言 語 翻 訳 シ ス テ ム の 利 用 促 進 、 外 国 人 患 者 受 入 れ に 関 す る マ ニ ュ ア ル の

整 備 、都 道 府 県 内 の 多 様 な 関 係 者 が 連 携 し 地 域 固 有 の 事 情 を 共 有・解 決 す る た め の 対 策 協

議 会 の 設 置 等 を 通 じ て 、全 て の 居 住 圏 に お い て 外 国 人 患 者 が 安 心 し て 受 診 で き る 体 制 の 整

備 を 進 め る 。  

 

〇 地 域 の 外 国 人 患 者 を 受 け 入 れ る 拠 点 的 な 医 療 機 関 に お け る 医 療 通 訳 者 や 医 療 コ ー デ ィ ネ

ー タ ー の 配 置 、院 内 の 多 言 語 化 に 係 る 支 援 等 を 通 じ 、外 国 人 患 者 受 入 れ 環 境 の 整 備 を 進 め

る 。   

 

○ 医 療 機 関 に お け る 多 言 語 対 応 の た め 、外 国 人 患 者 等 の 受 益 者 の 適 切 な 費 用 負 担 の 下 、電 話

通 訳 の 利 用 促 進 を 図 り 、全 て の 医 療 機 関 に お け る 外 国 語 対 応 を 推 進 す る 。通 訳・翻 訳 に 係

る 費 用 を 患 者 に 請 求 で き る こ と を 知 ら な い 医 療 機 関 も あ る こ と か ら 、こ れ ら の 費 用 を 請 求

す る こ と も 可 能 で あ る こ と を 引 き 続 き 周 知 す る 。  
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（３）新型コロナウィルス感染症関連施策  

  
 ま た 、 外 国 人 医 療 に関 わ る 新 型 コ ロ ナ ウ ィル ス 感 染 症 関 連 施 策 とし て は 、「 新 型 コ ロ ナ ウ ィ
ル ス 感 染 症 緊 急 包 括 支援 事 業 （ 医 療 分 ） の 一環 と し て 実 施 さ れ て いる 、「 医 療 機 関 に お け る 新
型 コ ロ ナ ウ ィ ル ス 感 染症 の 外 国 人 患 者 受 入 れの た め の 設 備 整 備 事 業」 と 、「 新 型 コ ロ ナ ウ ィ ル
ス 感染 症患 者等に おけ る外国 人患 者の受 入れ 体制確 保事 業」等 があ ります 。  
 前者 は 、図 13 のと お り、新型 コロナ ウィ ルス の疑い のあ る外国 人患 者が来 院し て きた 際に 、
院内感 染防 止 上必 要な 情報を 提供 し 円滑 な受 診がで きる ように 、多 言語の 看板 や電光 掲示 板等
を医療 機関 で整備 する 際にそ の費 用を支 援し ようと いう もので す。  
 一方 、後者 は、新型 コロナ ウィ ルス感 染症 患者等 入院 医療機 関及 び 軽症 者等 が宿泊 療養 を行
うため に確 保され た施 設（以下「 宿泊 療養施 設」とい いま す。）にお いて、感 染拡 大を防 ぎ なが
ら、外 国人の 受入 れに あたり 必要 な多様 な言 語や宗 教・文 化的 背景 への配 慮等 外国人 特有 の課
題に対 応し た 入院 治療・療養 が可能 な体 制を 整備す るた めの費 用を 支援し てい こうと する もの
です。  
 この ほか にも、新型 コロナ ウィ ルス感 染症 の 外国 人患 者及び その 疑いの ある 外国人 患者 の対
応 に あ た っ て い る 医 療機 関 を 言 語 面 で 支 援 する た め の 事 業 と し て は、「 医 療 機 関 等 に お け る 新
型コロ ナウ ィルス 感染 症対応 に資 する電 話医 療通訳 サー ビス事 業」という もの があり ます 。こ
れは、対象医 療機 関が 新型コ ロナ ウィル ス感 染症の 外国 人 患者 若し くはそ の疑 いのあ る外 国人
患者の 対応 を行う 際に 、無 料（但 し、通話 料 は利用 者負 担）で 、英 語 ・中国 語・韓国 語・スペ
イン語・ポ ルト ガル語・ベトナム 語・フラ ン ス語 の 7 か 国語の 電話 医療通 訳サ ービス を利 用で
きると いう もので す。また、新型コ ロナ ウィ ルスに 関す る 基本 情報 や地域 の相 談窓口 を多 言語
で紹介 して いる厚 生労 働省の ホー ムぺー ジも ありま す 。  

以上の よう に、新 型コ ロナウ ィル ス感染 症関 連施策 でも 外国人 医療 に関係 する ものは いろ い
ろあり ます ので、条件 に該当 する 医療機 関に おいて は、こ うし た事 業を積 極的 に活用 して いく
ことも 推奨 されま す。  

 

 

 

 

 

○ 既 に 作 成 済 み の「 医 療 通 訳 育 成 カ リ キ ュ ラ ム・テ キ ス ト 」を 必 要 に 応 じ て 改 訂 し 、医 療 通

訳 の 養 成 の 促 進 及 び 質 の 向 上 を 図 る と と も に 、「 医 療 通 訳 認 証 の 実 用 化 に 関 す る 研 究 」 に

よ り 、 医 療 通 訳 の 質 の 向 上 を 図 る 。  

 

〇 都 道 府 県 が 公 表 す る 薬 局 に 関 す る 情 報 に つ い て 、現 在 実 施 中 の 調 査 を 踏 ま え 、全 国 統 一 的

な 検 索 サ イ ト を 構 築 し 、外 国 語 対 応 や ス マ ー ト フ ォ ン で の 検 索 へ の 対 応 を 含 め 、情 報 提 供

の 充 実 を 図 る 。  

 

〇 外 国 人 に つ い て も 、引 き 続 き 、予 防 接 種 法 に 基 づ く 定 期 接 種 の 接 種 率 の 向 上 を 図 る と と も

に 、風 し ん に 関 す る 追 加 的 な 対 策 の 対 象 と す る 。ま た 、我 が 国 に 中 長 期 間 滞 在 す る こ と と

な る 外 国 人 に 対 し 、我 が 国 へ の 入 国 前 に 自 国 に お い て 麻 し ん・風 し ん の 予 防 接 種 歴 等 の 確

認 を 行 う こ と が 望 ま し い 旨 を 多 言 語（  13 か 国 語 ）で 周 知 す る ほ か 、ま ず は 、結 核 に つ い

て 、 適 切 に 入 国 前 の ス ク リ ー ニ ン グ を 実 施 す る な ど 、 感 染 症 対 策 の 取 組 を 進 め る 。  

 

〇 外 国 人 子 育 て 家 庭 や 妊 産 婦 が 、保 育 施 設 、保 健・医 療・福 祉 等 の 関 係 機 関 を 円  滑 に 利 用

で き る よ う 、市 町 村 が 実 施 す る「 利 用 者 支 援 事 業 」に お け る 多 言 語 対 応 を 促 進 し 、外 国 人

子 育 て 家 庭 か ら の 相 談 受 理 、子 育 て 支 援 に 関 す る 情 報 提 供 等 の 取 組 に つ い て 、引 き 続 き 推

進 す る 。 ま た 、 保 育 施 設 に お け る 外 国 人 乳 幼 児 の 円 滑 な 受 入 れ 支 援 に 引 き 続 き 取 り 組 む 。 
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図 13 外 国 人 医 療 に 関 わ る 主 な 新 型 コ ロ ナ ウ ィ ル ス 感 染 症 関 連 施 策  
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＜参考 資料 ＞  

・「 訪日外 国人 に対 する 適切な 医療 等の確 保に 関する 総合 対策」 の詳 しい内 容や 進捗状 況に つ  
いては 、健康・医 療戦 略推進 本部「 訪日 外国 人に対 する 適切な 医療 等の確 保に 関する ワー

キング グル ープの 開催 状況」 で確 認する こと ができ る。  
（ https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/kokusaitenkai/kaisai.html ）  

 
・「 外国人 材の 受入 れ・ 共生の ため の総合 的対 応策」 の詳 しい内 容に ついて は、 外国人 材の 受  

入れ・ 共生 に関す る関 係閣僚 会議 で確認 する ことが でき る。  
（ https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/）  
 

・「『新 型コ ロナウ イル ス感染 症緊 急包括 支援 事業（ 医療 分）の 実施 につい て』の 一部 改正 につ
いて」  
（令 和 3 年 2 月 3 日 付け （ 医政 発０２ ０３ 第 2 号 ・健 発 0203 第 6 号 ・薬 生 発 0203 第 2
号）（https://www.mhlw.go.jp /content/000735010.pdf）  
 

・「 医療機 関等 にお ける 新型コ ロナ ウィル ス感 染症対 応に 資する 電話 医療通 訳サ ービス 事業 」
の詳細 につ いては 厚生 労働省 の HP（ https://www.mhlw.go.jp /stf/seisakunitsuite /bun
ya/kenkou_iryou/iryou/newpage_00009.html）で確 認す るこ とが できる 。  

 
・ 新型 コロ ナウイ ルス 感染症 に関 する基 本情 報や地 域の 相談窓 口に ついて 掲載 されて いる 厚

生労働 省の 多言 語 HP 
（https://www.c19.mhlw.go.jp /）  
 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/kokusaitenkai/kaisai.html
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/
https://www.mhlw.go.jp/content/000735010.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/newpage_00009.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/newpage_00009.html
https://www.c19.mhlw.go.jp/
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 観光 、保 養 、ス ポー ツ、親族の 訪問 、講習 または 会合 への参 加 、業務連 絡そ の他こ れら に類
似す る 活動 等で ビ ザの 取得 が 必要 な国 ・ 地域 （ https://www.mofa.go.jp /mofaj /toko /visa/
tanki /novisa.html） か ら来 日 す る外 国 人 は 一 般的 に 短 期滞 在 ビ ザ を 取得 し て 訪日 し ま す 。 し
かし、 短期 滞在ビ ザの 滞在期 間は 、 15 日、30 日 または 90 日とな ってい ます 。その ため 、治
療が長 期化 し滞在 期間 を超え るよ うな場 合に は、在 留期間 の更 新手 続きを 行う 必要が あり ます 。
在留資 格「 短期滞 在」の在留 期間 の更新 は、原則と して ，人道 上の 真にや むを えない 事情 又は
これに 相当 する特 別な 事情が ある 場合に 認め られる もの とされ てお り、病 気治療 を必 要と する
場合は これ にあた ると されて いま す。  
 在留 期間 の更新 が認 められ るた めには 、申 請人が 必要 書類を 申請 人本人 若し くは申 請が でき
る 者 が 必 要 書 類 を 地 方出 入 国 在 留 管 理 官 署 に提 出 し て 審 査 を 受 け る必 要 が あ り ま す 。 そ して 、 
この 申 請の ために 必要 な 書類 の中 には、医療 機関 が 作成 しなけ れば ならな い「外 国人 患者 に係
る受入 れ証 明書 」 とい うもの もあ ります 。  
 なお 、わが 国で は、治療や 健診 目的で 訪日 する外 国人 患者や 医療 機関か らの 要望に 応え るた
めに 、 2011 年  1 月 に医 療を 目的 と して 訪 日す る外 国人 向 けの 医 療滞 在ビ ザが 導 入さ れ まし
た（外務 省ホ ームペ ー ジ  www.mofa.go.jp /mofaj /toko /visa /medical /）。医療滞 在ビ ザで は、
健診や 治療 を目的 とし た訪日 外国 人に対 し、最大１ 年間 の滞在、数 回の出 入国、外国人 患 者の
身の回 りを 世話す る 者 の同行 を認 めてお り、特に日 本で 本格的 な治 療や手 術を 受ける こと を考
えてい る外 国人患 者に 適した 制度 です。医療 滞在ビ ザの 取得に は、登録身 元保 証機関 の身 元保
証書、 受入 れ側の 日本 の医療 機関 による 受診 等予定 証明 書、治 療予 定表等 が必 要です 。  
 医療 滞在 ビザ創 設時 の 2012 年の発 給件 数 は 188 件でし たが 、 その数 は年 々増加 傾向 にあ
り、2018 年 は 1,650 件とな って います 。こ のよう に最 近では 、医 療滞在 ビザ で医療 機関 を受
診する 訪日 外国人 患者 の方も 珍し くなく なっ てきて いま すが、表 ３ に示し た通 り、「 短期 滞 在」
ビザと「医 療滞在 」ビ ザでは 、そ の目的 や内 容等も 異な ります ので 、その 違い をしっ かり と理
解して おき ましょ う。  

 

 

３．在留資格（ビザ） 

訪 日 外 国 人 旅 行 者 患 者 の 方 の 中 に は 、短 期 滞 在 ビ ザ で 日 本 に 滞 在 し て い る 方 が
少 な く あ り ま せ ん 。 し か し 、 短 期 滞 在 ビ ザ の 在 留 期 間 は 限 定 さ れ て い ま す か ら 、
治 療 が 長 期 化 す る 場 合 に は 、特 に そ の 滞 在 期 間 に 注 意 す る 必 要 が あ り ま す 。な お 、
訪 日 外 国 人 患 者 の 方 の 中 に は 、医 療 滞 在 ビ ザ を 取 得 し て 医 療 機 関 を 受 診 さ れ る 方
も い ら っ し ゃ い ま す 。 両 者 で は 目 的 も 内 容 も 違 い ま す の で 、 混 乱 し な い よ う に 、
そ の 違 い を し っ か り と 理 解 し て お き ま し ょ う 。  

レ  ポイント  

解説 
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＜引用 文献 ・参考 資料 ＞  
・ 外務 省「 ビザ（ 査証 ）」発給 統計  
（ https://www.e-

stat.go.jp /statsearch /files?page=1&toukei=00300500&result_page=1）  
 

・ 法務 省「 短期滞 在」 ビザの 更新
（ http://www.moj.go.jp /ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_KOSHIN/zairyu_koshin10_1
7.html）  

 
・外務 省「医 療滞 在ビ ザ 」（ https://www.mofa.go.jp /mofaj /toko /visa/medical /index.html） 

  

表 ３  短 期 滞 在 ビ ザ と 医 療 滞 在 ビ ザ の 比 較  
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日本と 海外 の医療 保険 制度に は違 いがあ り、それを 理解 しない まま 外国人 が日 本の医 療機 関
を受診 する ことが 診療 トラブ ルに つなが る場 合があ りま す。そ のよ うな診 療ト ラブル を回 避す
るため に、来 院時 に日 本の医 療保 険制度 にて 主に以 下の 項目に つい て説明 する ことが 推奨 され
ます。  
 
① 公 的 医 療 保 険  

海外で は、国 営シ ステ ムを導 入し 税を財 源と してほ ぼ無 料で医 療サ ービス が提 供され る国 や、
国 民 一 般 に 対 す る 公 的 医 療 保 障 制 度 は な く 多 く の 国 民 が 民 間 保 険 に 加 入 し て い る 国 も あ り ま
す。日 本では 国民 皆保 険が導 入さ れ、中 長期 在留す る外 国人は 日本 の公的 医 療 保険の 強制 加入
の対象 とな ってい ます が、訪 日外国 人は 公的 医療保 険の 対象と はな らない ため、その 診療 の対
価は各 医療 機関で 設定 される 自由 診療価 格と なるこ とを 説明す る必 要があ りま す。  

 
② フ リ ー ア ク セ ス  

日 本 で は 診 療 所 か ら 病 院 ま で 様 々 な レ ベ ル の 施 設 で 検 査 や 予 防 接 種 か ら 複 雑 な 治 療 等 の 医
療サー ビス が提供 され 、それら は基 本的に フ リーア クセ ス、つま り 医療機 関・医 師の選 択 の自
由が認 めら れてい ます 。海外 では、診療 所の 医師と 病院 の専門 医の 機能・役割 分担の ため 、患
者にと って フリー アク セスが 認め られて いな い国も あり ます。この ような 国で は、ま ず登 録医
師を受 診し、入院や 高 度な専 門医 療が必 要と 判断さ れた ら、登録 医 師が病 院を 紹介し、紹 介状
を書き ます 。患者 はそ の紹介 状を 基に病 院の 予約、 受診 をしま す。 また、 ドク ターフ ィー 等  
を支払 い医 師 や病 院を 指定し て診 察を受 ける 国もあ りま す。  
このよ うに、医療 機関 の受診 方法 も異な るこ とから 、その 受診 方法 につい ても 説明が 必要 にな
る場合 もあ ります 。  

 
③ 薬 剤  

日本で は、医 師が 発行 する処 方箋 を持参 し、院内ま たは 院外の 薬局 で調剤 して もらう 医療 用
医薬品 と、薬 局や ドラ ッグス トア 等にお いて 、患者 が自身 の症 状に あわせ て薬 剤師等 によ る情
報提供 を参 考にし つつ 購入で きる 一般用 医薬 品等が あり ます。海外 では一 般用 医薬品 扱い であ
る医薬 品が 日本で は医 療用医 薬品 扱いに なっ ている 場合 や、海 外で 承認さ れた 用法・用量 が日
本では 承認 されて いな い場合 もあ るため 、医 薬品の 海外 と日本 の取 扱いの 違い につい て、患者
に説明 が必 要にな る場 合もあ りま す。  
 
④ 診 療 費 の 支 払 い 方 法  

海外で はキ ャッシ ュレ ス対応 が普 及して いる 国もあ りま すが、日本 の医療 機関 ではキ ャッ シ
ュレス 対応 が整備 され ていな い施 設が多 くあ ります 。特に 、旅 行者 は十分 な現 金を持 ち合 わせ
ていな い場 合があ るた め支払 い方 法につ いて は診察 前に 説明、確 認 する必 要が ありま す。また 、
前払い の国 もある ため 、診察 前に 診療費 の支 払い方 法は 説明す るこ とが推 奨さ れます 。  

４．日本の医療制度の紹介  

外 国 人 患 者 が 日 本 の 医 療 機 関 を 受 診 し た 際 に 、受 診 方 法 、診 療 費 、薬 剤 等 に つ い
て 、 診 療 ト ラ ブ ル が 起 こ る リ ス ク が あ り ま す 。 診 療 ト ラ ブ ル を 避 け る た め に は 日
本 の 医 療 保 険 制 度 に つ い て 事 前 に 説 明 す る こ と が 推 奨 さ れ ま す 。  

レ  レ  ポイント  

解説 
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⑤ 日 本 に お け る 医 療 に 関 わ る 法 令  
感染症 予防 法（ 正式名 称：「感 染症の 予防 及び 感染症 の患 者に対 する 医療に 関す る法律 」）や 、

精神保 健福 祉法（ 正式 名称：「精 神保 健及び 精 神障害 者福 祉に関 す る 法律 」）の よう に、日 本 で
は一定 の疾 患に関 して 、関係 法令に 基づ いて 患者に 対し て入院 を勧 告した り入 院させ たり でき
るもの 等も ありま す。しかし 、この よう な感 染症や 精神 疾患に 対す る法令 の内 容や手 続き は国
によっ て大 きく異 なる ため、外国人 患者 に対 して十 分な 説明を 行わ ず一方 的に 日本の 法令 に基
づいて 対応 してし まう とトラ ブル の原因 にな ります。特に、精神疾 患の患 者に 対して、精 神保
健福祉 法に 基づく 書面 の手渡 しや サイン 等の 手続き なし に強制 入院 を行え ば、国 際的 には 監禁
の 罪に 問わ れ る可 能性 もあり ます 。そのた め 、外国人 患者 が 受診 し てきた 場合 には、必 要 に応
じて、関係法 令の 内容 や手続 きに ついて 説明 し、納 得して もら った 上で診 療を 開始す るこ とが
重要で す。  

 

このよ うに、国に より 医療保 険制 度や環 境整 備が異 なる 場合が あり 、診療 トラブ ルを 回避 する
ために は、 必要に 応じ て事前 の説 明が推 奨さ れます 。  
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（１）「応招義務」に関する新しい通知  
 
医師法 （昭 和 23 年法 律第 201 号） 第 19 条 1 項は 、「 診療に 従 事する 医師 は、診 療治 療の

求 め が あ っ た 場 合 に は、 正 当 な 理 由 が な け れば 、 こ れ を 拒 ん で は なら な い 。」 と し て 、 い わ ゆ
る医師 の応 召義務 を定 めてい ます 。  

この応 召義 務に関 して は、こ れまで も時 代の 状況に 応じ て、い くつ もの通 知が 出され て き ま
した。し かし、近年の 医療提 供体 制をめ ぐる 変化や 医師 の働き 方改 革等を 背景 として、あ らた
めて応 招義 務の考 え方 に関す る検 討・整 理が 行われ 、その 内容 をま とめた 応招 義務に 関す る新
しい通 知が 令和元 年 12 月 25 日 に出 されま した。それ が、「応 招義 務をは じめ とした 診療 治療
の求め に対 する適 切な 在り 方 等に ついて 」（医 政発 1225 号第 4 号令 和元年 12 月 25 日） で
す。本 通知 によれ ば、応 招 義 務の 解釈に 関し ては、今後 は、こ の通 知が基 本的 に妥当 する もの
とされ てい ます。  

 
（２）基本的考え方  

 
 本 通 知 で は 、 ① 応 招義 務 は 、 医 師 又 は 歯 科医 師 が 国 に 対 し て 負 担す る 公 法 上 の 義 務 で あり 、
私法上 の義 務で は ない こと、➁医師 又は 歯科 医師が 勤務 医とし て医 療機関 に勤 務する 場合 でも 、
応招義 務を 負うの は、個人と して の医師 又は 歯科医 師で あるこ と、③組織 とし ての医 療機 関 に
ついて も、患 者 か らの 診療の 求め に対応 する 場合に つい ては、医師 又は歯 科医 師個人 の応 招義
務とは 別に、医療機 関 として も、患 者から の 診療の 求め に応じ て、必要に して 十分な 治療 を与
えるこ とが 求めら れ、 正当な 理由 なく診 療を 拒んで はな らない とし ていま す。  
 その 上で、医師・歯 科医師 ある いは 医 療機 関 が、ど のよ うな場 合 に患者 を診 療しな いこ とが
正当化 され るか否 かに ついて 、最も 重要 な 考 慮要素 は、患 者に つい て緊急 対応 が必要 であ るか
否か（病状 の深 刻度 ）である こと とされ 、こ のほか 、医 療機 関相 互 の機能 分化・連 携や 医 療の
高度化・専門 化等 によ る医療 提供 体制の 変化 や勤務 医の 勤務環 境へ の配慮 の観 点から 、① 診療
時間（医 療機関 とし て 診療を 提供 するこ とが 予定さ れて いる時 間）か否か、➁勤務 時間（ 医師・
歯科医 師が 医療機 関の 勤務医 とし て診療 を提 供する こと が予定 され ている 時間）か否 か、③患
者と医 療機 関・医 師・ 歯科医 師の 信頼関 係、 等が重 要な 考慮要 素で あると して います 。  

 
 

５．応招義務 

医 療 提 供 体 制 の 変 化 や 医 師 の 働 き 方 改 革 等 を 背 景 と し て 、 令 和 元 年 12 月 25
日 、応 招 義 務 に 関 す る 新 し い 通 知 と な る「 応 招 義 務 を は じ め と し た 診 療 治 療 の 求
め に 対 す る 適 切 な 対 応 の 在 り 方 等 に つ い て 」（ 医 政 発 1225 第 4 号 令 和 元 年 12
月 25 日 ）が 出 さ れ ま し た 。こ の 通 知 で は 、外 国 人 患 者 と 応 招 義 務 の 関 係 に つ い
て も 触 れ ら れ て お り 、 外 国 人 患 者 に 対 し て 応 招 義 務 が 及 ぶ こ と を 前 提 と し た 上
で 、診 療 し な い こ と の 正 当 化 の 可 否 に つ い て も 、日 本 人 患 者 の 場 合 と 同 様 に 判 断
す る の が 原 則 で あ る と し て い ま す 。し か し 、そ の 一 方 で 、こ の 原 則 に 該 当 し な い
場 合 な ど も 触 れ ら れ て い ま す 。そ の た め 、医 療 機 関 と し て は 、こ の 通 知 の 内 容 を
十 分 踏 ま え た 上 で 外 国 人 患 者 の 受 入 れ 体 制 の 整 備 を 進 め て い く よ う に し ま し ょ
う 。  

レ  
レ  ポイント  

解説 
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（３）緊急対応が必要な場合と緊急対応が不要な場合  
 

 また、本通 知では、患者を 診療 しない こと が正当 化さ れるか 否か は、緊急 対応 が必要 な 場合
と、緊急 対応 が不要 な 場合で 区分 される とし て、それ ぞれ の考え 方 を以下 の表 ４のと おり 、整
理して いま す。  

 

 

  

状 況  正 当 化 の 可 否 に 関 す る 考 え 方  

① 緊 急

対 応 が

必 要 な

場 合（ 病

状 の 深

刻 な 救

急 患 者

等 ）  

ア . 診 療 を 求 め

ら れ た の が 診

療 時 間 内・勤 務

時 間 内 で あ る

場 合  

医 療 機 関・医 師・歯 科 医 師 の 専 門 性・診 断 能 力 、当 該 状 況 下 で

の 医 療 提 供 の 可 能 性・設 備 状 況 、他 の 医 療 機 関 等 に よ る 医 療 提

供 の 可 能 性（ 医 療 の 代 替 可 能 性 ）を 総 合 的 に 勘 案 し つ つ 、事 実

診 療 が 不 可 能 と い え る 場 合 に の み 、診 療 し な い こ と が 正 当 化 さ

れ る 。  

イ . 診 療 を 求 め

ら れ た の が 診

療 時 間 外・勤 務

時 間 外 で あ る

場 合  

応 急 的 に 必 要 な 処 置 を と る こ と が 望 ま し い が 、原 則 、公 法 上・

私 法 上 の 責 任 を 問 わ れ る こ と は な い （ ※ ）  

 

※ 必 要 な 処 置 を と っ た 場 合 に お い て も 、医 療 設 備 が 不 十 分 な こ

と が 想 定 さ れ る た め 、求 め ら れ る 対 応 の 程 度 は 低 い 。（ 例 え ば 、

心 肺 蘇 生 法 等 の 応 急 処 置 の 実 施 等 ）  

 

※ 診 療 所 等 の 医 療 機 関 へ 直 接 患 者 が 来 院 し た 場 合 、必 要 な 処 置

を 行 っ た 上 で 、救 急 対 応 の 可 能 な 病 院 等 の 医 療 機 関 に 対 応 を 依

頼 す る の が 望 ま し い 。  

 

➁ 緊 急

対 応 が

不 要 な

場 合（ 病

状 の 安

定 し て

い る 患

者 等 ）  

ア . 診 療 を 求 め

ら れ た の が 診

療 時 間 内・勤 務

時 間 内 で あ る

場 合  

原 則 と し て 、患 者 の 求 め に 応 じ て 必 要 な 医 療 を 提 供 す る 必 要 が

あ る 。た だ し 、緊 急 対 応 の 必 要 が あ る 場 合 に 比 べ て 、正 当 化 さ

れ る 場 合 は 、 医 療 機 関 ・ 医 師 ・ 歯 科 医 師 の 専 門 性 ・ 診 察 能 力 、

当 該 状 況 下 で の 医 療 提 供 の 可 能 性・設 備 状 況 、他 の 医 療 機 関 等

に よ る 医 療 提 供 の 可 能 性（ 医 療 の 代 替 可 能 性 ）の ほ か 、患 者 と

医 療 機 関・医 師・歯 科 医 師 の 信 頼 関 係 等 も 考 慮 し て 緩 や か に 解

さ れ る 。  

イ . 診 療 を 求 め

ら れ た の が 診

療 時 間 外・勤 務

時 間 外 で あ る

場 合  

即 座 に 対 応 す る 必 要 は な く 、 診 療 し な い こ と は 正 当 化 さ れ る 。

た だ し 、時 間 内 の 受 診 依 頼 、他 の 診 察 可 能 な 医 療 機 関 の 紹 介 等

の 対 応 を と る こ と が 望 ま し い 。  

 

 

 

 

 

 

表 ４  緊 急 対 応 が 必 要 な 場 合 と 不 要 な 場 合 に お け る 考 え 方 の 整 理  
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（４）応招義務と外国人患者  
 

 本通 知は 、応招 義務 と外国 人患 者との 関係 につい ても 触れて おり 、 右記 の図 11 のとお り、
外国人 患者 に対し ても 応招義 務が 適用さ れる ことを 前提 として 、患 者の人 種・国 籍等 を理 由に
診療し ない ことは 正当 化され ない として いま す。また、文化 の違い や言語 の違 い、帰国 後 に本
国 で 医 療 を 受 け る こ と が 可 能 で あ る こ と 等 の み を 理 由 と し て 診 療 し な い こ と も 正 当 化 さ れ な
いとし てい ます。  
 なお 、本通 知で は、図 14 の 文中か らも 分 かると おり 、「 外国人 患 者につ いて も、診 療し ない
こ と の 正 当 化 事 由 は 、日 本 人 患 者 の 場 合 と 同様 に 判 断 す る の が 原 則で あ る 。」 と し て い ま す 。
そのた め、外 国人患 者 につい ても、当該患 者 を診療 しな いこと が正 当化さ れる かどう は、前述
の（２ ）や （３） に示 された 考え 方等に 従っ て判断 され ること にな ります 。  
 その ため、医療 機関 として は、こ の通 知の 内容を 十分 踏まえ た上 で外国 人患 者の受 入れ 体制
の整備 を進 めてい くよ うにし まし ょう。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 26 - 

 

 

 

 

 
＜参考 資料 ＞  

・厚生労 働 省「応 召義 務をは じめ とした 診療 治療の 求め に対す る適 切な対 応の 在り方 等に つい
て 」（医政 発 1225 第 4 号令和 元 年 12 月 25 日）  

 出所 ：(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000581246.pdf）  

  

「 応 召 義 務 を は じ め と し た 診 療 治 療 の 求 め に 対 す る 適 切 な 対 応 の 在 り 方 等 に つ い

て 」（医 政 発 1225 第 4 号令和 元年 12 月 25 日 ）  

（ 一 部 抜 粋 ）  

前 文 （ 略 ）  

１ ． 基 本 的 考 え 方 （ 略 ）  

２ ． 患 者 を 診 療 し な い こ と が 正 当 化 さ れ る 事 例 の 整 理  

（ １ ） 緊 急 対 応 が 必 要 な 場 合 と 緊 急 対 応 が 不 要 な 場 合 の 整 理 （ 略 ）  

（ ２ ） 個 別 事 例 ご と の 整 理  

 ① 患 者 の 迷 惑 行 為 （ 略 ）  

 ➁ 医 療 費 不 払 い （ 略 ）  

 ③ 入 院 患 者 の 退 院 や 他 の 医 療 機 関 の 紹 介 ・ 転 院 等  

 ④ 差 別 的 な 取 扱 い  

  「 患 者 の 年 齢 、 性 別 、 人 種 ・ 国 籍 、 宗 教 等 の み を 理 由 に 診 療 し な い こ と は 正 当

化 さ れ な い 。 た だ し 、 言 語 が 通 じ な い 、 宗 教 上 の 理 由 等 に よ り 結 果 と し て 診 療

行 為 そ の も の が 著 し く 困 難 で あ る と い っ た 事 情 が 認 め ら れ る 場 合 に は こ の 限 り

で は な い 。（ 以 下 略 ）」  

  

 ⑤ 訪 日 外 国 人 観 光 客 を は じ め と し た 外 国 人 患 者 へ の 対 応  

  「 外 国 人 患 者 に つ い て も 、 診 療 し な い こ と の 正 当 化 事 由 は 、 日 本 人 患 者 の 場 合

と 同 様 に 判 断 す る の が 原 則 で あ る 。 外 国 人 患 者 に つ い て は 、 文 化 の 違 い （ 宗 教

的 な 問 題 で 肌 を 見 せ ら れ な い 等 ）、言 語 の 違 い（ 意 思 疎 通 の 問 題 ）、（ 特 に 外 国 人

観 光 客 に つ い て ）本 国 に 帰 国 す る こ と で 医 療 を 受 け る こ と が 可 能 で あ る こ と 等 、

日 本 人 患 者 と は 異 な る 点 が あ る が 、 こ れ ら の 点 の み を も っ て 診 療 し な い こ と は

正 当 化 さ れ な い 。 た だ し 、 文 化 や 言 語 の 違 い 等 に よ り 、 結 果 と し て 診 療 行 為 そ

の も の が 著 し く 困 難 で あ る と い っ た 事 情 が 認 め ら れ る 場 合 に は こ の 限 り で は な

い 。」   

図 14 「 応 招 義 務 を は じ め と し た 診 療 治 療 の 求 め に 対 す る 適 切 な 対 応 の 在 り 方 等 に つ い て 」  

（ 一 部 抜 粋 ）  
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（１）「本人確認」に関する通知と Q＆A 

 
 厚生労働 省は 、令 和 2 年 1 月 10 日 、医療 機関等 にお ける本 人確 認に関 して 、「 保険 医療 機
関等に おい て本人 確認 を実施 する 場合 の 方法 につい て」（ 令和元 年 1 月 10 日 付け 保 保 発 0110
第 1 号 、保 国 発 0110 第 1 号 、保 高 発 0110 第 1 号 、保 医 発 0110 第 1 号 通知 。以 下「 令 和 2
年 1 月 通知 」と いう 。）及び「『 保険 医療機 関等 におい て本 人確認 を実 施する 場合 の方法 につ い
て』に 関す る留意 点に ついて 」（ 令和 2 年 1 月 10 日付 け事 務連絡 。以下 「令 和 2 年 1 月 事務
連絡」 とい う。）を 発 出 しまし た。  
 令和 2 年 1 月通知 等にお いて は、 保 険医 療機関 等に おける 本人 確認は 、① 医療保 険制 度の
健全運 営、➁患 者の 医 療安全 、③ 犯罪 被 害（ 詐欺罪 、刑 法 第 246 条 ）の 防止 の 観点 から 必 要で
あると して、保険医 療 機関 等 が、窓 口で本 人 確認の 必要 性が高 いと 認める 場合 には、本 人 確認
書類の 提示 を求め るこ とがで きる として いま す。  
 も っ と も 、 保 険 医 療機 関 等 に 対 し て 本 人 確認 が 義 務 付 け ら れ た わけ で は あ り ま せ ん 。 また 、
本人確 認 を 行う際 には 、本人 確認が 恣意 的に 行われ るこ とで患 者に 混乱が 生じ ること がな いよ
う、以 下の 点に留 意 す ること が求 められ てい ます 。  

６．本人確認 

保 険 医 療 機 関 に お け る 本 人 確 認 は 、医 療 保 険 制 度 の 健 全 運 営 、患 者 の 医 療 安 全
の 観 点 及 び 犯 罪 被 害 を 防 ぐ 観 点 か ら 行 う も の で す 。各 医 療 機 関 に お い て は 、厚 生
労 働 省 よ り 令 和 2 年 1 月 10 日 に 発 出 さ れ た 本 人 確 認 に 関 す る 通 知 や Q＆ A を 参
考 と し な が ら 、国 籍 差 別 に つ な が ら な い よ う に 十 分 留 意 し つ つ 、自 院 に お け る 適
切 な 本 人 確 認 の 方 法 等 を 検 討 し 、 実 施 し て い く よ う に し ま し ょ う 。  

な お 、公 的 医 療 保 険 制 度 に 加 入 し て い な い 訪 日 外 国 人 旅 行 者 患 者 に 係 る 本 人 確
認 に つ い て も 、医 療 安 全 の 観 点 、国 内 外 の 連 絡 先 確 認 や 海 外 旅 行 保 険 会 社 か ら の
照 会 対 応 、未 収 金 防 止 対 策 等 の 観 点 か ら 、必 要 に 応 じ て 、適 切 に 実 施 し ま し ょ う 。 

レ  ポイント  

解説 

①保 険医 療機 関等 の判 断で 本人 確認 をす る場 合に は、 国籍 によ る差 別と なら ない よう 、
国籍に 応 じ て本人 確認 の実施 の有 無を判 断し ないこ と。  

 
②提 示さ れた 被保 険者 証が 本人 のも ので ない と判 断さ れる 場合 には 、当 該被 保険 者証 を

用い た保 険診 療は 認め られ ない が、 すべ ての 患者 が顔 写真 付き の本 人確 認書 類を 所 持
して いる わけ では ない こと に鑑 み、 本人 確認 書類 が提 示さ れな かっ たこ との みを も っ
て保険 診療 を否定 しな いこと 。  

 
③本人 確認 書類（ 写真 付き身 分証 ）につ いて は、以 下に 掲げる もの を参考 とす ること 。  
 ＜写 真付 き身分 証の 例＞  
 運転 免許 書、運 転経 歴証明 書（ 平成 24 年 4 月 1 日以降 交付 のも の）、旅券 、個 人番 号

カード（マイ ナン バー カード ）、在留 カード 、特別永 住証 明書、官公 庁 が顔 写真 を貼付
した書 類（ 身体障 害者 手帳等 ）  
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ま た 、 幅 広 い 範 囲 で の 本 人 確 認 を 実 施 す る 際 に
は、医 療機 関の受 付や 待合室 の壁 など、患者 の目が
届く場 所に 事前に 掲示 等を行 うこ とによ って 、患者
の受診 の際 に混乱 を生 じさせ ない よう、十分 な期間
を設け て、本 人確 認を 実施す る趣 旨を 周 知す ること
が求め られ ていま す（ 右図参 照）。  

 
（２）本人確認と外国人患者  

 
 保険 医療 機関が 、窓 口で本 人確 認の必 要性 が高い
と認め る場 合には 、外 国人患 者に ついて も、日本人
患者と 同様 に、本 人確 認書類 の提 示を求 める ことが
できま す。しかし 、左 記の留 意点 の①に 示さ れてい
るとお り、単 に外 国人 患者で ある からと いう 理由だ
けで本 人確 認書類 の提 示を求 める ことは 、国 籍差別
につな がり 妥当で はあ りませ ん。そのた め、自院に
お い て 、「 窓 口 で 本 人 確 認 の 必 要 性 が 高 い と 認 め る
場合」をどの よう な場 合にす るの か院内 で検 討する
際には 、この よう な差 別的な 取扱 いにつ なが らない
ように 十分 注意し まし ょう。  
 な お 、 公 的 医 療 保 険 に 加 入 し て い る 外 国 人 患 者
は、一 般的 には在 留外 国人患 者の 方にな りま すが、
この在 留外 国人患 者の 方の中 には、被保 険者 証の氏
名が通 称名 となっ てお り、本 人確認 書類 と氏 名が異
なる場 合が ありま す。 この点 につ いて、 令 和 2 年 1 月事 務連 絡別紙 「『 保険医 療機 関等 にお い
て本人 確認 を実施 する 場合の 方法 につい て』に関す る Q＆ A」では 、「 被保険 者証に 記載 さ れた
氏 名 と 同 一 の 氏 名 が 記 載 さ れ 本 人 確 認 書 類 を 確 認 す る こ と や 所 持 し て い る 本 人 確 認 書 類 に 記
載され た生 年月日 等（ 氏名以 外の 項目）が 被 保険者 証の 情報と 一致 するか 確認 する 」こ と で本
人確認 を行 う とさ れて います 。  

 
（３）訪日外国人旅行者の場合  

 
 訪日 外国 人旅行 者患 者は、一 般に 自費診 療 で、公的 医療 保険診 療 の対象 では ありま せん ので 、
厳密に は、令 和 2 年 1 月通知 等の 対象外 とな ります 。しか し、医療 安全の 観点 から言 えば 、訪
日外国 人旅 行者患 者に ついて も同 じよう な本 人確認 が必 要 とな りま す 。さ らに、訪日 外国 人旅
行者患 者の 場合に は、 本マニ ュア ルの 85 頁でも記 され ている とお り、① 重症 化した 際の 国内
ならび に母 国の連 絡先 の確認 、②本 人が 加入 してい る海 外旅行 保険 や医療 アシ スタン ス会 社か
らの照 会へ の対応 、③ 未収金 対策 、等 の観点 からも 本人 確認が 重要 となっ てき ます 。その ため、
医療機 関と しては 、必 要に応 じて、訪日 外国 人旅行 者患 者に対 して も適切 な本 人確認 等を 検討
し、実 施し ていく よう にしま しょ う。  

 

 
＜参考 資料 ＞  

・「保険 医療 機関 等にお いて本 人確 認を実 施す る場合 の方 法につ いて 」（ 令和 2 年 1 月 10 日 付
け保保 発 0110 第 1 号 、保 国発 0110 第 1 号 、保 高発 0110 第 1 号 、保 医発 0110 第 1 号 令
和 2 年 1 月 10 日）  
 （https://kouseikyoku.mhlw.go.jp /kyushu/iryo_shido /000118672.pdf）  
 

・「『 保険 医療 機関等 に おいて 本人 確認を 実施 する場 合の 方法に つい て』に関す る留 意点に つい   
て」（令 和 2 年 1 月 10 日付け 事務 連絡）  

 （https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000118673.pdf）  
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（１）  概要  

 
 厚生 労働 省では 、外 国人患 者の 受入れ 体制 整備施 策の 一環と して 、外国 人患者 や医 療機 関の
利便性 、な らびに 行政 サービ スの 向上の 観点 に基づ き、 平成 30 年度から 都道 府県に 対し て、
「外国 人患 者を受 入れ る拠点 的な 医療機 関」の選出 を求 めると とも に、こ うして 集め た医 療機
関 の 情 報 を 観 光 庁 と 連携 し て 一 元 化 し 、「 外 国 人 患 者 を 受 け 入 れ る医 療 機 関 の 情 報 を 取 りま と
めたリ スト （医療 機関 リスト ）」 とし て公 表し ていま す。  
 本リ スト の作成 にあ たり、 平成 30 年度に 厚生労 働省 が都道 府県 に対し て 選 出を求 め た 医療
機関の 要件 は以下 のと おりと なっ ていま す。  

 

 

 
 2020 年 12 月 28 日 の最終 更新 の時点 にお いて 、本リ スト に掲 載 されて いる 医療機 関の
数は、2,020 医療 機関 となっ てい ます 。な お 、厚 生労 働省告 示第 五 十三号 の一 部改正 によ
り、令 和３ 年４月 １日 から、医療 機能情 報提 供制度 にお ける病 院の 機能分 類の 項目と して
「外国 人患 者を受 け入 れる拠 点的 な医療 機関 」が追 加さ れてい ます 。  

 
 

７．外国人患者受入れ医療機関リスト  

厚 生 労 働 省 で は 、外 国 人 患 者 の 受 入 れ 体 制 整 備 施 策 の 一 環 と し て 、平 成 30 年
度 か ら 都 道 府 県 に 対 し て 、「 外 国 人 患 者 を 受 入 れ る 拠 点 的 な 医 療 機 関 」 の 選 出 を
求 め る と と も に 、 こ う し て 集 め た 医 療 機 関 の 情 報 を 観 光 庁 と 連 携 し て 一 元 化 し 、
「 外 国 人 患 者 を 受 け 入 れ る 医 療 機 関 の 情 報 を 取 り ま と め た リ ス ト（ 医 療 機 関 リ ス
ト ）」 と し て 公 表 し て い ま す 。 本 リ ス ト は 、 外 国 人 患 者 の 方 々 の 利 便 性 の 向 上 に
つ な げ て い く こ と は も ち ろ ん の こ と 、医 療 機 関 に と っ て も 、自 院 の 地 域 等 に お い
て 外 国 人 患 者 の 受 入 れ 可 能 な 医 療 機 関 の 情 報 を 入 手 し 、必 要 に 応 じ て 連 携・協 力
関 係 を 構 築 す る た め に 活 用 す る な ど 、様 々 な 形 で 活 用 さ れ て い く こ と が 期 待 さ れ
て い ま す 。  

レ  
ポイント  

解説 

カ テ ゴ リ ー １ 「 外 国 人 患 者 で 入 院 を 要 す る 救 急 患 者 に 対 応 可 能 な 医 療 機 関 」  
①選出 単位 ・選出 件数 ：都道 府県 で１カ 所以 上  
②選出 され る医療 機関 ：都道 府県 の医療 計画 におけ る二 次以上 の救 急医療 機関  
③言語 対応 ： 多言 語で の対応 が可 能であ るこ と  

 
カ テ ゴ リ ー ２ 「 外 国 人 患 者 を 受 入 れ 可 能 な 医 療 機 関 （ 診 療 所 ・ 歯 科 診 療 所 も 含 む ）」  

①選出 単位 ・選出 件数 ：全て の二 次医療 圏に おいて 、 1 カ 所以 上  
②選出 され る医療 機関 ：医療 機関 （診療 所・ 歯科診 療所 も含む  

※診療 時間 や診療 科目 には、 特に 制限を  設け ない  
③言語 対応 ： 多言 語で の対応 が可 能であ るこ と  
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（２）  リストの公開方法及び掲載情報  
 

 本リ スト の情報 は定 期的に 更新 されて いま す。最新の 情報 は、厚 生労働 省の HP（https://w
ww.mhlw.go.jp /stf/newpage_05774.html  ）におい て、以下の 図 15 のとお り、エ クセ ル 形
式公表 され ており 、自 由にダ ウン ロード した り、自 院で使 いや すい ように 加工 したり する こと
も可能 とな ってい ます 。  
 また 、本リス トの 情 報は 、多 言語化（ 英語・中 国語（簡 体字 ／繁 体字 ）・韓国 語）され て 、日
本政府 観光 局（ＪＮ Ｔ Ｏ）ウェ ブサ イト（https://www.jnto.go.jp /emergency/jpn/mi_gui
de.html）に おい て公 開され てい ます。  
 本リ スト の情報 は、外国人 患者 の方が 対応 可能な 医療 機関を 探す のに活 用さ れるこ とは もち
ろんの こと、地域 にお ける外 国人 患者の 受入 れ可能 医療 機関の 現状 を把握 し今 後の整 備の 参考
にした り、医 療機 関が 自院の 地域 等にお ける 外国人 患者 の受入 れ可 能医療 機関 の情報 等を 入手
して、必 要に 応じて 連 携・協力 関係 を構築 の ために 活用 したり する など、様 々な 形で活 用 され
ていく こと が期待 され ていま す。  
 もっ とも、本リ スト は、当 該リス トに 掲載 されて いな い医療 機関 におけ る外 国人患 者の 診療
を妨げ たり、抑制 した り する もの ではあ りま せんし 、当該 リス トに 掲載さ れて いる医 療機 関だ
けに外 国人 患者の 診療 を 限定 しよ うとす る も のでは 決し てあり ませ ん。また、本リ ストは 、在
留外国 人患 者や訪 日旅 行者患 者を 受け入 れる 医療機 関の リスト であ り、医 療目的 で来 日す る外
国人患 者を 受け入 れる 医療機 関の リスト では ないと され ていま す。自院に おい て外国 人患 者の
受 入 れ 体 制 を 整 備 し たり 、 地 域 の 状 況 を 把 握し た り す る 際 に は 、 これ ら の 点 に 留 意 し な がら 、
本リス ト を 是非ご 活用 くださ い。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜参考 情報 ＞  

・厚生 労働 省「「外 国人 患者を 受け 入れる 医療 機関の 情報 を取り まと めたリ スト 」につ いて 」  
 （https://www.mhlw.go.jp /stf/newpage_05774.html）  
・ 日本 政府 観光局 （ JNTO）ウ ェブ サイ ト  

（https://www.jnto.go.jp /emergency/jpn/mi_guide.html）  

  

＜ 掲 載 情 報 ＞  

都 道 府 県 /医 療 機 関 名 （ 日 本 語 ・ 英 語 ） /郵 便 番 号 /住 所 （ 日 本 語 ・ 英 語 ) 

/ 電 話 番 号  / 受 付 時 間  / WEB サ イ ト  / 対 応 診 療 科 と 対 応 外 国 語  / 

利 用 可 能 な ク レ ジ ッ ト カ ー ド  / そ の 他 利 用 可 能 な キ ャ ッ シ ュ レ ス サ ー ビ

ス  / ２ ４ 時 間 ３ ６ ５ 日 対 応 可 否  / 災 害 拠 点 病 院  / 外 国 人 受 入 環 境 整 備

事 業 の 対 象 医 療 機 関  / JMIP / JIH / カ テ ゴ リ ー １ 又 は ２ の 指 定 有 無  / 

医 療 機 関 種 別  / 救 急 医 療 体 制  / 外 国 人 患 者 対 応 の 専 門 部 署 の 有 無 と 対

応 言 語 及 び そ の 対 応 可 能 日 時  / 外 国 人 向 け  医 療  コ ー デ ィ ネ ー タ ー の 有

無 と 対 応 言 語 及 び そ の 対 応 可 能 日 時  / 医 療 通 訳 者 の 有 無 と 対 応 言 語 及 び

そ の 対 応 可 能 日 時  / 遠 隔 通 訳 の 有 無 と 対 応 言 語 及 び そ の 対 応 可 能 日 時 / 

そ の 他 の 言 語 サ ポ ー ト の 有 無 と 対 応 言 語 及 び そ の 対 応 可 能 日 時  

図 15  医 療 機 関 リ ス ト の 掲 載 情 報   
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2012 年、医療機 関に おける 外国 人患者 の 受 入れ体 制の 整備を 推進 し、外 国人 患者の 方が 安
心 ・ 安 全 に 日 本 の 医 療サ ー ビ ス を 享 受 で き るよ う に す る た め の 認 証制 度 と し て 誕 生 し た のが 、
一 般 財 団 法 人 日 本 医 療 教 育 財 団 を 実 施 主 体 と す る 「 外 国 人 患 者 受 入 れ 医 療 機 関 認 証 制 度 」
（ Japan Medical Service Accreditation for International Patients: JMIP）で す。  
  本認 証制 度 の対 象は 、病院 機能評 価を はじ めとす る 第 三者に よる 認証 に よっ て医療 施設 機能
が評価 され ている 病院 または 健診 施設 と なり ます。審査は 、書 面審 査と訪 問審 査によ って 行わ
れ、 そ の評 価は、 図 13 に示した よう に、 5 分類 12 大項 目に 区分 された 外国 人患者 の受 入れ
に関す る 評 価項目（下 位項目 数は 98 項目）に基づ いて 行われ ます 。本 認証 の有 効期 間は 3 年
間 であ り、 更新審 査に よって 更新 が可能 とな ってい ます 。 2021 年 1 月 15 日現在、 本 認 証を
取得し た医 療機関 の数 は、 78 医 療機 関 です 。  
 医療 機関 におい て、外国人 患者 の受入 れ体 制の整 備に 取り組 む際 には、この認 証取 得を 目標
とする のも 一つの 方法 です。も っと も医療 機 関の中 には、認証制 度 の 対象 外だ った り、様 々な
理由か ら現 時点で 認証 取得を 目指 すのが 難し い とこ ろ も あると 思い ます。そのよ うな 場合 でも 、
本 認 証 制 度 の ウ ェ ブ サ イ ト に 掲 載 さ れ て い る 認 証 の た め に 必 要 な 資 料 や 評 価 項 目 等 を 閲 覧 す
ると、医療機 関に おい て外国 人患 者の受 入れ 体制を 整備 する際 には どのよ うな 点に留 意す れば
良いの かよ くわか り ま す。こ のよう に本 認証 制度は 、医療 機関 にお いて外 国人 患者の 受入 れ体
制の整 備 を 進めて いく 上で、 様々 な形で 役に 立ちま すの で、 是 非参 考にし てみ てくだ さい 。  
 な お 、 医 療 機 関 の ため の 外 国 人 患 者 の 受 入れ 認 証 制 度 と し て は 、「 ジ ャ パ ン イ ン タ ー ナシ ョ
ナルホ スピ タルズ（ JIH）」とい うもの もあ りま す。こ ちら は、一般社 団 法人 Medical Excellence 
Japan が実 施し ている 認証制 度で 、日 本の 高 度な医 療を 目的に 、医 療ビザ を取 得し渡 航す る外
国人患 者の 受入れ に意 欲があ り、適 切受 入れ 体制を 整備 した医 療機 関を認 証し て、海 外に 発信
してい くこ とを目 的と してい ます 。医療 機関 の中に は、 JMIP と JIH の両 方 の認 証を 取得 して
いると ころ もあり ます が、表５ のと おり、認 証制度 の目 的や内 容は 異なり ます ので、き ち んと
その違 い や 特徴を 理解 してお きま しょう 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．外国人患者受入れ医療機関認証制度（ JMIP） 

2012 年 、 医 療 機 関 に お け る 外 国 人 患 者 の 受 入 れ 体 制 の 整 備 を 推 進 し 、 外 国 人
患 者 の 方 が 安 心 ・ 安 全 に 日 本 の 医 療 サ ー ビ ス を 享 受 で き る よ う に す る た め の 認 証
制 度 と し て 誕 生 し た の が 、「 外 国 人 患 者 受 入 れ 医 療 機 関 認 証 制 度 」（ JMIP） で す 。
2020 年 2 月 末 現 在 、 全 国 で 72 の 医 療 機 関 が こ の 認 証 を 受 け て い ま す 。  

ポイント  レ  

解説 
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（ 出 所 ： 一 般 財 団 法 人 日 本 医 療 教 育 財 団 「 外 国 人 患 者 受 入 れ 医 療 機 関 認 証 制 度 」 説 明 資 料 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 16 評 価 項 目 の 概 要  

表 ５  JMIP お よ び JIH の 概 要  
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（１）医療通訳育成カリキュラム基準・テキスト  

 
 厚生 労働 省では 、 外 国人患 者受 入環境 整備 事業の 一環 として 、
医 療 通 訳 者 不 足 の 問 題 な ら び に 医 療 通 訳 の 質 の 担 保 の 問 題 に 対
応する ため 、医療 通訳 に関す る様 々な施 策を 実施し てい ます。そ
の一つ が、 2013 年 度 に実施 され た 「医 療通 訳育成 カリ キュラ ム
基準」の作成・公 表で す。本 基準は 、医 療現 場で専 門職 者とし て
機 能 す る 医 療 通 訳 者 を 育 成 す る た め の 実 施 要 領 を 示 し た も の で
あり 、① 医療通 訳者 の 役割や ➁医 療通訳 者が 持つべ き知 識や能 力
の他、③医療 通訳 者を 育成す るた めの実 施規 程（受 講条件 、修了
条件、研修形 式、カリ キュラ ム内 容と時 間配 分、実 務実習 ）等 が
示され てい ます。また 、厚生 労働省 では、こ の医療 通訳 育成カ リ
キュラ ム基 準に則 った テキス トも 作成・ 公表 して い ます 。  

これら の基 準・テキ ス トは、厚 生労 働省の 以 下のウ ェブ サイト
で自由 に閲 覧・ダ ウン ロード する ことが 可能 となっ てお り、医 療
通訳者 を養 成する 養成 教育機 関や 、医 療通 訳 者を雇 用お よび派 遣
する機 関等 におい て 、医療通 訳者 の養成 や研 修等に 活用 される こ
と が期 待さ れてい ます 。  

 

＜厚生 労働 省「医 療通 訳に関 する 資料  一覧 」 ＞  
(https://www.mhlw.go.jp /stf/seisakunitsuite /bunya/0000056944.html ) 

 

（２）医療通訳の認定制度  
 

 また 、厚 生労働 省で は、 2016 年度よ り、 厚生労 働科 学研究 にお いて医 療通 訳の認 定制 度の
検討を 行っ ており 、 2019 年度には 、その 検討 結果も 踏ま え、 国 際臨 床医学 会に よる医 療通 訳
認定制 度（「国 際臨 床医 学会（ ICM）認 定  医 療通訳 士」認 定制 度 ）が 開 始 さ れてい ます 。  
 本認 定制 度には 、① 医療通 訳試 験合格 者認 定  と  ➁実 務者認 定の ２つの 方法 があり 、通 訳す
る 対象 言語 により 、言 語毎の 審査、登録 がお こなわ れま す 。ま た、いずれ の認 定にも 、「 ICM 認
定医療 通訳 士講習 会（ ICM 指 定）」の受 講が必 要 とな って います 。（ 詳 細につ い て は、国際 臨 床
医学会 の「 医療通 訳士」認定 制度 の ウェ ブ サイト をご 参照く ださ い。）  

 

 

９．医療通訳育成カリキュラム基準・認定制度・医療通訳費用の取扱い  

医 療 通 訳 の 質 の 担 保 を 図 る た め 、 厚 生 労 働 省 で は 医 療 通 訳 育 成 カ リ キ ュ ラ ム 基
準 ・ テ キ ス ト が 作 成 さ れ て い ま す 。 ま た 、 厚 生 労 働 科 学 研 究 「 医 療 通 訳 認 証 の 実
用 化 に 関 す る 研 究 」 の 知 見 を 活 用 し て 、 医 療 通 訳 者 に 関 連 す る 団 体 よ り 、 認 定 制
度 の 実 施 に 向 け た 取 り 組 み が 進 ん で い ま す 。  

レ  ポイント  

解説 
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（３）医療通訳費用の取扱い  
 

 なお 、今 後、医 療通 訳者の 数が 増える に伴 い、医 療機 関にお いて は、院 内あ るいは 外部 の医
療通訳 者を 活用し なが ら医療 サー ビスを 提供 する機 会が 増えて くる ものと 考え らます 。日 本の
公的医 療保 険に加 入し ている 在留 外国人 患者 等の場 合に は、図 17 に示し た通 知にも ある とお
り、医 療通 訳は「 療養 の給付 と直 接関係 ない サービ ス等 」と位 置づ けられ てお り、そ の費 用に
ついて は、保 険医 療機 関が患 者に 対して 通訳 サービ スの 内容を 明確 に説明 し、患 者の 同意 を得
た上で 、保 険診療 分と は別に 徴収 するこ とが できる ここ となっ てい ます。  
 一方 、訪 日外国 人旅 行者患 者の 場合に は、自由診 療で すので 、医 療機関 とし ては、自由 にそ
の医療 通訳 費用を 設定 して請 求・徴 収する こ とがで きま す。ただ、訪日外 国人 旅行者 患者 の場
合、海外 旅行 保険を 利 用して 医療 費を支 払う 場合、保 険会 社や医 療 アシス タン ス会社 の中 には 、
補 償 す る の は 「 治 療 に関 す る 費 用 」 だ け で ある と し て 、「 医 療 通 訳 費 」 と い う 請 求 項 目 では そ
の支払 いを 行わな いと ころも あり ま すの で、 その点 は注 意して おく ように しま しょう 。  

 

 

 

 

 

 

＜参考 情報 ＞  
・厚生 労働 省「医 療通 訳に関 する 資料一 覧」  
（https://www.mhlw.go.jp /stf/seisakunitsuite /bunya/0000056944.html）  
・厚生 労働 省「療 養の 給付と 直接 関係な いサ ービス 等の 取り扱 いに ついて 」  

 （https://www.mhlw.go.jp /content /12400000/000610155.pdf）   
・国際 臨床 医学会 「国 際臨床 医学 会 (ICM)認 定 『医 療通 訳士 ®』認 定制度 につ いて 」  

 （ http://kokusairinshouigaku.jp/activities/authenticatio n/m- 
interpreter/auth/auth00.html）  

  

「 療 養 の 給 付 と 直 接 関 係 な い サ ー ビ ス 等 の 取 り 扱 い に つ い て 」（ 抜 粋 ）  

（ 平 成 17 年 9 月 1 日 保 医 発 第 091002 号 ）  

 

１  費 用 徴 収 す る 場 合 の 手 続 に つ い て  

療 養 の 給 付 と 直 接 関 係 な い サ ー ビ ス 等 に つ い て は 、社 会 保 険 医 療 と は 別 に 提 供 さ れ る も

の で あ る こ と か ら 、も と よ り 、そ の 提 供 及 び 提 供 に 係 る 費 用 の 徴 収 に つ い て は 、関 係 法 令

を 遵 守 し た 上 で 、保 険 医 療 機 関 等 と 患 者 の 同 意 に 基 づ き 行 わ れ る も の で あ る が 、保 険 医 療

機 関 等 は 、 そ の  提 供 及 び 提 供 に 係 る 費 用 の 徴 収 に 当 た っ て は 、患 者 の 選 択 に 資 す る よ う

次 の 事 項 に 留 意 す る こ と  。  

（ 中 略 ）  

 

２  療 養 の 給 付 と 直 接 関 係 な い サ ー ビ ス 等  

療 養 の 給 付 と 直 接 関 係 な い サ ー ビ ス 等 の 具 体 例 と し て は 、次 に 掲 げ る も の が 挙 げ ら れ る

こ と 。  

（ 中 略 ）  

 

（ ２ ）  公 的 保 険 給 付 と は 関 係 の な い 文 書 の 発 行 に 係 る 費 用  

ウ  外 国 人 患 者 が 自 国 の 保 険 請 求 等 に 必 要 な 診 断 書 等 の 翻 訳 料  等  

（ 中 略 ）  

（ ５ ）  そ の 他  

イ  日 本 語 を 理 解 で き な い 患 者 に 対 す る 通 訳 料  

図 17 通 知 「 療 養 の 給 付 と 直 接 関 係 な い サ ー ビ ス 等 の 取 扱 い に つ い て 」（ 抜 粋 ）  
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（１）海外旅行保険とは  

 
 海外 旅行 保険と は、外国旅 行中 の予期 せぬ アクシ デン トや疾 病、怪我等 によ って生 じた 経済
的負担 を保 障する 保険 です。訪日 外国人 旅行 者が医 療機 関を受 診し た場合 、医 療費 は 100％自
己負担 とな ります 。そ のため 、訪 日 外国 人旅 行者が 医療 費の心 配を せずに 安心 して日 本の 医療
機関を 受診 するた めに は、訪 日外国 人旅 行者 に海外 旅行 保険に 加入 しても らう ことが 推奨 され
ます。  

しかし 、観 光庁 が 2018 年 3 月に 発表 した 「訪日 外国 人旅行 者の 医療に 関す る実態 調査 」
による と、調査 対 象 者 3,383 名のう ち海 外旅 行保険 に加 入して いた のは 73％ で、23％ が無 保
険でし た。こ うした 状 況を踏 まえ、現在政 府 は「訪日 外国 人に対 す る適切 な医 療等の 確保 に向
け た 総 合 対 策 （ 案 ）」 で 、 訪 日 外 国 人 旅 行 者の 海 外 旅 行 保 険 加 入 を促 進 す る た め に 様 々 な取 組
みを行 って います 。そ のため 今後 は、訪 日外 国人旅 行者 の海外 旅行 保険加 入率 は少し ずつ 高ま
ると考 えら れます 。  

 
（２）海外旅行保険の主な種類と特徴  

 
 一口 に「海 外旅行 保 険」とい って も様々 な タイプ があ ります。こ こでは 主な ３つの タイ プに
ついて 紹介 います 。  

 
① Pay＆ Claim 型 の 海 外 旅 行 保 険  
 「Pay ＆ Claim 型 の 海外旅 行保 険 」と は、訪日外 国人 旅行者 患者 が 一度 医療 費を全 額医 療機
関に支 払い、帰国 後に 保険会 社に 請求し て償 還を受 ける タイプ の 海 外旅行 保険 のこと を言 いま
す。 海 外旅 行保険 の中 には、 この 「 Pay＆Claim 型の 海外 旅行保 険」 が珍し くあ りませ ん。 こ
の型の 海外 旅行保 険で は、訪 日外国 人旅 行者 は、医 療費を 全額 一度 医療機 関に 支払う 必要 があ
ります ので、医療 機関 として は、海 外旅 行保 険に加 入し ていな い訪 日外国 人旅 行者患 者と 同じ
よう に 取り 扱う必 要が ありま す。で すので、医療機 関と しては、海 外旅行 保険 を保有 して いる
からと いっ て安心 する ことな く、き ちんと 患 者本人 に対 して医 療費 の説明・請求 を行い、医療
費を支 払っ てもら うよ うにし まし ょう。  
 なお 、この 型の 海外 旅行保 険で は、訪 日外 国人旅 行者 患者は 帰国 後の医 療費 償還に 必要 な関
係書類（診 断書等 ）の 発行を 医療 機関に 求め ますが 、こ の関係 書類 は、当 該患 者の母 国語 でな
くても 、日本 語で 問題 ない場 合も ありま すし 、英文 書であ れば 多く の国で 通用 すると 言わ れて
います 。  

 
 
 
 

１０．海外旅行保険  

海 外 旅 行 保 険 に は 様 々 な タ イ プ が 存 在 し ま す 。 そ の た め 、 訪 日 外 国 人 旅 行 者 の
方 が 受 診 し て き た 際 に は 、 海 外 旅 行 保 険 の 保 有 の 有 無 を 確 認 す る だ け で は な く 、
そ の 海 外 旅 行 保 険 が ど の よ う な タ イ プ な の か き ち ん と 把 握 し て 適 切 な 対 応 を 取 る
こ と が ト ラ ブ ル を 防 止 す る 上 で 重 要 で す 。  

ポイント  レ  

解説 
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➁ 医 療 ア シ ス タ ン ス 付 き の 海 外 旅 行 保 険  
 「医 療ア シスタ ンス 付きの 海外 旅行保 険」とは、医療 アシス タン ス会社 が、海外旅 行保 険会
社、訪日 外国 人旅行 者 、医療機 関間 に介在 し て、必要 な手 配や処 理 を行っ てく れる型 の海 外旅
行保険 のこ とをい いま す。  
 図 18 は、その 基本 的な仕 組み を示し たも のにな りま す。こ の図 にある とお り、 外 国人 旅行
者は医 療機 関の受 診を 検討し た際 に、まず、保 険会社 が提 示する コー ルセン ター に連絡 しま す。
連絡を 受け たコー ルセ ンター は保 険会社 に本 人の資 格確 認を行 い、確認が 取れ れば外 国人 旅行
者に対 して 病院の 紹介 サービ ス等 を提供 しま す。同 時に保 険会 社は 、提携 してい る医 療ア シス
タンス 会社 に必要 なア シスタ ンス サービ スを 指示し ます。そし て指 示を受 けた 医療ア シス タン
ス会社 は医 療機関 に、当該外 国人 旅行者 の保 険資格 や補 償の可 否、範囲、上 限額 等の情 報 を記
載した 支払 い保証 書  （ Guarantee of Payment: GOP）を医療 機関 に 送付し ます。この 支払 保
証書は、医療 機関に と って非 常に 重要な もの になり ます。なぜな ら 、この支 払保 証 書に よ って
支払保 証さ れたも のに ついて は 、医 療ア シス タンス 会社 が保険 会社 に代わ って、医療 機関 に対
して医 療費 の 立て 替え 払いを 行っ てくれ るか らです。です ので、医 療機関 とし ては、支 払 い保
証書が 届け ば、少 なく ともそ の範 囲のも のに ついて は 未 収金等 の心 配をす るこ となく 、安 心し
て治療 や検 査を 当 該外 国人患 者に 対して 提供 できる こと になり ます 。  
 なお、医療 アシス タ ンス付 き海 外旅行 保険 では、こ の医 療アシ ス タンス 会社 が、必要 に 応じ
て、通 訳サー ビス や本 国にい る家 族への 連絡 の手配 の他、医療 搬送 やご遺 体搬 送等の 手続 き な
ども行 いま す 。です の で、訪日 外国 人旅行 者 患者 は もち ろんの こと 、医療機 関に とって も この
医療ア シス タンス 付き 海外旅 行保 険は、非常 に便利 で安 心なタ イプ の海外 旅行 保険と いう こと
になり ます 。  
 もっ とも 、当 然の こ となが ら、上記 のよ う な「 支払保 証 」や「ア シスタ ンス サービ ス 」はあ
くまで も保 険の補 償範 囲内に 限ら れます 。訪 日外国 人旅 行者患 者の 方が医 療ア シスタ ンス 付き
の海外 旅行 保険を 保有 してい たと しても 、補 償内容 や 補 償限度 額を 超えた 医療 費の 立 替払 いや
アシス タン ス サー ビス は 行わ れま せんの で 、 その点 は注 意して おき ましょ う 。  

 

 

 

 

 

 

図 18 医 療 ア シ ス タ ン ス 付 き 海 外 旅 行 保 険 の 仕 組 み  
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③ Direct Billing 型 の 海 外 旅 行 保 険  
 「 Direct Bill ing 型 の 海 外 旅 行 保 険 」 と は 、 医 療 機 関 と 海 外 旅 行 保 険 会 社 と 直 接 契 約 し て、
当 該 保 険 会 社 の 保 険 に加 入 し て い る 訪 日 外 国人 旅 行 者 患 者 が 医 療 機関 を 受 診 し て き た 際 には 、
医療機 関は その請 求書 を直接 当該 海外旅 行保 険会社 に送 って、医療 費を支 払っ てもら うタ イプ
の 海 外 旅 行 保 険 の こ とを い い ま す 。 も ち ろ ん、 こ の 型 の 海 外 旅 行 保険 で も 、 前 述 の ➁ と 同様 、 
当該海 外旅 行保険 を利 用して 医療 費の支 払い を行う 場合 には、あら かじめ 被保 険者で ある 訪日
外国人 旅行 者患者 が保 険会社 のコ ールセ ンタ ーに連 絡し て、被 保険 者資格 の確 認等を 受け る必
要があ りま す。ま た、その後 、保 険会社 から 支払保 証が 医療機 関に 送られ てき ますが 、保 険会
社が医 療費 を支払 って くれる のは、その 支払 い保証 の 範 囲のみ とな ります ので、支払 い保 証外
の費用 につ いては 、医 療機関 は患 者本人 に請 求する 必要 があり ます 。  
 最近 、海 外の保 険会 社の中 には 、日本 の医 療機関 に対 しては 、こ の Direct Bil l ing に関 する
契約を 持ち かける とこ ろも増 えて きてい るよ うです 。海外 の保 険会 社との 契約 は、直 接や り取
りを行 うこ とがで きる などの メリ ットが ある 一方で 、その やり 取り を英語 で行 う必要 があ った
り、時 差の問 題が 発生 したり する など、日本 の医療 機関 にとっ て負 担とな るこ とも少 なく あり
ません 。で すので 、海 外の保 険会 社から 、 Direct Bill ing 等 に関す る 契約を もち かけら れた 際
には、その メリ ット・デ メリッ トを しっか りと 見極め て、慎重 に判断 するよ うに してく ださ い。  

 
（３）海外旅行保険の多種多様・複雑な補償内容・条件  

 
 海外 旅行 保険の うち 、③ の Direct Bill ing 型は非 常に 限られ てい ますの で、 訪日外 国人 旅行
者の保 有す る海外 旅行 保険の 大部 分は 、「 Pay＆Claim 型の 海外 旅行 保険」か「医 療アシ ス タン
ス付き の海 外旅行 保険 」のい ずれ かとい うこ とにな りま す。  
 もっ とも 、実際 には 、もっ と複 雑で、結果 的に、両者 を組み 合わ せた よ うな 海外旅 行保 険が
珍しく あり ません 。例 えば、図 19 は、 海外 で販売 され ている 海外 旅行保 険の 補償内 容・ 補償
条件の 一部 を抜粋 した もの で す。例 1 は 、医 療アシ スタ ンス付 きの 海外旅 行保 険とし て販 売さ
れ て い る 商 品 の 補 償 範囲 を 示 し た も の で す が、 こ の 保 険 で は 、 入 院費 用 に 関 し て は 、 確 かに 、
医 療 ア シ ス タ ン ス 会 社 が 医 療 機 関 に 対 し て 医 療 費 を 立 て 替 え 払 い し て く れ る こ と に な っ て い
ま す 。 し か し 、 簡 単 な外 来 治 療 費 に 関 し て は、 患 者 本 人 が 医 療 機 関に 対 し て 医 療 費 を 支 払い 、
帰国後 に保 険会社 に請 求する いわ ゆる「 Pay＆ Claim」型 の形 を取る よ うにし てい ます。そ の た
め、医療 機関 として は 、入院 患 者の 場合は 医 療アシ スタ ンス会 社、外来患 者の 場合は 患者 本人
という 具合 に、患 者が 入院患 者か 外 来患 者か によっ て医 療費の 請求 先が変 わ る ことに なり ます 。 
 また 、例 2 は 、別 の 医療ア シス タンス 付き 海外旅 行保 険の補 償内 容・補償条 件の 一部に なり
ます 。 こ の保 険 で は、 $100,000 まで の緊 急 治療 の 費 用が 補 償 範囲 とさ れ て いま す 。 しか し、
それと 同時 に ＄100 の 「免責 額（ Deductible）」 が設定 され てい ます 。 この よう に免責 額が 設
定 さ れ て い る 場 合 に は 、 患 者 本 人 が 免 責 額 ま で の 医 療 費 を 医 療 機 関 に 支 払 い （ こ の 場 合 は
$100）、そ の残り の額 を保険 会社 が 医療 機関 に支払 うこ とにな りま す 。その ため 、医 療機 関と
しては 、免 責額に つ い ては、 きち んと患 者本 人に請 求し て支払 って もらう 必要 があり ます 。  
 ここ に挙 げたの はほ んの一 部の 例に過 ぎま せん が 、この よう に 海 外旅行 保険 の補償 内容 や補
償 条 件 は 多 種 多 様 で 複雑 な も の も 少 な く な りま せ ん 。 そ し て 、 訪 日外 国 人 旅 行 者 患 者 自 身も 、
自分が 購入 した保 険商 品の内 容を しっか り把 握して いる わけで はあ りませ ん。で すの で、訪日
外国人 旅行 者患者 の方 が海外 旅行 保険を 利用 した支 払い を希望 され ている 場合 には、ご本 人 の
保有す る 被 保険者 証に 記載さ れて いる コ ール センタ ー等 に連絡 して もらい 、補償 内容 や補 償条
件をし っか りと把 握し てもら った り、医 療ア シスタ ンス 会社か ら医 療機関 の方 へ連絡 して もら
うよう に し たりす るな ど、必 要に 応じた 対応 を取っ ても らうこ とが 非常に 重要 となり ます 。  
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内容  
セ ク シ ョ ン 2－ 医 療 関 連 給 付 ・ 範 囲  

緊 急 医 療 に 関 す る 費 用 （ 怪 我 ＆ 疾 病 ） $100,000 

 免 責 額              $100 

歯 科 治 療 に 関 す る 費 用        緊 急 治 療 に 関 す る 費 用 に 含 ま れ 、 上

限 は $1,000 

 歯 一 本              $200 

緊 急 搬 送              緊 急 治 療 に 関 す る 費 用 に 含 ま れ る  

遺 体 搬 送              $7,000 

 

＜例１＞  

要 約 ： 入 院 費 用 は 、 支 払 い 保 証 の 範 囲 に お い て 、 ○ ○ ア シ ス タ ン ス 会 社 か ら

医 療 機 関 に 直 接 支 払 い ま す … 。 簡 単 な 外 来 治 療 に 関 し て は 、 御 自 身 で お 支 払

い い た だ き 、 帰 国 後 に 我 々 の 方 に 請 求 し て い た だ く こ と に な り ま す 。  

＜例２＞  

図 19 海 外 旅 行 保 険 の 補 償 内 容 ・ 補 償 条 件 の 例  

（ http://tjwlcdn.com/cms/pdf/AIG-Travel-Guard-Pol icy-Wording-UAE.pdf）  

https://www.pdff i l ler.com/jsf i l ler -

desk18/?projectId=423136561#1602fa19e2f3c037893e8a37f0a563f8  
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（４）日本国内で加入できる訪日外国人旅行者のための海外 旅行保険  
 

 海外 旅行 保険は 、海 外渡航 前に 本国で 入る のが一 般的 です。しか し、政 府は、訪日 外国 人旅
行者の 海外 旅行保 険加 入率向 上を 図るた め、数年前 から、複数 の大 手損保 保険 会社の 協力 を得
て、訪 日外国 人旅 行者 が、日 本入国 後に 空港 等で加 入で きる海 外旅 行保険 の販 売を実 現し てい
ま す 。 こ れ ら の 海 外 旅行 保 険 は 、 い わ ゆ る 医療 ア シ ス タ ン ス 付 き 海外 旅 行 保 険 と な っ て おり 、
緊急治 療の 費用の 他、 医療搬 送・ 遺体搬 送の 費用が 補償 対象と なっ ていま す。  
 また、最近 では、一 部の地 域に おいて、地 下鉄等 の乗 車券と 海外 旅行保 険が セット にな った
商品等 も販 売され るよ うにな って きてい ます 。訪日 外国人 旅行 者患 者の医 療費 は全額 自己 負担
である こと を踏ま える と、こ うした 様々 な取 り組み やそ の普及 によ って、訪日外 国人 旅行 者の
方々の 海外 旅行保 険加 入率が 向上 してい くこ とが望 まれ ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

図 20 訪 日 外 国 人 旅 行 者 の た め の 海 外 旅 行 保 険 関 連 商 品 の チ ラ シ 例  

(https://www.kotsu.metro.tokyo.jp /pickup_information /news /pdf/2019/

sub_p_201907058642_h_01.pdf ) 

（ 左 ： https://www.sompo-japan-off.jp /travel ins /travel ins_en.html）  

（ 右：https://t-o.tokiomarine-nichido.co.jp /IB01/dfw/IB01/ZS3101_WC/main2） 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://travel.watch.impress.co.jp/docs/news/1194825.html&psig=AOvVaw2h9FnWx-uleAL-NgQkTUzR&ust=1585103710609000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCnsNOJsugCFQAAAAAdAAAAABAD
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「訪日 外国 人に対 する 適切な 医療 等の確 保に 向けた 総合 対策 」（ 訪日 外国人 に対 する適

切な医 療等 の確保 に関 するワ ーキ ンググ ルー プとり まと め。平 成  30 年６ 月  14 日 ）及
び「外 国 人 材の受 入れ ・共生 のた めの総 合的 対応策 （令 和２年 度改 訂）」（ 令和 ２年７ 月  
14 日外 国人材 の受 入 れ・共 生に 関する 関係 閣 僚会 議決 定）に おい ては、 医療 費の不 払い
等の経 歴が ある訪 日外 国人に つい て、次 回以 降の入 国審 査の厳 格化 を検討 する 方針が 決
定され まし た。こ れに 基づき 、厚 生労働 省で は、出 入国 在留管 理庁 と連携 して 保険医 療
機関か ら医 療費の 不払 いのあ る訪 日外国 人受 診者の 情報 を収集 し、 出入国 在留 管理庁 へ
提供す る仕 組みの 運用 を表６ のよ うな形 で 開 始しま した 。  
 医療 機関 が訪日 外国 人受診 者の 不払い 情報 を具体 的に どのよ うな 形で報 告す るかに つ
いては 、 厚 生労働 省の 専用サ イト （「【医 療機 関向け 情報 】訪日 外国 人受診 者に よる医 療
費不払 い防 止のた めの 支援資 料の 紹介及 び不 払い情 報報 告シス テム への協 力の 御願い に
ついて 」
（ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202921_00012.html ）に記
載され てい る 、「訪 日 外 国人受 診者 医療費 未払 情報の 報告 マニュ アル 」なら びに 「 訪日 外
国人受 診者 医療費 未払 情報の 報告 マニュ ア ル Q＆ A」を ご参 照くだ さ い。  
 なお 、上 記の厚 生労 働省の サイ ト では 、医 療機関 の皆 様に対 して 、訪日 外国 人の未 払
い情報 の報 告 への ご協 力をお 願い すると とも に、 訪 日外 国人受 診者 が受診 して きた際
に、医 療費 の未払 いを 防止す るた めに医 療機 関とし てチ ェック すべ きポイ ント をまと め
たツー ルを 公表し てい ます 。 この ツール は、 このマ ニュ アルの 第 3 章 以下 の内 容を反 映
したも のと なって おり 、訪日 外国 人 の方 が受 診して きた 際に、 受付 の 職員 が す ぐに活 用
できる よう になっ てい ます。 この マニュ アル の付録 にも 添付し てお きます ので 、 皆様 の
医療機 関で も是非 ご活 用下さ い。  

 

 

 

 

 

 

 

 

１１．訪日外国人受診者の医療費不払い情報の報告システム  

「 訪 日 外 国 人 に 対 す る 適 切 な 医 療 等 の 確 保 に 向 け た 総 合 対 策 」で は 、医 療 費 の
不 払 い 等 の 経 歴 が あ る 訪 日 外 国 人 に つ い て 、次 回 以 降 の 入 国 審 査 の 厳 格 化 を 検 討
す る 方 針 が 決 定 さ れ ま し た 。  

こ れ に 基 づ き 、厚 生 労 働 省 で は 、訪 日 外 国 人 受 診 者 の 医 療 費 不 払 い の 発 生 防 止
に 関 す る 医 療 機 関 向 け 資 料 を 公 表 す る と と と も に 、出 入 国 在 留 管 理 庁 と 連 携 し て
我 が 国 の 保 険 医 療 機 関 か ら 医 療 費 の 不 払 い の あ る 訪 日 外 国 人 受 診 者 の 情 報 を 収
集 し 、 出 入 国 在 留 管 理 庁 へ 提 供 す る 新 し い 仕 組 み を 令 和 3 年 度 か ら 開 始 し ま し
た 。  

ポイント  レ  

解説 
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項 目  内 容  

収 集 の 対 象

と す る 医 療

費 の 不 払 い

情 報  

・令 和 3 年 5 月 10 日（ 月 ）以 降 に 保 険 医 療 機 関 で 発 生 し 、請 求 日 の 翌 々

日 時 点 に お い て 、 20 万 円 以 上 の 不 払 い 事 案  

報 告 方 法  ・ 厚 生 労 働 省 の 専 用 ウ ェ ブ ブ サ イ ト（ https://unpaid.mhlw.go.jp/repo

rt1/） を 通 じ て 報 告 。  

具 体 的 な  

報 告 方 法  

・ 厚 生 労 働 省 の 専 用 サ イ ト に 掲 載 の 下 記 の マ ニ ュ ア ル 等 を 参 照 。  

・ 「 訪 日 外 国 人 受 診 者 医 療 費 未 払 情 報 の 報 告 マ ニ ュ ア ル 」  

・ 「 訪 日 外 国 人 受 診 者 医 療 費 未 払 情 報 の 報 告 マ ニ ュ ア ル Q＆ A」  

 

専 用 サ イ ト ： https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/buny

a/0000202921_00012.html  

 

 

 
＜参考 情報 ＞  
・ 厚 生 労 働 省 「【 医 療 機 関 向 け 情 報 】 訪 日 外 国 人 受 診 者 に よ る 医 療 費 不 払 い 防 止 の た め の
支 援 資 料 の 紹 介 及 び 不 払 い 情 報 報 告 シ ス テ ム へ の 協 力 の 御 願 い に つ い て 」
（https://www.mhlw.go.jp /stf/seisakunitsuite /bunya/0000202921_00012.html）  

 

表 ６  訪 日 外 国 人 受 診 者 の 医 療 費 不 払 い 情 報 の 報 告 シ ス テ ム の 概 要  

https://unpaid.mhlw.go.jp/report1/
https://unpaid.mhlw.go.jp/report1/
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外国人患者の円滑な受け入れのための体制整備 

 

 

  

◆ １ ２ ．「 外 国 人 患 者 の 受 入 れ に 関 す る 体 制 整 備 方 針 」 の 決 定  

◆ １ ３ ． 外 国 人 患 者 受 入 れ 医 療 コ ー デ ィ ネ ー タ ー /担 当 者 ・ 部 署 の 設 置  

◆ １ ４ ． 医 療 費 の 設 定  

◆ １ ５ ． 医 療 費 概 算 の 事 前 提 示  

◆ １ ６ ． キ ャ ッ シ ュ レ ス 対 応  

◆ １ ７ ．「 や さ し い 日 本 語 」 で の 対 応  

◆ １ ８ ． 通 訳 体 制 の 整 備  

◆ １ ９ ． 院 内 文 書 の 多 言 語 化  

◆ ２ ０ ． マ ニ ュ ア ル の 整 備  

◆ ２ １ ． 院 内 環 境 の 整 備  

◆ ２ ２ ． 宗 教 ・ 習 慣 上 の 対 応  

◆ ２ ３ ． 感 染 症 対 策  

◆ ２ ４ ． 外 部 医 療 機 関 と の 連 携  

◆ ２ ５ ． 研 修  

◆ ２ ６ ． 情 報 提 供  

◆ ２ ７ ． 医 療 紛 争  

 

  

第２章  
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一口に 外国 人患者 の受 入れ体 制を 整備す ると いって も、具 体的 にど のよう な受 入れ体 制を 整

備 す る か は 、 そ の 医 療機 関 を 受 診 す る 外 国 人患 者 の 数 や 特 徴 の ほ か、 医 療 機 関 の 種 類 や 機能 、
地域の 状況 等によ って 異なり ます。その ため まずは 、以下 のよ うな 手順を 踏ま えて自 院に おい
て具体 的に どのよ うな 受入れ 体制 を整備 する 必要が ある か検討 する ことが 推奨 されま す。  

 
（１）自院における外国人患者の受診状況の把握（現在および将来）  

 
まず、自院に おけ る現 在の外 国人 患者の 受診 状況を でき るだけ 詳し く 確認 しま しょう 。具 体

的には 、自 院を受 診す る外国 人患 者の「 人数 」や「 国籍 」、「使 用す る言語 」、「 区分（ 在留 外国
人患者 か 訪 日外国 人旅 行者 患 者か 等）、「 診療 科」「 外来・入院 」、「 救 急か否 か」、「 受診 ルー ト」、
「 そ の 他 の 特 徴 」 等 につ い て で す 。 こ う し た情 報 を 把 握 す る た め には 、 自 院 の 「 診 療 申 込書 」
に 「国 籍」 や「日 本で の滞在 連絡 先」等 を記 入する 欄を 設け る 等の 方法が 考え られま す 。  

これま で外 国人患 者の 受診状 況を 特に把 握し ていな かっ た医療 機関 にとっ ては、少し 面倒 に
感じる かも しれま せん が、自 院を受 診す る外 国人患 者の 受診状 況 を 正確に 把握 できれ ば 、それ
だけ 自 院で はどの よう な点に 注意 しなが ら受 入れ体 制の 整備を 進め ていく べき なのか 、ま たど
のよう な 手 段や 方 法が 自院に おい て最も 望ま しいの か 判 断する こと が可能 とな ります 。そ の意
味では 非常 に重要 な作 業とな りま すので、是 非しっ かり と取り 組ん でみて くだ さい。な お 、最
近は、訪日外 国人 旅行 者に人 気の ある地 方の 観光地 など をはじ めと して急 速に 外国人 患者 の受
診が増 えて いる医 療機 関もあ りま す。そ のよ うな医 療機 関では 特に 、現在 の状況 把握 だけ でな
く将来 の外 国人患 者の 受診予 測を してお くこ とが推 奨さ れます 。  

 
（２）受入れ体制の現状お よび課題の抽出  

 
自院に おけ る外国 人患 者の受 診状 況が把 握で きたら 、次に 、現 在自 院で行 って いる外 国人 患

者の受 入れ に関す る取 り組み や、自 院が 外国 人患者 の受 入れに 関し て抱え てい る課題 や問 題点
をすべ て洗 い出し てみ ましょ う。課 題や 問題 には、未収金 の発 生な ど目に 見え る 課題 だけ では
なく 、「外国 人患 者と コ ミュニ ケー ション がう まく取 れず、○○の 説 明が十 分に できな かっ た。」
等、職員 が外 国人患 者 に対応 する 際 に抱 えて いる 障 害や 不安、負 担 等も含 みま す。可能 で あれ
ば、一 度スタ ッフ 全員 に対し アン ケート 調査 を行い 、スタ ッフ が外 国人患 者対 応に関 して どの
ような トラ ブルを 経験 したり 、負担 や不 安を 感じた りし ている のか 確認し てみ るとよ いで しょ
う。   

 

 
 

１２．「外国人患者の受入れに関する体制整備方針」の決定  

一 口 に 「 外 国 人 患 者 の 受 入 れ 体 制 の 整 備 」 と い っ て も 、 具 体 的 に ど の よ う な 体
制 を 整 備 す る 必 要 が あ る か は 、 そ の 医 療 機 関 を 受 診 す る 外 国 人 患 者 の 数 や 特 徴 の
ほ か 、 医 療 機 関 の 規 模 や 機 能 、 地 域 の 状 況 等 に よ っ て 異 な り ま す 。 そ の た め 、 外
国 人 患 者 の 受 入 れ 体 制 を 整 備 す る 際 に は 、 ま ず 、 自 院 に お い て ど の よ う な 受 入 れ
体 制 を 整 備 す る 必 要 が あ る の か 考 え 、 そ の 結 果 を 踏 ま え な が ら 、 自 院 の 状 況 に 応
じ た 受 入 れ 体 制 を 整 備 し 、 実 施 し て い く こ と が 推 奨 さ れ ま す 。  

ポイント  レ  

解説 
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（３）自院における「外国人患者受入れ体制整備方針」の決定  
 

 左記 の（ １ ）、（ ２）の作業 を終 えたら 、そ の結果 を基 に、自院 に おける 外国 人患者 の受 入体
制整備 方針 を決定 し、その方 針に 従って 体制 整備を 進め ていく よう にしま しょ う。なお、当該
方針に は、 以下の よう な項目 を盛 り込む こと が推奨 され ます。  

 

 

 

 

項 目  主 な 内 容  

① 医 療 費 の 設 定  訪 日 外 国 旅 行 者 患 者 の 医 療 費 の 価 格 設 定 は そ れ ぞ れ の 医 療 機 関 の 裁 量 に 委 ね ら れ て い ま

す 。 自 院 の 経 営 方 針 や 訪 日 外 国 旅 行 者 患 者 対 応 に か か る コ ス ト 等 を 念 頭 に 置 き な が ら 、 自

院 に お け る 訪 日 外 国 旅 行 者 患 者 の 医 療 費 に つ い て ど の よ う に 設 定 す る か 検 討 し ま し ょ う 。  

➁ 医 療 費 概 算 の

提 示 方 法  
外 国 人 患 者 、特 に 外 国 人 旅 行 者 の 患 者 の 場 合 に は 、検 査 や 治 療 を 行 う 前 に 、あ ら か じ め 医 療

費 の 概 算 を 患 者 に 示 す こ と が ト ラ ブ ル を 防 止 す る 上 で 非 常 に 重 要 で す 。 し か し 、 通 常 、 日 本

の 医 療 機 関 で は 、 検 査 や 治 療 の 前 に 医 療 費 の 概 算 を 示 す 慣 習 や 仕 組 み が あ り ま せ ん 。 医 療

費 の 概 算 を 示 す 具 体 的 な 形 や 仕 組 み を 担 当 者 間 で 検 討 し ま し ょ う 。  

③ 通 訳 体 制  医 療 機 関 で 導 入 す る 通 訳 手 法 に は 様 々 な も の が あ り ま す 。 ま た 、 通 訳 手 法 に よ っ て 長   所

や 短 所 ・ コ ス ト 等 は 大 き く 異 な り ま す 。 ま た 、 院 内 の 場 面 （ 受 付 ・ 検 査 ・ 診 療 等 ）  に よ っ

て 求 め ら れ る 通 訳 手 法 も 異 な り ま す 。自 院 で は 、ど の よ う な 通 訳 手 法 を 、ど の よ う な 場 面 で 、

ど の よ う に 利 用 す る の が 最 適 か 担 当 者 間 で 十 分 検 討 し 整 備 し ま し ょ う 。  

④ 院 内 文 書 の 多

言 語 化  
外 国 人 患 者 の 受 入 れ を 円 滑 に 行 う た め に は 、院 内 文 書 の 多 言 語 化 が 不 可 欠 で す 。し か し 、一

度 に 院 内 で 使 用 し て い る す べ て の 文 書 の 多 言 語 化 を 図 る こ と は 容 易 で は あ り ま せ ん 。 自 院

の 外 国 人 患 者 の 受 診 状 況 を 踏 ま え な が ら 、 ど の よ う な 院 内 文 書 を 、 ど の よ う な 順 序 で 多 言

語 化 す る か 、 ま た 翻 訳 し た 文 書 を ど こ へ 保 管 す る か 検 討 し ま し ょ う 。  

⑤ マ ニ ュ ア ル の

整 備  
外国人患者対応においても、ケアの標準化を図り、トラブルを防止するためにはマニュ ア ル の 活 用

が 有 効 で す 。し か し 、外 国 人 患 者 対 応 に お い て ど の よ う な マ ニ ュ ア ル を 作 成 し 、活 用 す る の

が 良 い か は 医 療 機 関 の 規 模 や 機 能 、 外 国 人 患 者 の 受 診 状 況 等 に よ っ て も 異 な り ま す 。 ま ず

は 、自 院 に お い て ど の よ う な マ ニ ュ ア ル の 作 成 ・ 導 入 が 望 ま し い の か 関 係 者 間 で 話 し 合 い 、

そ の 上 で マ ニ ュ ア ル の 作 成 ・ 導 入 に 取 組 み ま し ょ う 。  

⑥ 外 国 人 患 者 受

入 れ 医 療 コ ー デ

ィ ネ ー タ ー ／ 担

当 者 ・ 担 当 部 署  

現 在 、国 で は 、外 国 人 患 者 が 医 療 機 関 を 訪 れ た 際 の 調 整・サ ポ ー ト 等 を 行 う 外 国 人 患 者 受 入

れ 医 療 コ ー デ ィ ネ ー タ ー の 育 成 に 取 組 ん で い ま す が 、 こ の よ う な 外 国 人 患 者 受 入 れ 医 療 コ

ー デ ィ ネ ー タ ー を は じ め と し て 、 自 院 に お け る 外 国 人 患 者 の 受 入 れ に 関 し て 、 専 門 の 担 当

者 や 担 当 部 署 を 決 め て お き ま し ょ う 。ま た 、そ の 役 割 や 責 任 等 に つ い て も 明 確 に し て 、院 内

全 体 で 共 有 し て お き ま し ょ う 。  

⑦ 院 内 環 境 の 整

備  
外 国 人 患 者 に 院 内 で 安 心 ・ 安 全 に 過 ご し て も ら う た め に は 、「 院 内 掲 示 の 多 言 語 化 」や「入

院中の食事の対応」、「宗教・文化への対応」など、一定の院内環境整備が必要  です。しかし、院内環

境をどこまで整備するかは、その必要性や外国人患者の受診状   況によって大きく異なります。そのた

め、院内環境の整備をどこまで、どのように行うのか関係者間で十分話し合って決定しましょう。  

⑧ 宗 教 上 の 配 慮  外 国 人 患 者 の 場 合 に は 、 宗 教 な ら び に 慣 習 の 違 い に つ い て 一 定 の 配 慮 が 必 要 な 場 合 が あ り

ま す 。自 院 で は 、そ の よ う な 情 報 を ど の よ う に 入 手 す る か 、入 手 し た 情 報 に つ い て ど の よ う

に 対 応 し て い く の か 、 関 係 者 間 で 十 分 話 し 合 っ て 、 自 院 の 方 針 を 明 ら か に し て お き ま し ょ

う 。  

⑨ 研 修  外 国 人 患 者 の 受 入 れ を 円 滑 に 行 う た め に は 、 一 部 の 担 当 者 だ け で は な く 、 職 員 全 体 が 一 定

の 知 識 や 理 解 を 得 て お く こ と が 重 要 で す 。 そ の た め 、 外 国 人 患 者 の 受 入 れ や 対 応 に 関 す る

職 員 研 修 の あ り 方 や 実 施 内 容 や 実 施 時 期 に つ い て も 関 係 者 間 で よ く 話 し 合 っ た 上 で 実 施 し

ま し ょ う 。  

⑩ 院 外 の 医 療 機

関・関 係 機 関 と の

連 携  

外 国 人 患 者 の 受 入 れ を 円 滑 に 行 う た め に は 、院 外 の 医 療 機 関 や 行 政 機 関 、観 光 関 係 事 業     者 、

医 療 ア シ ス タ ン ス 会 社 、 保 険 会 社 等 と の 連 携 が 必 要 な 場 合 が 多 々 あ り ま す 。 自 院 で は 、 院 内 の

医 療 機 関 や 関 係 事 業 者 と ど の よ う な 連 携 関 係 の 構 築 が 必 要 な の か 、ま た 具 体 的 に ど の よ う に 連

携 す れ ば 良 い の か 、 外 部 の 関 係 者 も 巻 き 込 ん で 検 討 し ま し ょ う 。  

⑪ 情 報 提 供  外 国 人 患 者 の 円 滑 な 受 入 れ を 実 現 す る た め に は 、 外 国 人 患 者 や 関 係 者 に 対 し て 、 ホ ー ム ペ

ー ジ 等 で 必 要 な 情 報 を 提 供 す る こ と も 有 効 で す 。 ど の よ う な 情 報 を ど の よ う に 提 供 す る の

が 最 も 効 果 的 か 関 係 者 間 で 検 討 し ま し ょ う 。  

 

表 ７  受 入 体 制 整 備 方 針 の 主 な 項 目  



 

- 45 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（１）外国人患者受け担当者・担当部署の設置 ―「外国人患者受け入れ医療コーディネー
ト機能」－  

 
 医療 機関 におい て 、「 11.外国人患 者の 受入 れに関 する 体制整 備方 針」で 紹介 した ような 方針
を策定 し、そ の方 針に 従って 外国 人患者 の受 入れを 日々 円滑に 行う ために は、外 国人 患者 の受
入 れ に 伴 い 発 生 す る 特 有 の 業 務 や 役 割 を 果 た す 担 当 者 や 担 当 部 署 を 決 め て お く こ と が 大 切 で
す。  
 この 点、 厚生労 働省 では、 2018 年度 から 、この よう な業務 や役 割を果 たす 人材を 「外 国人
受入れ 医療 コーデ ィネ ーター」と呼 び、その 役割や 在り 方 につ いて 検討を 行っ てきま した 。ま
た、 2019 年度か らは 、その 結果 を 踏ま えた 「外国 人患 者受入 れ医 療コー ディ ネータ ー養 成研
修」も 実施 してい ます 。  
 図 21 は、養成研 修テ キスト の中 で用い られ ている「外 国人 患者の 受入体 制整 備 の３STEPs」
と「外 国人患 者受 入れ コーデ ィネ ート機 能 」の内容 を 一 つにま とめ て図式 化し たもの にな りま
す。こ の図 にもあ ると おり、養成 研修テ キス トでは 、外 国人患 者の 受入れ 体制 整備は「現 状把
握」、「 受入 れ方針 の決 定」、「 外国 人患者 の受 入れ（ 個別 ケース 対応 ）」という 3 つ のステ ッ プ
で順番 進め ていく べき である とし ていま す。そして 、STEP３ の「外 国人患 者の 受入れ（個 別ケ
ー ス 対 応 ）」 を 行 う た め に は 、 院 内 に 「 外 国人 患 者 受 入 れ 医 療 コ ーデ ィ ネ ー ト 機 能 」 を 有す る
必要が ある として おり 、この機 能に は、大き く分け て、① 患者や 家 族との コミ ュニケ ーシ ョン
支援 、➁院 内の 部署・職種間 の調 整、③日 本 人患者 で も 発生す る外 国との 連携・調 整 、④ 外国
人患者 特有 に発生 する 外部と の連 携・調 整、⑤体制 整備 のため の院 内 外で の情 報収集 の５ つが
あると して います 。  

 

 

 

１３．外国人患者受入れ医療コーディネータ― /担当者・部署の設置  

ポイント  レ  

医 療 機 関 に お い て 、 策 定 し た 「 外 国 人 患 者 受 入 れ 体 制 整 備 方 針 」 に 基 づ い て 外 国
人 患 者 の 受 入 れ を 日 々 円 滑 に 行 う た め に は 、 外 国 人 患 者 の 受 入 れ に 伴 い 発 生 す る 特
有 の 業 務 や 役 割 を 果 た す 担 当 者 や 担 当 部 署 を 決 め て お く こ と が 大 切 で す 。  

こ の 点 、厚 生 労 働 省 で は 、2018 年 度 か ら 、こ の よ う な 業 務 や 役 割 を 果 た す 人 材 を
「 外 国 人 患 者 受 入 れ 医 療 コ ー デ ィ ネ ー タ ー 」 と 呼 び 、 そ の 役 割 や あ り 方 に 関 す る に
関 す る 検 討 を 行 っ て き ま し た 。 ま た 、 2019 年 度 か ら は 、 そ の 検 討 結 果 を 反 映 し た
「 外 国 人 患 者 受 入 れ 医 療 コ ー デ ィ ネ ー タ ー 養 成 研 修 」 も 実 施 し て い ま す 。  

自 院 に お い て 、 専 任 の 外 国 人 患 者 受 入 れ 医 療 コ ー デ ィ ネ ー タ ー を 配 置 す べ き か 、
そ れ と も 複 数 の 部 署 や 担 当 者 で そ の 機 能 を 分 担 す べ き か に つ い て は 、 そ れ ぞ れ の 医
療 機 関 の 外 国 人 患 者 の 受 診 数 や 受 診 状 況 、 医 療 機 関 の 規 模 や 機 能 等 に よ っ て も 異 な
り ま す が 、 こ う し た 研 修 等 も 参 考 に し な が ら 、 自 院 の 状 況 に 相 応 し い 外 国 人 患 者 の
受 入 れ に 関 す る 担 当 者 や 担 当 部 署 を 設 置 す る よ う に し ま し ょ う 。  

解説 



 

- 46 - 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 出 所： 厚 生 労 働 省 厚 生 労 働 省 委 託 事 業「『 外 国 人 患 者 受 入 れ 医 療 コ ー デ ィ ネ ー タ ー 養 成 研 修 』カ リ キ ュ ラ ム テ キ

ス ト （ 2020 年 2 月 ） 3-5 頁 の 内 容 を 基 に 作 成 ）  

図 ２ １  「 外 国 人 患 者 の 受 入 体 制 整 備 の ３ STEP」と「 外 国 人 患 者 受 入 れ コ ー デ ィ ネ ー ト 機 能 」 

＜ Step1＞  

現 状 把 握  

・外 国 人 患 者 の 来 院 状 況  

・ 未 収 金 の 発 生 状 況  

・ 受 入 れ 現 場 で の 課 題  

＜ Step2＞  

受 入 れ 方 針 の 策 定  

・ 受 入 れ ル ー ル  

・ 組 織 体 制  

・ 支 払 い  

＜ Step3＞  

外 国 人 患 者 受 入 れ  

（ 個 別 ケ ー ス 対 応 ）  

組 織 全 体 で 行 う  

外 国 人 患 者 受 入 れ 体 制 整 備 の ３ STEPs  

③ 日 本 人 患 者 で も 発 生 す る 外 部 と の 連 携 ・ 調 整  

例 ） 地 域 の 医 療 機 関 へ の 紹 介 、 転 院 調 整 、 保 健 所 や 役

所 と の 調 整 等  

外
国
人
患
者
受
入
れ
医
療
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
機
能 

① 患 者 や 家 族 と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 支 援  

例 ） 院 内 外 の 通 訳 者 の ア レ ン ジ 、 若 し く は 自 身 に よ る 通

訳 実 施 等  

③ 日 本 人 患 者 と 同 様 に 発 生 す る 外 部 と の 連 携 ・ 調 整  

例 ） 地 域 の 医 療 機 関 へ の 紹 介 、 転 院 調 整 、 保 健 所 や 役 所

と の 調 整 等  

④ 外 国 人 患 者 特 有 に 発 生 す る 外 部 と の 連 携 ・ 調 整  

例 ） 海 外 旅 行 保 険 会 社 と の や り 取 り や 事 務 手 続 き 等  

収 集 し た 情 報 等 を 院

内 に 共 有 し 、 組 織 と し

て の 現 状 把 握 や 方 針

の 決 定 に 役 立 て る  

➁ 院 内 の 部 署 ・ 職 種 間 の 連 携 ・ 調 整  

例 ） 医 療 費 支 払 い に 関 す る 医 事 課 と の 調 整 、 海 外 の 医 療

機 関 へ の 搬 送 に 関 す る 担 当 医 師 と の 調 整 等  

⑤ 体 制 整 備 の た め の 院 内 外 で の 情 報 収 集  

例 ） 外 部 セ ミ ナ ー や 勉 強 会 へ の 参 加 、 院

内 ス タ ッ フ へ の ア ン ケ ー ト 調 査 の 実 施 、

個 別 ケ ー ス で 発 生 し た 課 題 の 記 録 等  

個
別
ケ
ー
ス
へ
の
対
応 
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（２）外国人患者受入れ医療コーディネート機能を持つための人員配置モデル  

 

 その 上で 、養成研 修 テキス トで は、これ ら の機能 をど のよう な人 員配置 で実 現して いく かは 、
「受入 患者 数」と「コ ーデﾞィネ ート 機能 のあ り方 」の 観点か ら 、図 ２２の とお り、3 つの モデ
ルが考 えら れると して います 。  

なお、こ こで 縦軸に 設 定され てい る「コー デ ィネー ト機 能の在 り方 」ですが、これ には 、「 業
務 分 散 型 」 と 「 業 務 集中 型 」 と い う 考 え 方 が用 い ら れ て い ま す 。 養成 研 修 テ キ ス ト に よ れば 、
「業務 分散 型」は 、担 当者で ない と行え ない 一部業 務を 除いて 現場 スタッ フも 外国人 患者 対応
を行う やり 方のこ とを いい、この型 の場 合は 、現場 スタッ フが それ ぞれ外 国人 患者対 応を 行え
るよう にす るため に通 訳ツー ルや 対応フ ロー などを 周知・浸透 させ ていく 必要 がある とし てい
ます。こ の型 の場合、対 応力向 上に 一定以 上の 時間が かか るため 立ち 上げ期 は特 に大変 です が、
周知・浸 透が 進み、院 内全体 の対 応力が 上が ってく れば、担当者 は 現場ス タッ フの支 援や 困難
ケース に集 中する こと ができ 、外国 人患 者数 が増え てき た場合 にも 対応し やす いこと が大 きな
メリッ トで あると して います 。  

一 方 、「 業 務 集 中 型 」 は 、 外 国 人 患 者 受 入 れ医 療 コ ー デ ィ ネ ー ト の業 務 を 一 人 あ る い は 少人
数に集 約さ せるや り方 のこと をい います 。こ の型の 場合、外国 人患 者が来 院す れば必 ずそ の担
当者が 担当 し、外 国人 患者さ んに 関わる 院内 外の対 応や 手続き を基 本的に 、その 担当 者が 行う
ことに なり ます。業務 を集約 する と、外 国人 患者受 入れ に関す るノ ウハウ が担 当者に 蓄積 され
スキル が上 がるた め経 験を積 めば 積むほ ど対 応がス ムー ズにな る、また、外国人 患者 であ って
も日本 人患 者と異 なる 対応は すべ て担当 者に 任せて しま えば良 いた め、現 場スタ ッフ の負 担が
小さい とい うメリ ット があり ます。その 一方 で、外 国人患 者の 数が 増える とそ れに比 例し て担
当者の 業務 が増え てい ってし まう ため、担当 者の業 務負 担過多 にな りやす いの がデメ リッ トで
す 。 ま た 、 担 当 者 へ の依 存 度 が 高 い た め 、 ノウ ハ ウ が 蓄 積 さ れ た 担当 者 が 退 職 し た 場 合 など 、
途端に 院内 全体の 対応 力が下 がっ てしま うリ スクも ある として いま す。  
 い ず れ に し て も 、 養成 研 修 テ キ ス ト で は 、「 受 入 患 者 数 」 と 上 記の よ う な 「 コ ー デ ィ ネー ト
機能の あり 方」から、医療コ ーデ ィネー ト機 能を持 つた めの人 員配 置モデ ルと しては、① 専任
の 医療 コー ディネ ータ ー を配 置す る「専 任医 療 コー ディ ネータ ー 設 置モデ ル」、」➁専 任の 医療
コーデ ィネ ーター は配 置せず 、一部 の職 員に 医療コ ーデ ィネー ター を兼任 させ る「兼 任医 療コ
ー デ ィ ネ ー タ ー 設 置 モデ ル 」、 ③ 医 療 コ ー デ ィ ネ ー タ ー は 一 切 配 置せ ず 、 院 内 の 部 署 ・ 職員 で
分 担 し て 医 療 コ ー デ ィネ ー タ ー の 機 能 を 果 たし て い く 、「 役 割 分 担 モ デ ル （ 専 任 医 療 コ ーデ ィ
ネータ ーの 設置な し ）」 の３つ が考 えられ ると してい ます 。  
 また、養成 研修テ キ ストで は、そ れぞれ の 医療機 関に おいて、ど のモデ ルが 望まし いの か判
断する ため の参考 とし てもら うた めに、図 ２ ３のよ うな「 人員 配置 モデル 判定 のため のチ ャー
ト」も 紹介 してい ます 。  
 医療 機関 におい て、外国人 患者 の受け 入れ を円滑 に行 うため には 、院内 文書の 多言 語化 やマ
ニュア ルの 整備等 とい った一 定の 体制整 備と ともに 、日々 来院 して くる外 国人 患者の 受入 れに
対応す るた めの「 外国 人患者 受入 れ医療 コー ディネ ート 機能」を有 してお くこ とが重 要で ある
ことは 言う までも あり ません。しか し、この 機能を 果た すため に、専任の 外国 人患者 受入 れ医
療コー ディ ネータ ーを 配置す べき か、そ れと も複数 の部 署や担 当者 でその 機能 を分担 すべ きか
につい ては、それ ぞれ の医療 機関 の外国 人患 者の受 診数 や受診 状況 、医療 機関の 規模 や機 能等
によっ ても 異なり ます 。ですの で、こ うした 研修 テ キス トの内 容 等 も参考 にし ながら、自 院の
状 況 に 相 応 し い 外 国 人患 者 の 受 入 れ に 関 す る担 当 者 や 担 当 部 署 を 設置 す る よ う に し ま し ょう 。 
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（ 出 所：厚 生 労 働 省 厚 生 労 働 省 委 託 事 業「『 外 国 人 患 者 受 入 れ 医 療 コ ー デ ィ ネ ー タ ー 養 成 研 修 』カ リ キ ュ ラ ム

テ キ ス ト （ 2020 年 2 月 ） 6-8 頁 の 内 容 を 基 に 作 成 ）  

図 ２ ２  外 国 人 患 者 受 入 れ 医 療 コ ー デ ィ ネ ー ト 機 能 を 持 つ た め の 人 員 配 置 モ デ ル  

図 ２ ３  人 員 配 置 モ デ ル 判 定 の た め の チ ャ ー ト  
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 2018 年度に厚 生労 働省が 実施 した「 医療 機関に おけ る外国 人患 者の受 入に 係る実 態調 査 」
におい て、 訪日外 国人 旅行者 患者 に対す る診 療価格 を尋 ねたと ころ 、回答 した 4,899 医 療機
関のう ち、90%にあた る医療 機関 が 1 点 あた り 10 円（ま たは 消費税 込み で 10.8 円 か 11 円 ）
で 訪 日 外 国 人 旅 行 者 患者 に 対 す る 診 療 価 格 を設 定 し て い る と 回 答 して い ま す （ 図 ２ ４ ）。 こ の
ことか ら、現在、日本 では、多く の医療 機関 が訪日 外国 人旅行 者患 者に対 して も、公 的医 療保
険の対 象と なる患 者と 同じ価 格で 医療サ ービ ス を提 供し ている こと が分か りま す。  
 しか し、本 マニ ュア ルの中 でも 触れて いる とおり 、外国 人患 者の 受入れ を円 滑に行 うた めに
は一 定 の費 用をか けて 通訳体 制や 院内環 境を 整備す る必 要があ りま す。ま た、特 に訪 日外 国人
旅行者 患者 の場合 には 、「 10．海外 旅行 保険 」 の中で も述 べてい る通 り、保 険会 社や医 療ア シ
スタン ス会 社との やり 取りな ど、公 的医 療保 険の対 象の 患者で は生 じない よう な事務 的・時間
的負担 が発 生しま す。  
 その ため、自院 にお いて外 国人 患者の 受入 れ体制 を整 備し、経営 的にも 安定 してそ の体 制を
維持し てい くため には 、その 費用等 をき ちん と反映 した 診療 価 格を 設定し 、訪日 外国 人旅 行者
患 者 等 に 対 し て は そ の 設 定 さ れ た 診 療 価 格 に 基 づ い て 医 療 費 を 請 求 し て い く こ と も 検 討 が 必
要です 。  
 もっ とも、訪日 外国 人旅行 者の 自由診 療に おける 診療 価格を どの ように 設定 すれば 良い かは 、
医療機 関に とって はな かなか 難し い問題 です 。そこ で厚生 労働 省で は、医 療機関 が訪 日外 国人
に自由 診療 の提供 を行 う際の 個別 の診療 価格 設定に 資す るよう 、厚 生労働 行政 推進事 業「 外国
人 患 者 の 受 入 れ 環 境 整 備 に 関 す る 研 究 （ 訪 日 外 国 人 に 対 す る 適 切 な 診 療 報 酬 価 格 に 関 す る 研
究 ）」 研 究 班 （ 分 担 研 究 者  東 京 大 学 大 学 院  田 倉 智 之 ） に お い て検 討 を 行 い 、 そ の 知 見を 踏
ま え た 「 訪 日 外 国 人 の 診 療 価 格 算 定 方 法 マ ニ ュ ア ル  第 2.4 版 」 を 公 表 し て い ま す
（ https://www.mhlw.go.jp /content/10800000/000584880.pdf）。  
 本算 定方 法マニ ュア ルは、図 ２５ の考 え方 に基づ いて 、①診 療価 格の検 討の 基本的 な考 え方
や 訪 日 外 国 人 自 由 診 療価 格 の 概 念 に つ い て 説明 し た 「 共 通 パ ー ト 」、 ➁ 医 科 病 院 に お け る医 療
費原価 計算 の概要 やめ 方、必要 な情 報収集 の 方法等 につ いえ説 明し た「医科 病院（ 入院・外 来）
パ ー ト 」、 ③ ➁ と 同 じ 内 容 に つ い て 医 科 ・ 歯科 診 療 所 の 観 点 か ら 説明 し た 「 医 科 ・ 歯 科 診療 所
パート 」の 3 部 構成 と なって いま す。是非 、この算 定方 法マニ ュア ルを活 用し て、自院 に おい
て適切 と思 われる 診療 価格を 設定 し、経 営的 な観点 から も安定 した 外国人 患者 の受入 れ体 制を
整備・ 維持 してい くよ うにし まし ょう。  

 
 
 

１４．医療費の設定 

訪 日 外 国 人 旅 行 者 患 者 は 自 由 診 療 と な る た め 、 そ れ ぞ れ の 医 療 機 関 で 自 由 に 診
療 価 格 を 設 定 す る こ と が で き ま す 。 し か し 、 訪 日 外 国 人 旅 行 者 患 者 の 診 療 報 酬 を
ど の よ う に 設 定 す れ ば 良 い の か 判 断 す る の は 容 易 で あ り ま せ ん 。 そ こ で 、 厚 生 労
働 省 で は 、 厚 生 労 働 研 究 班 を 通 じ て 、 医 療 機 関 が 訪 日 外 国 人 旅 行 者 患 者 の 診 療 報
酬 価 格 を 設 定 す る 際 の ノ ウ ハ ウ を ま と め た 「 訪 日 外 国 人 の 診 療 価 格 算 定 方 法 マ ニ
ュ ア ル 」 を 公 表 し て い ま す 。  
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図 ２ ４  訪 日 外 国 人 旅 行 者 に 対 す る 診 療 価 格  

（ 出 所 ： 厚 生 労 働 省 「 医 療 機 関 に お け る 外 国 人 患 者 の 受 入 に 係 る 実 態 調 査 の 結 果 （ 概 要 版 ）、

https://www.mhlw.go.jp /content /10800000/000496345.pdf」）  

図 ２ ５  訪 日 外 国 人 の 診 療 価 格 算 定 方 法 マ ニ ュ ア ル の 基 本 的 な 考 え 方  

（ 出 所 ： 厚 生 労 働 省 「 訪 日 外 国 人 の 診 療 価 格 算 定 方 法 マ ニ ュ ア ル  第 2.4 版 」  

（ https://www.mhlw.go.jp /content /10800000/000584880.pdf）  
 

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000584880.pdf
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（１）医療費の概算提示の必要性・重要性  

 
① 医 療 費 に 関 す る ト ラ ブ ル の 防 止  

外国人 患者、特に 訪日 外国人 旅行 者患者 の中 には、海外旅 行保 険や 民間の 医療 保険に も加 入
してお らず、その医 療 費が全 額自 己負担 とな る人も いま す。その た め、特に 医療 費が全 額 自己
負 担 に な る 外 国 人 患 者 に つ い て は 、 医 療 費 の支 払 い や 治 療 内 容 に 対す る ト ラ ブ ル 防 止 の ため 、
事前に 医療 費や内 容に ついて 説明 し、同 意を 得てお くこ とが推 奨さ れます 。  

実際に 、これ まで にわ が国で 発生 した医 療費 に関す るト ラブル の事 例をみ ると、海外 旅行 保
険 の 未 加 入 や 必 要 な 医 療 が 海 外 旅 行 保 険 の 適 用 対 象 外 の た め に 支 払 い が 困 難 と な っ た 事 例 だ
けでは なく、医療 機関 が検査 や 治 療の医 療費 の説明 が不 十分で あっ たため 、外国 人患 者や その
家 族 が、「 価 格 の説 明 を さ れ ず に、 勝 手 に 治 療 さ れ た。」、「 ○ ○ も お 金 が か かる の で あ っ た ら 、
○ ○ の 検 査 は 断 っ て いた の に 。」 と 、 医 療 機 関 に 対 す る 不 信 感 か ら医 療 費 の 支 払 い に 消 極的 な
事例も 少な くあり ませ ん。  

前者に つい ては、医療 機関の 努力 で解決 でき る問題 では ないか もし れませ んが、後者 のト ラ
ブルは 、医療 機関 が検 査や治 療を 行う前 にき ちんと 医療 費やそ の概 算を示 すこ とで防 止で きま
す。そ のた め、外 国人 患者、特に 医療費 が自 己負担 とな る患者 につ いては 、検 査や治 療を 行う
前にそ の医 療費や 概算 額を提 示し 充分な 納得 を得た 上で 診断・治療 を進め るこ とが推 奨さ れま
す。  
 
② 治 療 方 針 ・ 治 療 計 画 の 参 考  

医療費 の概 算を事 前提 示する こと は、単 に医 療費の トラ ブルを 防止 するだ けで はなく 、特 に
入院が 必要 で医療 費が 高額に なる 場合に は、その治 療方 針や治 療計 画を決 定す る上で 重要 な参
考材料 にな る場合 もあ ります。例え ば、次頁 は、脳出 血で 救急搬 送 されて きた アジア 圏の 外国
人旅行 者患 者の事 例で す。この よう に、特に 訪日外 国人 旅行者 の患 者の場 合に は 、いず れ 本国
に 帰 る た め 、「 日 本 の 医 療 機 関 で ど こ ま で の治 療 を 行 う の か 」 と いう こ と を 考 え る 必 要 が出 て
き ま す 。 患 者 の 中 に は、「 医 療 費 は い く ら か か っ て も 構 わ な い の で、 日 本 の 病 院 で 完 治 を目 指
し た い 」 と い う 人 も いれ ば 、 こ の 事 例 の よ うに 、「 医 療 費 が 心 配 な の で 、 で き る だ け 医 療費 は
抑えて 帰国 し、後は 本 国で治 療を 受けた い 。」という 人も います。ま た、患者 の中 には「医 療費
の心配 はな いけれ ども 、言葉 も通じ ない 日本 の医療 機関 よりも 本国 で落ち 着い て治療 を受 けた
い。」と考 える 人もい ま す。い ずれ にして も、「 日本の 医療 機関で どこ まで治 療を するの か」と
いう点 につ いて最 終的 に決定 する のは、その 患者自 身も しくは その 家族で ある ことを 認識 して
おくこ とが 必要で す。そして、患者 や家族 の 意思決 定の 重要な 判断 材料に なる のはや はり 、あ
らかじ め示 された 医療 費の概 算と いうこ とに なりま す。  
このよ うに、特に、訪 日外国 人旅 行者の 患者 の場合 には、医療費 の 概算を あら かじめ きち んと

１５．医療費概算の事前提示  

「 訪 日 外 国 人 旅 行 者 患 者 」 の 場 合 に は 、 医 療 費 は 自 費 診 療 で あ り 、 そ の 多 く は
当 日 自 分 で 支 払 う こ と に な り ま す 。 医 療 費 の 支 払 い に つ い て 納 得 し て も ら い 、 自
院 で ど こ ま で の 治 療 を 行 う の か 当 該 患 者 と 医 療 機 関 で 話 し 合 い 患 者 の 同 意 を 得 る
に は 、 事 前 に 概 算 医 療 費 を 提 示 す る こ と が 推 奨 さ れ ま す 。 自 院 に お い て 、 ど の よ
う に 概 算 医 療 費 を 算 出 し 提 示 す る の か 、 最 適 切 な 方 法 を 具 体 的 に 検 討 し 、 実 施 す
る こ と が 推 奨 さ れ ま す 。  
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示すこ とは、当該患 者 の治療 方針 や治療 計画 を立て る上 でも非 常に 役立ち ます。その意 味 でも 、
あらか じめ 医療費 の概 算を示 すこ とが 推 奨さ れます 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2017 年 、 2017 年 8 月 1 日 、 午 前 10:30、 都 内 の A 病 院 に 脳 出 血 の 外 国 人 患 者

B さ ん （ 男 性 、 50 代 ） が 救 急 搬 送 さ れ た 。 B さ ん は 、 妻 と 2 人 の 子 供 と 一 緒 に 日
本 を 観 光 中 で あ り 、 3 日 後 に は 帰 国 予 定 で あ っ た 。  

B さ ん は 、 一 命 を 取 り と め 、 そ の 後 、 A 病 院 の 医 事 職 員 が 、 主 治 医 に そ の 後 の 治 療
方 針 等 を 確 認 し て 医 療 費 の 概 算 を 算 出 し た と こ ろ 、 入 院 加 療 は 約 2 か 月 間 、 治 療 費 は
700 万 円 前 後 で あ っ た （ ち な み に A 病 院 で は 、 外 国 人 患 者 に つ い  
て は 1 点 20 円 で 計 算 ）。  

そ こ で 、 そ の こ と を 妻 に 伝 え た と こ ろ 、 翌 日 、 妻 か ら 、「 ホ テ ル に 戻 っ て 、 海 外 旅 行
保 険 の 内 容 を よ く 確 認 し た と こ ろ 、 補 償 上 限 額 は 、 日 本 円 に し て 200 万 円 程 度 し か
な か っ た 。 自 費 で 500 万 円 を 払 う の は 、 と て も 大 変 な の で 、 何 と か  
な ら な い だ ろ う か 。」 と の 相 談 が あ っ た 。  
 相 談 を 受 け た 医 事 職 員 が 、 主 治 医 と 相 談 し た と こ ろ 、 ① 入 院 期 間 中 の 検 査 等 の 回 数
を コ ン ト ロ ー ル す る 、 ② 入 院 「 2 か 月 間 」 は リ ハ ビ リ も 含 め た 期 間 で あ る こ と か ら 、
医 療 搬 送 等 の 手 段 を 使 っ て も っ と 早 い 段 階 で 退 院 ・ 帰 国 す れ ば 医 療 費 を 抑 え ら れ る と
い う こ と が 分 か っ た 。  

そ し て 、 妻 に 、 そ の 旨 を 伝 え た と こ ろ 、 そ の 方 向 で 進 め て ほ し い と の 強 い 希 望 が あ
っ た た め 、 結 局 、 B さ ん は 、 状 態 が 落 ち 着 い た 1 か 月 後 に 退 院 し 、 医 療 搬 送 に よ っ て
帰 国 し た 。 最 終 的 な B さ ん の 医 療 費 は 500 万 円 前 後 と な り 、 海 外 送 金 な ら び に 分 割
払 い に よ っ て 、 帰 国 後 3 か 月 後 に 全 額 が 支 払 わ れ た 。  

現 在 、 B さ ん は 、 大 き な 後 遺 症 も な く 、 母 国 で 日 常 生 活 を 送 っ て い る 。  

MEMO 脳出血の訪日外国人旅行者患者の事例  
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（２）医療費概算の算定・提示方法  
 

医療費 の概 算を事 前に 示すと いっ ても、わが 国では 、一部 の自 由診 療を行 って いる医 療機 関
以外は 事前 に医療 費を 示す仕 組み を取っ てい ません。その ため、ま ずは自 院で、医療費 の 概算
を ど の よ う に 算 出 す るの か 、 基 本 的 な 算 定 方法 や 提 示 方 法 を 決 め てお く こ と が 推 奨 さ れ ます 。 

例えば 、あ る診療 所で は、「初診 」、「 再診 」、「 レント ゲン 検査 」、「血 液検査 」等 、基本 的な 医
療費の 価格 を一覧 表に して、受 付等 で提示 し ていま す。ま た、二次 救急を 行っ ている 総合 病院
の中に は、入 院患 者の 医療費 概算 の算定 を「 同一疾 患の 日 本人 患 者 5 人の 医療 費の平 均 値 に、
合併症 等が 起こっ た場 合に備 えて 30% 分 を 上乗せ する 」と いう 形 で行っ てい るとこ ろも あり
ます 。ま た、別の ある 総合病 院で は、外来 患 者であ って も、3 万 円 以上の 検査 や治療 を行 う必
要があ る場 合には、必 ず、事前 にそ のこと を 患者に 告げ、同意を 得 られる まで その検 査や 治療
を行わ ない という ルー ルを導 入し ていま す。医師を はじ めとし た医 療従事 者は、それ ぞれ の検
査や治 療費 を必ず しも 把握し てい ないの で、患者の 事前 同意が 必要 な検査 や治 療の項 目と それ
ぞれに 対応 した大 まか な価格 をリ ストに して 、医療 従事者 で も すぐ にわか るよ うに工 夫す るこ
とが推 奨さ れます  

もっと も、ど のよう な 算定・提 示方 法が良 い かは、医 療機 関の規 模 や種類 によ っても 異な り
ます。例 えば、図２６ は、厚生 労働 省が公 表 してい る多 言語説 明書 類の中 にあ る概算 医療 費に
関する 書式 の日本 語版 と英語 版で す。手 術や 入院な どが 必要と なり 、医療 費が高 額と なる 場合
には、この ように 書面 で 細か く 提 示する のも 一つの 方法 でしょ う。もっと も、その一 方で 、軽
症の患 者さ んで 医 療費 もそれ ほど 高額で ない 場合に 、いち いち 書面 を用意 する のは大 変な 場合
もある でし ょう。この ような 場合 には、口頭 で 概算 医療 費を伝 える という 方法 でもよ いか もし
れ ませ ん。また、外国 人患者 の受 診が多 い海 外の医 療機 関では 、図 ２７の よう に、自 院の ホー
ムペー ジに 診療に かか る基本 的な 医療費 を提 示して いる ところ もあ ります 。  

いずれ にし ても、ここ で 大事 なの は、外 国人 患者の 方に 医療費 がど れくら いか かるか きち ん
と理解 して もらい 、後 から医 療費 の支払 いに 関して トラ ブルが 生じ ないよ うに すると いう こと
です 。是非 、自院で は 、ど のよう な算 定・提 示方法 が良 いか 、ま た 、そ の算定 や提 示を 誰 がど
のよう なタ イミン グで 行うか、院内 できち ん と話し 合 い、円滑に 概 算医療 費の 算定・提 示 がで
きる 体 制を 整備し てお きまし ょう 。  

なお、概 算額 を提示 す る場合、実際 には医 療 費が概 算額 を下回 った り、オー バー したり す る
ことも あり ます。特に オーバ ーし た場合 には 、新た な医療 費支 払い をめぐ るト ラブル にな る可
能性が ある ため、概算 額を提 示す る際に は、実際の 医療 費が異 なる 可能性 につ いても しっ かり
と説明 して おくこ とが 推奨さ れま す。  

また 、「訪日 外国 人旅 行 者患者」に対 して、保 険点数 上の 1 点 を 20 円や 30 円等、保険 点
数を活 用し た 価格 を設 定して いる 医療機 関 が 多くあ りま す。こ うし た医療 機関 で、受 付の 職員
が 「 訪 日 外 国 旅 行 者 患者 の 方 は 日 本 人 患 者 の方 の 倍 に な り ま す 。」 と い う 説 明 を し た と ころ 、
訪 日 外 国 旅 行 者 患 者 の方 が 、「 そ れ は お か し い 。 な ぜ だ 。 お 金 が ない か ら デ ィ ス カ ウ ン トし て
ほ し い 。」 と 疑 念 を 抱 か れ た ケ ー ス が あ る との こ と で す 。 本 来 、 自由 診 療 の 価 格 設 定 は 自由 で
すので 保険 点数に 縛ら れ てい る訳 ではな い と ころ、こうし た 観 点を 含めて 診療 価格に つい ては
どのよ うな 説明が 適切 かを院 内で 検討し 、職 員によ って 説明の 仕方 に違い が生 じない よう に職
員教育 を徹 底する こと も、医 療費 に関す るト ラブル を防 止する 上で 推奨さ れま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 54 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：厚生労働省「外国人向け多言語説明資料一覧 概算医療費（日本語・英語） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 出 所 ： ロ ン ド ン 医 療 セ ン タ ー ホ ー ム ぺ ー ジ 「 お 支 払 い 方 法 」 か ら 一 部 抜 粋 ）  

  

図 ２ ６  概 算 医 療 費 提 示 書 類 の 一 例  

図 ２ 7  診 療 料 金 表 の 提 示 例 （ イ ギ リ ス ・ ロ ン ド ン 医 療 セ ン タ ー ）  
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 訪日 外国 人旅行 者患 者の自 由診 療に関 して は、医 療費に 関す るト ラブル が可 能な限 り生 じな
いよう に、 キャッ シュ レス決 済の 体制を 整備 するこ とも 有用で す。  
 実際 、観 光庁が 平成 30 年度に実施 した 「 外 国人観 光客 の医療 等の 実態調 査 」 におい て、 訪
日外国 人に 対して 、医 療費 が 20 万円 若し く は 500 万円 程度 かか っ た場合 の支 払い方 法に つい
て尋ね てみ たとこ ろ、図２ ８ のと おり、いず れの額 もク レジッ トカ ードで 支払 うと回 答し た者
が最も 多く 、医療 費 20 万円の 場合 には 63%の 回答者 が、そして 医療 費 500 万円 の場 合に は 、
44%の回答者 がク レジ ットカ ード で支払 うと 回答し てい ます。  
 この よう に、訪 日外 国人旅 行者 の中に は、医療費 をク レジッ トカ ードで 支払 いたい と考 えて
いる方 が 少 なくあ りま せん 。しか し 、周 知の とおり 、わ が国 では 、手数料 等の 問題か ら 、キャ
ッシュ レス 対応が 可能 な医療 機関 は非常 に限 られて いま す。図 2９ は、厚 生労 働省が 平成 30
年度に 実施 した「医 療 機関に おけ る外国 人患 者の受 入れ に関す る実 態調査」にお いて、キ ャッ
シュレ ス対 応の状 況を 聞いた もの ですが 、こ の図 の とお り、キ ャッ シュレ ス対 応をし てい る医
療機関 は、 回答した 5,694 医療機関の うち 49.0%と、全 体の半 数 程度に 留ま ってい ます 。本
調査は 、全国 の病 院お よび京 都府 及び沖 縄県 に所在 する 診療所 を対 象とし たも のです から 、全
国の診 療所 を対象 にす ればこ の割 合はも っと 低くな るこ とが予 想さ れます 。  

そこで、現在、国で は、産学官 から 構成さ れる「一般社 団法 人  キャ ッ シュレ ス推 進協議 会」
を 設 立 し て 、 キ ャ ッ シュ レ ス 環 境 整 備 の た めの 恒 常 的 な 議 論 を 開 始し て い ま す が 、 こ こ では 、
医療機 関の キャッ シュ レス普 及に 向けた 検討 も行わ れて います 。で すので 、特に 訪日 外国 人旅
行者患 者の 受診が 多い 医療機 関等 におい ては 、この ような 動き にも 注目し なが ら、自 院に おい
てキャ ッシ ュレス 決済 の体制 整備 につい てあ らため て検 討して みる のも、医療費 の支 払い に関
するト ラブ ルを防 止す る上で は非 常に役 立つ ものと 考え られま す。  

なお、キャッ シュ レス 体制を 整備 したと して も、訪 日外国 人旅 行者 患者の 保有 するク レジ ッ
トカー ドの 上限額 は、数十万 円の 場合も 珍し くあり ませ ん。また、海外の クレ ジット カー ドの
中には 、1 回や数 日ご とに 上 限額 が設定 され ている 場合 もりま す 。このよ うに 、キ ャッ シ ュレ
ス対応 は高 い利便 性が 期待で きる 一方で 、思 わぬ制 約が ある場 合も ありま すの で、そ の点 は十
分注意 して おきま しょ う。  

 

 

 

 

 

 

 

 

１６．キャッシュレス対応  

ポイント  

訪 日 外 国 人 旅 行 者 患 者 の 自 由 診 療 に つ い て は 、 医 療 費 に 関 す る ト ラ ブ ル が 可 能
な 限 り 生 じ な い よ う に 、 キ ャ ッ シ ュ レ ス 決 済 の 体 制 を 整 備 す る こ と も 有 用 で す 。
現 在 、国 の 方 で は 、「 一 般 社 団 法 人 キ ャ ッ シ ュ レ ス 推 進 協 議 会 」に お い て 、医 療 機
関 に お け る キ ャ ッ シ ュ レ ス 普 及 促 進 に 向 け た 検 討 が 行 わ れ て お り ま す 。  

レ  

解説 



 

- 56 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 出 所 ： 観 光 庁 「 平 成 30 年 度  外 国 人 観 光 客 の 医 療 等 の 実 態 調 査 」）  

(https://www.mlit.go.jp /common/001282954.pdf ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 出 所 ： 厚 生 労 働 省 「 平 成 30 年 度 医 療 機 関 に お け る 外 国 人 患 者 の 受 入 に 係 る 実 態 調 査 結 果 報 告 書 」）

(https://www.mhlw.go.jp /content /10800000/000564528.pdf ) 
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図 ２ ８  医 療 費 が 高 額 と な っ た 場 合 の 支 払 い 方 法  

図 ２ ９  カ ー ド （ ク レ ジ ッ ト カ ー ド ・ デ ビ ッ ト カ ー ド ） を 利 用 し た 決 済 の 導 入 状 況  
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（１）「やさしい日本語」の必要性  

 
「やさ しい 日本語 」が 普及し たの は 1995年の 阪神淡 路大 震災の 後で した。日本人 より 外国

人の 方 が怪 我 ・死 亡 の 割合 が 高く 、 より 大 き な被 害 を受 け たの が き っか け です 。 これ は 、 災
害の 状 況を 知 らせ る ニ ュー ス や避 難 者に 役 立 つラ ジ オの 情 報な ど が 外国 人 には 難 しく 、 言 葉
の問 題 が原 因 の一 つ だ ろう と 言わ れ てい ま す 。以 降 、わ か りや す さ を重 視 した 「 やさ し い 日
本語」 の必 要性が 認識 される よう になり まし た。  

「やさ しい 日本語 」が 再び大 きな 注目を 集め るよう にな ったの は、2011年の東日 本大震 災
の時 で す。 東 北地 方 で 大地 震 のあ と 防災 無 線 やラ ジ オで 何 度も 呼 び かけ ら れた 「 高台 に 避 難
して く ださ い 」と い う 言葉 は 、現 地 の外 国 人 には ほ とん ど 理解 さ れ ませ ん でし た 。宮 城 県 南
三陸 町 では 、 そこ に 暮 らす 外 国人 は 家族 や 近 所の 人 に促 さ れ避 難 し まし た が、 そ の時 一 人 だ
った外 国人 女性は 、そ のまま 津波 にのま れて 亡くな りま した 1。も し も「高 いとこ ろに 逃げ て
くださ い」と 伝える こ とがで きて いたら、救 えた命 だっ たかも 知れ ません 。「や さし い日 本 語」
は、災 害の た びに その 重要性 が再 認識さ れ、 特に防 災・ 減災の 分野 で普及 しま した。  

2020年の法務省 のデ ー タによ ると、在住 外国 人で「 話す、聞く 」日 本語が「ほと んど でき
ない 」と 回答し た人 は 12％のみで 、88％ は少 なくと も「日常 生活 に 困らな い程 度」の日 本 語
ができ る、と答 えて い ます 。また 、国立 国語 研究所 の調 査 2では 、英 語でコ ミュ ニケー ショ ン
がと れ ると 答 えた 在 住 外国 人 は４ 割 程度 で す 。こ の こと か ら、 多 く の在 住 外国 人 との や り 取
りに お いて は 「や さ し い日 本 語」 が 役立 つ こ とが 期 待さ れ ます 。 今 も医 療 現場 に 根強 く あ る
「外 国 人診 療 は英 語 で 」と い う 感 覚 は、 こ の よう な 現状 に あっ て い ない と 言わ ざ るを 得 ま せ
ん。  

現在 、「 やさし い日 本語 」は行 政窓 口や生 活情 報の提 供、観光の 場面 で効果 を発 揮して いま
すが、医療関 係者 への 認知は まだ 高くあ りま せん。しかし 、東京 都 国際交 流委 員会の 報告 3に
よると 在住 外国人 の困 り事の 第１ 位は医 療（ 56％）です。母 語で さ え難し いと 感じる 用語 が
多く 使 用さ れ る医 療 の 場面 で は、 特 に「 正 し く伝 わ る」 た めの コ ミ ュニ ケ ーシ ョ ンが 求 め ら
れます 。患 者の 母語 に よる医 療通 訳を迅 速・確実に 提供 する必 要が ある場 合も 多々あ りま す。
特に 疾 患名 や 治療 に 関 する こ とは 、 相手 が 十 分理 解 でき る 言語 を 通 して 正 確に 伝 える 必 要 が
あり ま す。 医 療機 関 へ の医 療 通訳 者 の配 置 、 ある い は遠 隔 医療 通 訳 シス テ ムの 導 入な ど は 、
可能で あれ ば実 現が 望 まれま す （18.通訳 体 制の整 備  参照 ）。し かしす べて の医 療機 関 にす
ぐに通 訳体 制の整 備を 求める こと は難し く、 また対 応し きれな い言 語もあ る事 でしょ う。  

「や さし い日 本 語」 で あれ ば、 コツ を 学ぶ こ とで すぐ 使う こ とが で きま す。 外国 人 患者が

最初 に 訪れ る 受付 、 診 療申 込 や医 療 面接 、 診 療後 の 会計 や 処方 ま で 、そ こ に関 わ るす べ て の

スタ ッ フが 「 やさ し い 日本 語 」を 使 用す る こ とが で きれ ば 、 「 こ と ばの 壁 」は 必 ず低 く す る

こと が でき ま す。 ま た そう し て相 手 に配 慮 し た話 し 方を 意 識で き る マイ ン ドこ そ 、多 文 化 共

生時代 の医 療現場 は求 められ てい ます。

「 や さ し い 日 本 語 」は 、難 し い 言 葉 を 言 い 換 え る な ど 、相 手 に 配 慮 し た わ か り
や す い 日 本 語 の こ と で す 。阪 神 淡 路 大 震 災 を き っ か け に 徐 々 に 普 及 し ま し た 。日
本 語 を 母 語 と し な い 方 、高 齢 者 、障 が い の あ る 方 な ど 、様 々 な 方 に 用 い ら れ ま す 。 
 医 療 現 場 で 増 加 す る 外 国 人 対 応 や 、聞 こ え や 理 解 な ど コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に 不
安 の あ る 方 に 対 し て「 や さ し い 日 本 語 」 を 活 用 す る こ と で 、相 手 が 情 報 を 受 け 取
り や す く な り 、 同 時 に 相 手 か ら も 必 要 な 情 報 を 得 や す く な り ま す 。  

ポイント  レ  

解説 

１７．「やさしい日本語」での対応  
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（2）「やさしい日本語」のコツ  
 
下のよ うな 10 のポ イ ントを 意識 して話 すと やさし くな ります 。  

 

「 や さ し い 日 本 語 」 10 の コ ツ  コ ツ を 使 っ た 表 現 例  

①  話し出 す前 に整理 する  

最初に 全体 像を示 す  

「薬は 全部 で３種 類で す。すべて 咳を 静かに

します 。こ れは・ ・・ 」  

②  一 文 を 短 く し 、 語 尾 を 明 瞭 に し て 文 を 区

切る（「で す 」、「ま す」 で終え る）  

「血圧 を測 らせて いた だくの で、こち らの椅

子に腰 かけ て頂け ます か。」⇒「血 圧を 測りま

す。こ の椅 子に座 りま す。」  

③  尊敬語・謙 譲語 は避 け て、丁寧語 を用 いる  「ご記 入く ださい 」⇒「書い てくだ さい 」「 書

きます 」  

④  単語の 頭に 「お」 をつ けない  

（可能 な範 囲で）  

「お薬 」「 お会 計」 ⇒「 薬」「会計 」  

⑤  漢語よ りも 和語を 使う  「飲酒 の習 慣があ る」 ⇒「い つも 酒を飲 む」  

⑥  外来語 を多 用しな い  「イレ ウス 」⇒「 腸が 動いて いま せん」   

⑦  言葉を 言い 換えて 選択 肢を増 やす  「測定 しま す」⇒ 「測 ります 、調 べます 」  

⑧  ゼスチ ャー や実物 提示  「腋の 下」 は指差 しで 説明、  

「綿棒 」は 実物を 見せ る  

⑨  オノマ トペ は使わ ない  「ガン ガン 」「チク チク 」⇒ なるべ く使 わな い  

⑩  相手の 日本 語の力 が高 い場合 は  

「やさ しい 日本語 」を やめる  

⇒状況 に合 わせた 対応 をする  

(巻 末付録  医 療機関 の ための 「や さしい 日本 語」 研 修ガ イド P.120) 

 

まず全 体像 を最初 に言 ってか ら、続 いて 少し ずつ話 をす ると随 分わ かりや すく なりま す 。
文の最 後に 、「 と思い ま す」、「 かもし れま せん 」、「可 能性 があ ります 」と言う と、理 解しに
くくな りま す。  

謙譲語 の「拝 見しま す 」を「見ま す」に 変え ても、丁 寧語 が残っ て います ので いきな り
失礼な 感じ になる 事は ありま せん 。「 お金 」や「おに ぎり 」の よう に「お 」を 外して しま う
と、「か ね 」「にぎ り 」と少し ニュ アンス の変 わるも のも ありま すの で、美化 語は出 来る 範
囲 で 外 し ま し ょ う 。「 て く だ さ い 」 の よ う な 依 頼 の 形 を 連 発 す る と 少 し 命 令 調 で 乱 暴 な 印
象を与 え る ことが あり ます。 その ような 時は 笑顔で 丁寧 さを表 現し てくだ さい 。  

外来語 は「パ ン」や「 コーヒ ー」と いった 日 常生活 に溶 け込ん でい るもの から、理解で
きない もの まであ りま す。使 う時 には注 意を しまし ょう 。医療 現場 のオノ マト ペは情 報が
たくさ ん詰 め込ま れて います ので 、簡 単にや められ ない 時もあ りま す。医 療 x「 やさ しい
日 本 語」 研 究 会 *の ホ ー ム ペー ジ に 多 言 語翻 訳 し たオ ノ マ ト ペ シー ト を 掲載 し て い ま すの
でご利 用く ださい 。  

少し話 をし てみて 、こ の人は 日本 語が上 手だ な、とい うこと があ れ ば、もう「や さし い
日 本 語 」 を 話 す 必 要 は あ り ま せ ん 。 普 通 に 話 を し て く だ さ い 。 こ こ で 大 事 な ポ イ ン ト は 、
名前や 外見 に影響 され ないと いう ことで す。  

 
 
 

*医療 x「や さしい 日本 語」研 究会 ：  
医療関 係者 に「や さし い日本 語」 を普及 ・啓 発する 活動 をして いる 研究会 です 。  
ホーム ペー ジ： https://easy-japanese.info /  
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（３）医療現場での「やさしい日本語」導入に向けてーロールプレイによる「やさしい
日本語」練習―  

 
大学医 学部 など教 育機 関では 、模 擬患者 によ る医療 面接 、いわ ゆる ロール プレ イが 1990

年代後 半か ら導入 され ていま す。  
「やさ しい 日本語 」の 実践に おい ても、実際 に外国 人の 方に模 擬患 者とし て参 加して もら

い、シナ リオ を使っ て 実践的 な会 話をす る研 修を行 うと 、「印 象が か わった、外国 人患者 に 関
わって いこ うと思 えた 。」「頭 では理 解し ていた つもり でも、な かな か 言葉が 出て こなか った 」
「文化 の違 いなど の視 点があ るの で、日 本人 だけで 考え るより 実際 の外国 人の 方が参 加し て
くださ るこ とは大 切 」といっ た感 想をい ただ きます 。ま た 、「 実際 に 外 国人 の方 と話し て“通
じる、通じ ない ”をア ド バイス して もらう 機会 は日常 まず ないの で、非常に 貴重 だった 」と も
言われ ます 。  

巻末付 録 120 頁 に 、「 医療機 関の ための 『や さしい 日本 語』研 修ガ イド」 を掲 載して いま
す。こ れは、医療 機関 が「や さしい 日本 語」につい て約 2 時間 半の 研修を 行う ための ①信 仰
スケジ ュー ル、② 練習 問題、③模擬 患者 がで きる外 国人 への依 頼と 準備に つい てまと めた も
のです 。この研 修ガ イ ドを参 考に し、それ ぞ れの医 療機 関にお いて も「 やさ しい日 本語 」の
研修・ 導入 に取り 組ん でみて いた だきた いで す。  
 
（４）院内掲示の例（「やさしい日本語」の表示  実例  
 
 「 やさ しい日 本語 」は、院内 掲示に も活 用 するこ とが できま す 。コミュ ニケ ーショ ンエ ラ
ーや情 報の 過不足 があ ると、診療や 患者 自身 に支障 をき たしう る場 面で役 立ち ます。既存 の
掲示物 にラ ベルプ リン ターで 印刷 したシ ール を貼る だけ でも「 やさ しい日 本語」の表 示は 可
能です 。また 、デ ジタ ルサイ ネー ジも利 用で きます 。出来る だけ 短 い文で 書き 、漢 字に ふ り
がなを 付け ます。 イラ ストも 効果 的です 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ 写 真 提 供 ： 済 生 会 横 浜 市 東 部 病 院  )  
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（５）教材や資料の紹介  
 

医療ｘ「や さし い日 本 語」研究会（ 前述 ）の ホーム ペー ジにお いて 、研 修に役 立つ 資料 や 動
画教材、セミ ナー教 材 などが 掲載 されて いま す。誰で も無 料で利 用 するこ とが できま す。医療
機関が「や さしい 日本 語」を 導入 するに あた っては 、是 非、巻 末付 録の研 修ガ イドと あわ せて
参考に して みてく ださ い。  

 
【 1】 動 画 教 材 （ https://easy-japanese.info/movie）  

動画教 材で は以下 の内 容が掲 載さ れてい ます 。  
①「や さし い日本 語」の 基礎知 識や 言い換 えの コツを 紹介  
②外国 人診 療の場 で医 療者が 使え るフレ ーズ を  

事例別 に紹 介  
   受付 編、医療 相 談編 、検 査部編 、放射 線部編 、病棟編 、 

会計編 、外 来編な どが ありま す。  
③外国 人が 考える 「や さしい 医療 」とは ？  

当事者 イン タビュ ーで す。外 国人が 医療 現場 で経験 し
たこと 、こと ばの 壁へ の思い など が動画 で掲 載され て
います 。  

 
【 2】 リ ー フ レ ッ ト  
（ https://easy-japanese.info /leaflet）  
ダウン ロー ド、印刷 し てその まま 使える「 や
さしい 日本 語」の要 点 をまと めた リーフ レッ
トもあ りま す。「や さし い日本 語」の 10 の コ
ツも載 って います 。  

【 3】 オ ノ マ ト ペ シ ー ト  
（ https://easy-japanese.info /onomatopoeia）  
医 療 現 場 で 使 え る オ ノ マ ト ペ を ま と め た オ
ノマト ペシ ートが ６か 国語（ベト ナム 語、ポ
ルトガ ル語、英語、中 国語、韓 国語、タガ ロ
グ語） で掲 載され てい ます。  

 
【 4】 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 関 連  
新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス の 検 査 や ワ ク チ ン 接 種 に 関
する用 語集 、「 やさし い 日本語 」問診 票、動画 教 材
が掲載 され ていま す。  

【参考 文献 】  
1： 河 北 新 報 .(2011年 6月 28日 ).ド キ ュ メ ン ト 大 震 災  逃

げ る  そ の 時  外 国 人 （ 宮 城 ）「 避 難 」  

言 葉 の 壁 厚 く .河 北 新 報 ア ー カ イ ブ . 

http://kahokuarchive.shinrokuden.ir ides.tohoku.  

ac.jp /kahokuweb /pdfview/K20110628S106X0010  

2:国 立 国 語 研 究 所 .生 活 の た め の 日 本 語 .全 国 調 査 2009 

3:東 京 都 国 際 交 流 委 員 会 .東 京 都 在 住 外 国 人 向 け 情 報 伝 達

に 関 す る ヒ ア リ ン グ 調 査 報 告 書 2018.  

https://tabunka.tokyo-tsunagari.or.jp /info /f i les /  

a70d5ac7db12bd5c538a3b38f2a01613c262657e.pdf  

（ 執 筆 者 ： 順 天 堂 大 学  武 田 裕 子 ）  
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（１）通訳体制整備の必要性  

 
外国人 患者 の 方の 中に は、日 本語 でコミ ュニ ケーシ ョン を取る こと が困難 、も しくは 十分

取るこ とが 困難な 方が 少なく あり ません 。そ のため 、外 国人患 者の 受入れ を円 滑に行 うた め
には、 一定 の通訳 体制 の整備 が不 可欠で す。  

日本の 医療 機関の 中に は、家 族通 訳・友 人通 訳等あ るい は職員 の中 の外国 語が できる スタ
ッフで 対応 可能の ため 、あえ て通 訳体制 を整 備する 必要 がない と考 えてい ると ころが ある か
もしれ ませ ん。し かし 、以下 の表 ８に示 した とおり 、家 族・友 人・ 職員通 訳に は、様 々な 問
題点が あり ます。 実際 、日本 では 外国人 患者 の受入 れ数 自体が まだ それほ ど多 くない ため ほ
とんど 報告 されて いま せんが 、海 外では 、通 訳を介 さな かった こと 、もし くは 家族や 友人 に
よる通 訳が 原因の 医療 過誤事 件や 医療過 誤訴 訟が発 生し ていま す。 また、 医療 過誤事 件に ま
で発展 しな くとも 、適 切な通 訳体 制なし に診 療やケ アを 提供す るこ とは医 療従 事者の スト レ
スや不 安の 増加に もつ ながり 、医 療費に 関す るトラ ブル 等の発 生原 因にな り得 ます。  

このよ うに 、通訳 体制 の整備 は、 単に利 便性 やサー ビス の問題 では なく、 日本 語での コミ
ュニケ ーシ ョンが 困難 もしく は不 十分な 患者 の受入 れを 行う以 上、 医療機 関と して医 療安 全
対策の 一環 として 検討 が不 可 欠な 問題で す。 是非、 医療 安全対 策の 一環と して 、自院 にお け
る適切 な通 訳体制 の在 り方に つい て導入 を前 提とし て考 えるこ とが 推奨さ れま す。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ 出 所 ： Ministry of Health, NSW,” Interpreters - Standard Procedures for Working with Health Care 

Interpreters”及 び 研 究 班 研 究 調 査 結 果 を 基 に 作 成 ）  

１８．通訳体制の整備  

近 年 、医 療 機 関 を 受 診 す る 外 国 人 患 者 の 方 の 中 に は 、日 本 語 で も コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン が 困 難 な 方 が 増 え て き て お り 、医 療 機 関 と し て 、一 定 の 通 訳 体 制 の 整 備 が
不 可 欠 と な っ て き て い ま す 。な お 、 通 訳 手 法 と し て は 、医 療 通 訳 者 に よ る 通 訳 が
最 も 望 ま し い も の で あ る こ と は 言 う ま で も あ り ま せ ん が 、現 在 の 日 本 の 医 療 通 訳
者 不 足 や 外 国 人 患 者 の 多 言 語 化 等 に 鑑 み れ ば 、医 療 通 訳 者 だ け で 対 応 す る こ と は
難 し い 状 況 に あ り ま す 。様 々 な 通 訳 手 法 を 上 手 に 組 み 合 わ せ て 、自 院 に お い て 最
も 適 切 な 通 訳 体 制 を 整 備 し て い く こ と が 推 奨 さ れ ま す 。  

ポイント  レ  

解説 

表 ８  家 族 ・ 友 人 ・ 職 員 通 訳 の リ ス ク  
表 ８  
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（２）通訳手法の種類と特徴  
 

 
通訳手 法に は、「対 面通 訳（院 内雇 用）」、「 対面 通訳（ 外部 派遣 ）」、「電 話通訳 」・「 映像通 訳 」、

「翻訳 デバ イス 」等 、様々な もの があり ます 。医 療安全 の観 点か ら 言えば 、院 内雇 用・外 部派
遣を問 わず、医療 通訳 のトレ ーニ ングを 受け た医療 通訳 者によ る対 面通訳 が最 も望ま しい こと
は言う まで もあり ませ ん。し かし、外国 人患 者対応 のた めに費 用を 捻出し 医療 通訳の スキ ルを
持った 職員 を雇用 でき る医療 機関 は非常 に限 られ、医療通 訳の 派遣 を行っ てい る 地域 も限 られ
ている ため、多く の医 療機関 にと って対 面 の 通訳者 を確 保する こと は容易 では ありま せん 。ま
た最近 では 在留外 国人 や訪日 外国 人旅行 者の 多国籍 化に 伴い、英語 や中国 語な どだけ では なく 、
それ以 外の 様々な 言語 にも対 応し なけれ ばな らない 場合 もあり ます 。  

以上の 状況 を踏ま える と医療 機関 は、様 々な 通訳手 法を 上手に 使い 分け、自院に とっ て実 現
可能な そし て最適 な通 訳体制 を整 備する 必要 があり ます。なお、表 ９は、そ れぞ れの通 訳 手法
の主な 特徴（概念 ）を 示した 一例 です。この ように 通訳 手法に はそ れぞれ 特徴 がある ため 、通
訳手法 を採 用する 際に は、そ の点 を十分 考慮 しまし ょう 。  

なお、実際に 自院 にお いて通 訳手 法を導 入し た場合 には、通訳 提供 実績や 通訳 内容を 診療 録
等に残 して おくよ うに しまし ょう。また 、定 期的に 通訳 を利用 した 感想や 意見 を患者 や院 内職
員から 収集 して必 要に 応じて 通訳 体制の 見直 しを行 うこ とが推 奨さ れます 。  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 一 般 に 、 コ ス ト 等 は 、 対 面 通 訳 等 の 方 が 高 い と 言 わ れ て い ま す が 、 事 業 者 と の 契 約 内 容 や 使 用 量 な ど に よ っ

て 対 面 通 訳 よ り も 電 話 ・ 映 像 通 訳 の 方 が 高 く な る 可 能 性 も あ り ま す 。 表 ７ は 、 あ く ま で も 概 念 的 な 参 考 と し て

お 考 え 下 さ い 。  

 

（ 出 所 ： 研 究 班 研 究 調 査 結 果 を 基 に 作 成 ）  

 
 

表  ９  通 訳 の 手 法 別 特 徴 （ 概 念 図 ） ※  
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（ ３ ） 電 話 医 療 通 訳 に つ い て  

 

 現在 、希 少言 語を含 めた外 国人 患者の 多言 語化、なら びに 感染症 対策の 観点 から「電話 通訳」

や「映 像通 訳」と った 遠隔通 訳の ニーズ が高 まって いま す。特 に、電話通 訳は コスト 面や 導入

のしや すさ から医 療機 関にお いて も積極 的な 活用が 期待 されま す。そこで 以下 では、電話 通訳

の種類 や上 手な活 用の ポイン トに ついて ご紹 介しま すの で、是 非参 考して みて くださ い。  

 

１ ） 電 話 通 訳 の 種 類 － 二 者 間 通 訳 と 三 者 間 通 訳 ―  

 電話 通訳 には 、「二者 間通訳 」と「 三者 間通 訳」の二 種類

があり ます 。「 二者間 通 訳」は 、医療 機関 の職 員が電 話通 訳

サービ ス会 社（提 供機 関）に電 話を かけ、医 療機関 職員 と外

国 人 患 者 間 で 電 話 を 交 互 に 受 け 渡 し （ 又 は ス ピ ー カ ー 機 能

を使用）する ことで、電 話先の 通訳 者を介 して コミュ ニケ ー

ション を取 る方法 です 。外国人 患者 の方が 来 院され、受付 や

診察の 際に 電話医 療通 訳を利 用す る場合 には 、この「二 者間

通訳」 とい うこと にな ります 。  

 一方 、「 三者 間通訳 」とは、外国語 を話 す外 国人患 者か ら

病 院 に 電 話 が あ っ た 場 合 に 、 電 話 を 受 け た 医 療 機 関 の 職 員

が そ の 電 話 を 一 旦 保 留 に し て 、 電 話 通 訳 サ ー ビ ス 会 社 の 専

用番号 に電 話をか けま す。そう する と、そ の 後、三者 間同 時

通話の 状態 となり、医 療機関 の職 員は、通 訳 者を介 して 外国

人 患 者 と コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 取 る こ と が 可 能 と な り ま

す。外 国人患 者の 方が 自宅か ら来 院予約 の変 更等を 連絡 してく る場 合には 、この 三者 間通 訳で

対応す るこ とが可 能と なりま す。  

 

２ ） 電 話 通 訳 を 上 手 に 利 用 す る た め の ポ イ ン ト  

対面通 訳の 場合、通訳 者は医 療機 関や外 国人 患者と 同じ 空間に いて 、言語 情報な らび に非 言

語情報（表 情や ボデ ィ ランゲ ージ 、書 類・画 像等 ）に基 づい て通 訳 を行い ます 。し かし 、電話

通訳の 場合 には、通訳 者がそ の場 にいる わけ ではあ りま せんの で、非言語 情報 に頼る こと はで

きず、言 語情 報だけ で 通訳を 行う 必要が あり ます。つ まり、対面通 訳と電 話通 訳はま った くの

別物で あり、電話通 訳 を上手 に活 用する ため には、医 療機 関とし て も一定 の準 備や職 員の 理解 、

取り組 みが 重要と なっ てきま す。具 体的 にど のよう な準 備や理 解、取り組 みが 重要と なっ てく

るかに つい ては、利用 する電 話通 訳サー ビス 会社（ 提供 機関）や医 療機関 の機 能や役 割、電話

通訳を 利用 する場 面や 時間、頻 度等 によっ て も変わ って きます が、以下 で は、一 般的に 重 要と

思われ るポ イント につ いてま とめ ていま す。こちら を参 考にし なが ら、自 院に適 した 電話 通訳

の体制 を整 備して いく ことが 推奨 されま す。  

 

①  ま ず 、 主 に 院 内 の 誰 が 、 ど の よ う な シ ー ン で 利 用 す る の か 事 前 に 整 理 し て お き ま し ょ う 。  

 電話 通訳 を誰が どの ように 場合 に利用 する かは医 療機 関によ って 異なり ます。例え ば、英語

の院内 通訳 者がい る医 療機関 であ れば、英語 以外の 言語 の場合 や、英語の 院内 通訳者 がい ない

夜間の 場合 に電話 通訳 を利用 する ことに なる かもし れま せん。ま た 、その場 合で も、他に 映像

通訳を 使う ことが 可能 であれ ば、コ スト が高 くても イン フォー ムド・コン セント の場 面で は映

像通訳 を使 い、そ れ以 外の場 面は 映像通 訳よ りもコ スト の低い 電話 通訳を 使う という 考え 方も

あるで しょ う。また、宗教上 の理 由から、異 性の通 訳者 と画面 越し に会話 をす ること に抵 抗を

感じて 、外国 人患 者の 方が映 像通 訳より も電 話通訳 を希 望され る場 合など も十 分考え られ ます 。 
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 この よう に、電 話通 訳を誰 がど のよう なシ ーンで 利用 するか は、上述の 通訳 手法の 使い 分け

の話と も絡 んで、医 療 機関に よっ て異な って きます。その ため、せ っかく 電話 通訳を 導入 した

り、利用 でき るよう に なった とし ても、こ の 点が明 確に なって いな いと、後 述す るよう な 機器

などの 環境 整備が 適切 におこ なわ れなか った り、職 員が利 用す るの を尻込 みし てしま うよ うな

ことに もな りかね ませ ん。です ので、まずは 、誰がど のよ うなシ ー ンで使 うの がしっ かり と事

前に整 理し て おき まし ょう。  

 

②  利 用 す る 電 話 通 訳 サ ー ビ ス を 決 め て 、 必 要 な 手 続 き や 利 用 で き る ツ ー ル の 入 手 等 を 行 いま

し ょ う 。  

 現在 、医療 機関 が利 用でき る電 話医療 通訳 サービ スに は、自 院で 独自に 電話 通訳サ ービ ス会

社（提 供機 関）と 契約 して利 用す るほか 、厚 生労働 省が 実施し てい る「希 少言 語に対 応し た遠

隔通訳 サー ビス 」（ https://www.bricks-corp.com/news/announcements /211126/）や日 本

医師会 が行 ってい る「 医師賠 償責 任保険 医療 通訳サ ービ ス 」等 、様 々なも のが ありま す。この

ほ か に も 地 方 自 治 体 や 非 営 利 団 体 で 無 償 の 電 話 医 療 通 訳 サ ー ビ ス を 提 供 し て い る 地 域 も あ り

ます。こうし た電 話医 療通訳 サー ビスの 値段 や利用 条件、対応 言語 等はそ れぞ れ異な りま すの

で、上記 ①の 結果を 踏 まえ、自 院で はどの よ うな電 話通 訳サー ビス を利用 する のが、若 し くは

組み合 わせ て利用 する のが良 いの か検討 して みまし ょう 。  

 そ し て 利 用 す る 電 話通 訳 サ ー ビ ス が 決 定 した ら 、 利 用 開 始 の た めの 手 続 き を 行 い ま し ょう 。

例えば 、厚 生労働 省が 実施し てい る「希 少言 語に対 応し た遠隔 通訳 サービ ス」では、事前 に利

用申し 込み を行い、登 録をし てお く必要 があ ります。なお、こうし た電話 通訳 サービ スの 中に

は、電話 通訳 を利用 す る医療 機関 のため に様 々なお 役立 ちツー ル（ 患者向 け説 明資料、言 語確

認指さ しシ ート等 ）を 用意し てい るとこ ろも ありま す。こ うし たツ ールも あら かじめ 入手 して

おきま しょ う。  

  

③  利 用 す る 電 話 通 訳 サ ー ビ ス が 決 ま っ た ら 、 必 要 な 場 合 に は 電 話 通 訳 サ ー ビ ス 会 社 （ 提 供機

関 ） と 相 談 し な が ら 、 機 器 な ど の 環 境 整 備 を 行 い ま し ょ う 。 な お 、 機 器 な ど の 環 境 整 備を

す る 際 に は 、 以 下 の よ う な 点 に つ い て 考 え て み ま し ょ う 。  

 

 ⅰ ）利用 する 回線 の 種類：一般 に 、電 話通 訳は電 話回 線を通 じて 行われ ます 。し かし 、医療

機関の 中に は、外 線に つなが る電 話機が 限ら れてお り、即座に 電話 医療通 訳サ ービス 会

社（提 供機関 ）に アク セスで きな いよう な場 合もあ りま す。そ のた め、最 近、 Wi-Fi 環

境の整 った 医療機 関で は、イ ンタ ーネッ ト回 線を介 して 利 用す る「 インタ ーネ ット電 話

通 訳 」 を 利 用 す る と こ ろ も 増 え て き て い ま す 。「 イ ン タ ー ネ ッ ト 電 話 通 訳 」 は 、 院 内 の

どこか らで も電話 通訳 サービ ス会 社（ 提供機 関）にアク セス できる 一方で 、 Wi-Fi 環境

が不安 定な 場所で は電 話通訳 に遅 延や切 断が 生じた りす る可能 性も ありま す。自院の 場

合には 、ど ちらの 方が 良いの か、またあ るい は両者 を並 行して 利用 した方 が良 いのか な

ど、是 非検 討して みて くださ い。  

 

 ⅱ）外 線に つなげ ら れる電 話機 の準備：二 者間通 訳の 場合に は、医療機 関の 職員と 外国 人患

者の方 の間 で電話 機を 受け渡 して コミュ ニケ ーショ ンを 取るこ とに なりま す。こ の場 合、

感染症 対策 の観点 から 端末の 受け 渡しが 不安 な場合 には、スピ ーカ ーフォ ンの 利用が 考

えられ ます 。ただ 、ス ピーカ ーフ ォンを 利用 する場 合に は、外 国人 患者の 方の プライ バ

シーに 十分 配慮す る必 要があ りま す。ス ピー カーフ ォン では外 国人 患者の 方の プライ バ

シーを 確保 するの が難 しい場 合に は、端 末を 2 台利用 して 通訳 を行 うとい う方 法等を 検

討して みま しょう 。な お、外 線に つなが る電 話機（ 端末 ）を増 やす という 意味 では、院

内で使 用す る内線 仕様 の電話 を外 線でも つな がるよ うな 設定に して おくと いう のも一  
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つの方 法で す。しか し、内線用 の電 話を電 話通 訳のた めに 長時間 外線 利用し てし まうと 、

その間 、内線 での 連絡 は取れ ない という こと になっ てし まいま す。ですの で、内 線仕 様

の電話 を電 話通訳 で使 用する 際に は、短時間 の使用 に留 めるな ど、その使 い方 には十 分

注意し まし ょう。  

 

ⅲ）三者 間通 話を 行う ための 電話 機の設 定：三者間 通訳 を利用 する 可能性 があ る電話 機（ 端

末）に関 して は、電 話 機の三 者間 通話の 設定 方法を 確認 して 、必 要 な設定 を行 ってお き

ましょ う 。設定 方法 は 、電 話機（ 端末 ）の 取り 扱い説 明書 等に記 載さ れてい る場 合が多

いので 、一 度確認 して みてく ださ い。  

 

 ⅳ ）「場 所」の準備：電話通 訳を 円滑に 行う ために は、プ ライ バシ ーの確 保さ れた、静か な

場所を 確保 するこ とが 重要と なり ます。例え ば多く の患 者が出 入り する外 来受 付など で

電話通 訳を 利用す る場 合や、受付ス ペー スが 限られ てい る場合 には その確 保が 困難な 場

合 が あ り ます 。 こ の よ う な 場 合 には 、「受 付 の 近 く に ある 相 談 室 を 利 用 す る」、「 受 付ス

ペース の隅 に移動 して 対応す る」など、自院 で対応 可能 な 電話 通訳 を利用 する 具体的 な

「場所 」に ついて もあ らかじ め検 討して おき ましょ う。なお、静か な場所 を確 保する こ

とが困 難な 場合に は、外国人 患者 の方が 目の 前にい らっ しゃる 場合 でも 、「二者 間通 訳」

ではな く、「三 者間 通訳 」で対 応す るとい うの も一つ の方 法です 。  

 

 ⅴ） テス トコー ルの 実施  

   環境 の 整 備 が 一 通 り 済 んだ ら 、 テ ス ト コ ー ル を実 施 し て 、 実 際 に 使 用に 問 題 が な い か

確認す るこ とが推 奨さ れます 。  

 

④  電話通 訳を 利用す る際 の留意 点  

ⅰ）開 始時  

  ・ 電 話 通 訳 開 始 時の 手 続 き は 、 電 話 通 訳サ ー ビ ス 会 社 （ 提 供 機関 ） に よ っ て 異 な り ます 。 

例え ば 、現 在、 厚 生労 働省 が 実施 して い る希 少言 語 に対 応し た 遠隔 通訳 サ ービ スで は 、

電話が つな がった 場合 には、電話先 のオ ペレ ーター に「施 設名 」、「 担当者 名」、「 通訳 言

語」を伝 えるこ とに な ってい ます。そ うす る と、オペ レータ ーが 指 定した 言語 の通訳者

につな いで 通訳サ ービ スが始 まる という 流れ になっ てい ます。こ の ような 手続 きは電 話

通訳サ ービ ス会社（ 提 供機関）によっ て異 な る場合 もあ ります ので 、電話通 訳を利 用す

る際に はそ の手続 きを しっか りと 院 内で 共有 してお くよ うにし まし ょう。  

 

  ・現在、電話 通訳 を利用 して いる医 療機 関の中 には 、電話 通訳 を利用 する 際、専 用番 号に

電話を かけ てもつ なが るまで に 3～5 分か か ったり 、オペレ ータ ー から指 定言 語の通 訳

者につ なが るのに さら に数分 時間 がかか った りする ため、使い にく いとい った 声も聞 か

れます 。特に 対面 通訳 の利用 経験 があり 通訳 者が即 座に 対応し てく れるの に慣 れてい る

医療従 事者 はこう した 感想を 持つ ようで す。電話通 訳の ような 遠隔 通訳の 場合 には、対

面通訳 や翻 訳機の 使用 と比べ て、ど うし ても 通訳開 始ま でに時 間が かかっ てし まいま す 。

待ち時 間の 短縮に は、電話通 訳サ ービス 会社（提供 機関）側に も是 非今後 力を 入れて い

ってい ただ きたい とこ ろです が 、数秒・数分 といっ た単 位での「 即 時性 」と いう面 では

対 面 通 訳 や 翻 訳 機 に 劣 っ て し ま う の は 電 話 通 訳 や 映 像 通 訳 等 の 遠 隔 通 訳 の 避 け ら れ な

い 特 徴 で もあ り ま す 。 で す の で 、こ の 点 は 医 療 従 事 者 にも 十 分 理 解 し て も ら った 上 で 、

電話通 訳の 長所（希 少 言語 /24 時間 対応可 能 、通訳者（「 人」）が対 応）を生 かし た活用

をして もら うよう にし ましょ う。  
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  ⅱ ）通 話中  

   ・通 訳者が 入手 できる 情報 は、医 療機 関従事 者若 しくは 患者 からの「言 語情報 」の みと

なりま す 。です ので 、通訳者 とつ ながっ た場 合には 、どうい う状 況（場 所、その 場に

いる人 物 、目的 、緊急 性の有 無等 ）な のか 簡 潔に伝 えま しょう 。な お、電話 通訳の予

約が可 能な 場合に は、あらか じめ 通訳に 必要 な情報 を電 話通訳 サー ビス会 社（ 提供機

関）に 伝え ておく のも 、スム ーズ に通訳 を開 始する 上で は有効 です 。  

   ・ゆっ くりと 平 易な日 本語 で話し まし ょう。こ の点 、「や さし い日本 語」の 使用は、電話

通訳の 際に も非常 に有 効です 。  

   ・曖 昧な指 示語 は使わ ずに 具体的 な指 示語を 使い ましょ う。  

    例 ）あち ら×  →  向か って右 に /指 さして いる 方に〇  

    例 ）これ は×  →  「XXXX（具体 名）」とい う書 類は 〇  

   ・通 訳者が 通訳 しやす いよ うに、 適切 な長さ で会 話を切 って 話しま しょ う。  

   ・カル テ記 載や 患者さ んに 書類を 記載 しても らう ために 、無 音や沈 黙状 態が続 くよ うな

場 合 に は 、 通 訳 者 に 、「 今 、 ○ ○ を 記 載 し て い ま す 」、「 ○ ○ を 記 入 し て も ら っ て い ま

す。」とい った 情報 を伝 えて、 通訳 者が状 況を 把握で きる ように しま しょう 。  

   ・患者 のほか に 家族等、複数 の同席 者 がいる 場合、特にス ピ ーカー フォ ンで話 して いる

場合、複数 の者が 一度 に話す と、通訳者 は誰 が何を 話し ている のか 判断で きな くなっ

てしま いま す。こ のよ うな場 合に は、一 人ず つ話す よう に同席 者に 伝えま しょ う。  

 

  ⅲ ）通 話中断 ・終 了時  

   ・医療 従 事 者と 外国人 患者 間のセ ッシ ョンを 終了 する時 、視 覚情報 のな い通訳 者が その

状況を 理解 するの が困 難です 。このよ うな 場 合には 、「○ ○な ので 、これで 終了 です。

有難う ござ いまし た 。」等と、通 訳者 に終わ り である こと を告げ るよ うにし まし ょう。  

 

⑤  院内職 員へ の研修 や周 知  

以上か らも 分かる 通り 、電話 通訳を 円滑 に活 用する ため にはい くつ かのコ ツが ありま す。で

すので 、電話 通訳 を導 入する 際に は、院 内職 員がこ うし たコツ を踏 まえた 上で 電話通 訳を 活用

で き る よ う に 、 研 修 や周 知 活 度 を 行 う こ と が推 奨 さ れ ま す 。 な お 、厚 生 労 働 省 の 「「 希 少 言 語

に対応 した 遠隔通 訳サ ービス 」案 内（https://www.bricks-corp.com/news /announcement

s /211126/）では、電 話通訳 の使 い方に 関す る説明 動画 を用意 して います ので、こ のよ う なも

のを活 用す るのも よい でしょ う。  

 

  

（出所 ：「 通訳 デモ スト レーシ ョン 動画、  厚生 労働省  外 国人 患者 に対 する医 療提 供体制 整備

推進事 業「 希少言 語に 対応し た遠 隔通訳 サー ビス」 のご 案内 」  
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⑥  定期的 な評 価の実 施  

電話通 訳を 導入し た場 合には 、職 員や患 者に 対する アン ケート など を通じ て、 その運 用状

況に問 題が ないか 定期 的に確 認す ること が推 奨され ます 。個別 に電 話通訳 サー ビス会 社（ 提

供機関 ）と 契約し てい る場合 には 、対応 履歴 を共有 して もらい 、一 緒に改 善点 などを 検討 す

ること も有 益です 。  

 

（４）翻訳ツールを利用する際の注意  
 
現在、医療機 関で 最も 使われ てい る通訳 手法 として 挙げ られる のが 、イン ターネ ット の翻 訳

サイト や翻 訳機器 等の 翻訳ツ ール です。費用 がほと んど かから ず、簡単に 利用 できる ため 近年
利用し てい る医療 従事 者が増 えて います が、翻訳ツ ール を使用 して 診療を 行っ た場合 には 、た
とえ誤 訳が あった とし てもそ れを 確認 で きな い場合 もあ るため 、診 療上の トラ ブルに つな がる
リスク があ ること は十 分理解 して おく必 要が ありま す。そ のた め、翻訳ツ ール を利用 する 場合
には、日常会 話に 使用 を限定 する など、院内 で十分 なリ スク管 理を 行いな がら 利用す るこ とが
推奨 さ れま す。  

例 え ば 、 す ぐ に 導 入 でき る 安 全 対 策 と し て は、「 必 ず 再 翻 訳 し て 、 正 し く 翻 訳 さ れ て い るか
確認す る」とい う方 法 があり ます 。最 近普 及 してい る翻 訳機の 中に は、同一画 面内 に 、①「翻
訳元の 言葉 や文章（例：「こ の薬は 夕食 後に 飲ん でくだ さい 」）や②「 翻 訳され た言 葉や文 章（ 例：
“Please take this medicine after dinner”の 他に、 ③「 翻訳の 意味 はこれ です →“こ の 薬 は 夕
食 後 に 飲 ん で く だ さ い ”」 と 再 翻 訳 の 結 果 が 表 示 さ れ る も の が あ り ま す 。 こ の 再 翻 訳 の 結 果 を
チェッ クす ること で、正しく 翻訳 され て いる か確認 する ことが 可能 となり ます。なお、再 翻訳
の機能 が付 いてい ない 翻訳機 を使 用せざ るを 得ない よう な場合 には 、日本 語に翻 訳さ れた 翻訳
文をコ ピー して、日本 語に翻 訳し 直すこ とで 翻訳結 果を 確認で きま すので 、是非 取り 入れ てみ
てくだ さい 。  

 
（ ５ ） 外 部 の 通 訳 者 ・ 団 体 を 利 用 す る 場 合  

 
通訳体 制を 整備す る際 には、通訳派 遣団 体や 電話・映像通 訳事 業者 等、外 部の通 訳者・団 体

を利用 する 場合も あり ます。最近 では、医療 機関に 対し 医療通 訳者 を派遣 した り、電 話・映像
通訳サ ービ スを提 供し たりす る会 社や団 体も 増加し てい ますが、そ の質は 様々 です。ま た 、外
部 の 通 訳 者 ・ 団 体 の 中に は 、（ 医 療 ） 通 訳 の ス キ ル 自 体 は 高 く て も、 医 療 現 場 や 医 療 機 関内 の
診療の 流れ 等につ いて は詳し くな い人も いま す。その ため、医療機 関とし て外 部の通 訳者・団
体を利 用す る場合 には 、安心・安 全で 適切な 通訳が 行わ れるよ うに 監督し、場合 によっ て は必
要な研 修等 を実施 する ことが 推奨 されま す。具体的 には、外部の 通 訳者・団 体を 利用す る 場合
に は 、 先 方 と 表 １ ０ の事 項 に つ い て 取 り 決 めた り 、 研 修 を 行 っ た りす る こ と が 考 え ら れ ます 。 

 

（ ６ ） 医 療 通 訳 関 連 の 様 々 な 社 会 的 サ ー ビ ス の 活 用  
 
 厚生 労働 省では 、 医 療通訳 の普 及促進 に向 けて、 ①医 療通訳 育成 カリキ ュラ ム基準 ・テ キ
ストの 作成 や、② 医療 通訳認 証の 実用化 に向 けた研 究、 ③医療 通訳 の費用 対効 果研究 とい っ
た研究 のほ か、④ 医療 通訳者 、外 国人患 者受 入れ医 療コ ーディ ネー ター配 置等 支援事 業、 ⑤
団体契 約を 通じた 電話 医療通 訳の 利用促 進事 業 、⑥ 希 少 言語に 対応 した遠 隔通 訳サー ビス
等、様 々な 事業を 実施 してい ます 。  
 この ほか にも、 令 和 2 年 4 月 1 日 から 、日 本 医師 会医 師賠償 責任 保険 の 付帯 サービ スと し
て 医療 通訳 サービ ス が 付帯 さ れる ことに なっ ており 、対 象者は 、一 定量ま で無 料で電 話医 療
通訳サ ービ スを利 用で きるよ うに なって いま す（詳 細に ついて は、 https://mediphone.jp /f
orms/jma.html を ご 参照く ださ い。）。  
  

以 上 の よ う に 、 最 近 では 、 医 療 通 訳 に 関 す る様 々 な 社 会 的 サ ー ビ スも 登 場 し て き て い ま す。
ですの で、自 院に おい て通訳 体制 を整備 する 際には 、この よう なサ ービス の活 用も念 頭に 置き
ながら 検討 を進め てい くこと が推 奨され ます 。  
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（ 出 所 ： 研 究 班 研 究 調 査 結 果 を 基 に 作 成 ）  

 

 

  

表 １ ０  外 部 の 通 訳 者 ・ 団 体 を 利 用 す る 際 の 確 認 事 項  
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外国人 患者 の受入 れを 円滑に 行う ために は、通訳体 制の 整備に 加え 、院内 文書の 多言 語化 も

必 要 と な り ま す 。 し かし 、 総 合 病 院 な ど に なる と 院 内 の 文 書 は 数 百か ら 数 千 種 類 に 及 ぶ ため 、
それら をす べて多 言語 化して おく のは容 易で はあり ませ ん。そ のた め、ま ずは初 診患 者用 の問
診票や 会計 時の請 求書 等、どこ の医 療機関 で も使用 頻度 が高い 文書 の多言 語化 を目指 し、次に 、
外国人 患者 の入院 や手 術も多 い医 療機関 なら 入院案 内や 麻酔の 同意 書とい うよ うに、自院 で使
用頻度 が高 い文書 など 、自院 の状 況に応 じて 文書の 多言 語化を 進め ること が推 奨され ます 。  

なお、厚 生労 働省で は 、医療機 関の 文書の 多 言語化 をサ ポート する ため、表 １１ に示し た 院
内文書 につ いて 、英 語 、中 国語 、韓国語 、ポ ルトガ ル語 、ス ペイ ン 語の 5 か 国語の 資料 を 提供
してい ます 。自院 の資 料の多 言語 化を進 める 上で参 考に してく ださ い。  

また、院内文 書の 多言 語化を 進め る際に は、それら の文 書を提 供す る対象 もし っかり と決 め
ておき まし ょう。例 え ば、在留 外国 人の患 者 の中に は、日 本語を 話 すこと はで きるが 漢字 の多
い文書 を読 むのは 苦手 という 人が 少なく あり ません 。実際 、日 本語 の読み 書き が苦手 な外 国人
が、日 本語の 会話 が堪 能であ った ため通 訳を つけず 、日本 語版 の説 明書や 同意 書を渡 され 内容
が理解 でき なかっ たと いう事 例も 報告さ れて います 。外国 人患 者の 受診時 には、受付 でそ の患
者の日 本語 力をア セス メント して、読み 書き が苦手 と判 明した 場合 には、多言語 化し た文 書を
渡すこ とが 推奨さ れま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１９．院内文書の多言語化  

日 本 語 で の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が 困 難 な 外 国 人 患 者 に 対 し て 説 明 ・ 同 意 を 得 る
た め に は 、 院 内 文 書 の 多 言 語 化 も 重 要 で す 。 自 院 に お け る 外 国 人 患 者 の 受 診 状 況
や 自 院 の 機 能 や 役 割 等 を 踏 ま え な が ら 、 必 要 な と こ ろ か ら 計 画 的 に 多 言 語 化 を 進
め て い く こ と が 推 奨 さ れ ま す 。  

ポイント  
レ  
レ  

解説 

＜厚生 労働 省  外 国人 向け多 言語 説明資 料  一覧（2018 年 3 月改 定版） ＞  
https://www.mhlw.go.jp /stf/seisakunitsuite /bunya/kenkou_iryou/iryou/kokusa
i /setsumei-ml.html にて閲 覧・ ダウン ロー ド可能  
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表 １ １  厚 生 労 働 省 が 提 供 し て い る 多 言 語 説 明 資 料 の 一 覧  
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 外国 人患 者の受 入れ では、日本人 患者 とは 異なる 対応 が必要 な場 合が度 々あ ります 。そ のた
め、院 内の職 員全 員が 外国人 患者 の対応 に戸 惑うこ とな く円滑 に対 応でき るよ うにす るた めに 、
マニュ アル の整備 ・活 用が有 効で す。  

もっと も、具 体的 にど のよう なマ ニュア ルを 整備す べき か、ま たそ の内容 にど のよう な項 目
を盛り 込む かは、医療 機関の 規模 や機能 、外 国人患 者の 受入れ 状況 等によ って 大きく 異な りま
す。例え ば、月 に数人 の外国 人患 者の受 入れ 実績し かな い診療 所で あれば、複数 のマニ ュ アル
を 作 る 必 要は な く、「 受 付 対 応 」や 「 医 療 費 関 係」、「 外 部 通 訳 利用 方 法 関 係」、「 外 部 関係 者と
の連携・連絡 先」、「診 断書作 成関 係」等の 最 低限の ポイ ントを まと めたマ ニュ アルが １つ あれ
ば十分 と考 えられ ます 。これ に対 して、 職員 が数十 ～数 百人以 上い る総合 病院 であれ ば、 以  
下のよ うな 部署ご との マニュ アル を整備・活 用した 方が 外国人 患者 を円滑 に受 入れる こと がで
き る と 考 え ら れ ま す 。ま ず は 表 １ ２  等 を 参 考 に 自 院 で は ど の よ うな マ ニ ュ ア ル を 整 備 ・活 用
す る の が 望 ま し い の かよ く 検 討 し 、 そ の 上 でマ ニ ュ ア ル の 整 備 を 進め る こ と が 推 奨 さ れ ます 。 

 

 

 

 

 

 

名 称  内 容  
① 受 付 マ ニ ュ ア ル  ・ 通 訳 サ ー ビ ス 要 否 の 判 断 方 法  

・ 理 解 可 能 な 言 語 で の 受 付 方 法 （ 使 用 す る 文 書 等 ）  
・（ 通 訳 が 必 要 と 判 断 さ れ た 場 合 の ）通 訳（ 院 内・院 外 ）の 依 頼 手 順  
・ ツ ー ル （ 会 話 集 、 受 付 関 係 の 多 言 語 説 明 資 料 等 ） の 使 用 方 法  
・ 受 付 で 入 手 す べ き 情 報 （ 国 籍 ・ 支 払 手 段 等 ） と そ の 入 手 方 法  
・ 入 手 し た 情 報 の 記 録 方 法  
・ 診 療 時 間 外 の 受 付 対 応 方 法 、 等  

➁ 事 務 職 員 用 マ ニ

ュ ア ル  
＜ 一 般 事 務 ＞  
・ 通 訳 サ ー ビ ス 要 否 の 判 断 方 法  
・ 通 訳 が 必 要 と さ れ た 場 合 の ） 通 訳 （ 院 内 ・ 院 外 ） の 依 頼 手 順  
・ ツ ー ル （ 会 話 集 、 事 務 関 係 の 多 言 語 説 明 資 料 等 ） の 使 用 方 法 、 等  

２０．マニュアルの整備  

外 国 人 患 者 の 受 入 れ で は 、 日 本 人 患 者 と は 異 な る 対 応 が 必 要 な 場 合 が 度 々 あ り
ま す 。 そ の た め 、 院 内 の 職 員 全 員 が 外 国 人 患 者 の 対 応 に 戸 惑 う こ と な く 円 滑 に 対
応 で き る よ う に す る た め 、 必 要 に 応 じ て マ ニ ュ ア ル を 整 備 し 活 用 す る こ と が 推 奨
さ れ ま す 。  

ポイント  レ  

解説 

表 １ ２  マ ニ ュ ア ル の 種 類 お よ び そ の 内 容 に 関 す る 一 例  
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＜ 医 療 費 の 概 算 提 示 ・ 請 求 ・ 支 払 い （ 外 来 ・ 入 院 別 ） ＞  
・ 医 療 費 概 算 の 見 積 も り 方 法  
・ 医 療 費 概 算 の 見 積 も り を 計 算 す る に あ た り 、 医 師 へ の 確 認 事 項 及 び 確

認 方 法  
・ 医 療 費 概 算 の 提 示 方 法  
・ 預 り 金 の 取 扱 い 方 法  
・ 医 療 費 概 算 の 請 求 方 法  
・ 医 療 費 の 支 払 い 手 段 別 対 応 方 法  
・ 支 払 い 明 細 書 （ 領 収 書 ） の 発 行 方 法  
・医 療 費 の 概 算 提 示・請 求・支 払 い に 関 す る 多 言 語 説 明 資 料 の 使 用 方 法 、

等  
③ 医 師 用 マ ニ ュ
ア ル  

・ 通 訳 サ ー ビ ス 要 否 の 判 断 方 法  
・ 通 訳 が 必 要 と さ れ た 場 合 の ） 通 訳 （ 院 内 ・ 院 外 ） の 依 頼 手 順  
・ 通 訳 を 利 用 し た 場 合 の 記 録 方 法  
・ ツ ー ル （ 会 話 集 、 多 言 語 説 明 資 料 等 ） の 使 用 方 法 、 等  
・ 医 事 課 等 か ら 医 療 費 概 算 の た め の 情 報 提 供 を 求 め ら れ た 場 合 の 対 応 方

法  
・ 事 前 に 価 格 説 明 が 必 要 な 検 査 ・ 治 療 内 容 と そ の 場 合 の 医 事 課 等 と の 連

携 方 法  
・ 診 断 書 作 成 時 の 留 意 事 項 、 等  

④ 検 査 部 門 マ ニ
ュ ア ル  

・ 通 訳 サ ー ビ ス 要 否 の 判 断 方 法  
・ 通 訳 が 必 要 と さ れ た 場 合 の ） 通 訳 （ 院 内 ・ 院 外 ） の 依 頼 手 順  
・ 通 訳 を 利 用 し た 場 合 の 記 録 方 法  
・ ツ ー ル （ 会 話 集 、 事 務 関 係 の 多 言 語 説 明 資 料 等 ） の 使 用 方 法 、 等  

⑤ 看 護 部 門 マ ニ
ュ ア ル  

・ 通 訳 サ ー ビ ス 要 否 の 判 断 方 法  
・ 通 訳 が 必 要 と さ れ た 場 合 の ） 通 訳 （ 院 内 ・ 院 外 ） の 依 頼 手 順  
・ 通 訳 を 利 用 し た 場 合 の 記 録 方 法  
・ ツ ー ル （ 会 話 集 、 事 務 関 係 の 多 言 語 説 明 資 料 等 ） の 使 用 方 法 、 等  

⑥ 薬 剤 部 門  ・ 通 訳 サ ー ビ ス 要 否 の 判 断 方 法  
・ 通 訳 が 必 要 と さ れ た 場 合 の ） 通 訳 （ 院 内 ・ 院 外 ） の 依 頼 手 順  
・ 通 訳 を 利 用 し た 場 合 の 記 録 方 法  
・ ツ ー ル （ 会 話 集 、 事 務 関 係 の 多 言 語 説 明 資 料 等 ） の 使 用 方 法 、 等  

⑦ 通 訳 サ ー ビ ス
提 供 マ ニ ュ ア ル  

・ 通 訳 サ ー ビ ス 要 否 の 判 断 基 準  
・ 院 内 に お け る 通 訳 手 法 の 種 類 と そ の 使 い 分 け に 関 す る 基 本 方 針  
・ 各 通 訳 手 法 の 利 用 方 法  
・ 通 訳 サ ー ビ ス の 提 供 実 績 の 記 録 方 法  
・ 通 訳 サ ー ビ ス 提 供 実 績 の 報 告 方 法  
・ 通 訳 に 関 す る ト ラ ブ ル が 発 生 し た 際 の 連 絡 先 な ら び 改 善 に 向 け た 取 り

組 み 、 等 ・  
⑧ 災 害 対 応 マ ニ
ュ ア ル  

・ 医 療 事 故 ・ 災 害 発 生 時 に 、 外 国 人 患 者 の 関 係 者 に 連 絡 す る 方 法  
・（ 日 本 語 の 理 解 が 困 難 な ） 外 国 人 患 者 の 災 害 時 の 避 難 誘 導 方 法  
・ ツ ー ル （ 災 害 時 関 係 の 多 言 語 案 内 表 示 ） の 使 用 方 法  

⑨ 翻 訳 マ ニ ュ ア
ル  

・ 翻 訳 さ れ た 院 内 文 書 一 覧  
・ 翻 訳 さ れ た 院 内 文 書 の 保 管 ・ 使 用 方 法  
・ 翻 訳 履 歴 表 の 記 録  
・ 外 部 に 翻 訳 を 依 頼 す る 場 合 の 手 順  
・ 急 に 新 た な 翻 訳 文 書 が 必 要 と な っ た 場 合 の 対 応 方 法 及 び 相 談 部 署 、 等  

⑩ 外 国 人 患 者 担
当 者（ 国 際 部 ）業
務 マ ニ ュ ア ル  

・ 担 当 者 （ 部 署 ） の 業 務 内 容  
・ 他 部 署 と の 連 携 方 法  
・ 外 部 の 行 政 機 関 ・ 関 係 機 関 と の 連 携 方 法  
・ 外 国 人 患 者 の 来 院 実 績 の 集 計 ・ 報 告 方 法  
・ 海 外 か ら ／ 海 外 へ の 問 い 合 わ せ の 対 応 方 法 、 等  
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 外国 人患 者に対 して 円滑に 診療 を行い、院 内で安 心・安 全に過 ご しても らう ために は、以下
のよう な点 につい て一 定の院 内環 境の整 備も 重要で す。  
 
（１）院内案内図・案内表示の多言語化  
 

外国人 患者 、特 に「 訪 日外国 人旅 行者 患者 」 の場合 には 、
日 本 語 の 案 内 図 や 案 内 表 示 で は 理 解 で き な い 人 も 多 く い ま
す。そ のた め、 その よ うな患 者で も戸 惑う こ となく 診療 を受
けられ るよ うに 院内 案 内図や 案内 表示 につ い ては、 多言 語化
を進め るこ とが 推奨 さ れます 。も っと も多 言 語化を 進め ると
いって も、 一度 にす べ ての院 内案 内図 ・案 内 表示を 多言 語化
するの は容 易では あり ません 。  

まずは、外国 人患 者が自 院を来 院し た際に 必ず 関係す る「各
階のフ ロア 案内図 」や「平面 図」、「 各窓 口（ 総合受 付・会 計・
各科受 付・ 処方 せん 受 付等 ）」、各 部屋 （検 査 室・ 病 棟・ 更衣
室・お 手洗 い（ 採尿 検 査の説 明・ 緊急 呼出 ） 等）の 案内 表示
等から 多言 語化 を進 め 、徐々 にそ の範 囲を 広 げるこ とが 肝要
です。  

また 、「危険 区域」や「 関係者 限定 区域の 立ち 入り禁 止表 示」
等 、 医 療 安 全 ・ リ ス ク 管 理 の 観 点 か ら 重 要 と 思 わ れ る 案 内 表
示 に つ い て も 合 わ せ て 多 言 語 化 を 進 め る こ と が 推 奨 さ れ ま
す。  
JMIP では 、単 に“Don't enter”“Staff only”だ けでは なく 、そ
の 場所（ 例：放射 線管 理区域 “radiation controlled area”）が
何であ るか をあわ せて 表示す るこ とを推 奨し ていま す 。  

な お 、 案 内 表 示 を 多 言 語 化 す る 際 に は 、 わ ざ わ ざ 案 内 表 示
を 作 り 直 さ な く と も 、 既 存 の 表 示 も の に テ プ ラ 等 な ど で 外 国
語表記 を加 えるも ので 問題あ りま せん。 ただ し、そ の場 合には 、  
表 示が 剥が れない よう にしっ かり と固定 して おきま しょ う。  

 

 

 

 

 

 

 

 

２１．院内環境の整備 

外 国 人 患 者 の 受 入 れ を 円 滑 に 行 う た め に は 、 院 内 表 示 の 多 言 語 化 な ど 、 一 定 の
院 内 環 境 の 整 備 も 大 切 で す 。 自 院 を 受 診 す る 外 国 人 患 者 の 状 況 を 踏 ま え な が ら 、
自 院 で は ど の よ う な 院 内 環 境 整 備 が 必 要 な の か 検 討 し 、 必 要 性 の 高 い 部 分 か ら 整
備 す る こ と が 推 奨 さ れ ま す 。  

ポイント  レ  

解説 
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（２）入院時等の療養環境の整備  
 
また 、入院 機能 を有 す る医療 機関 におい ては 、病 室の備 品

やロッ カー 、浴 室 、洗 濯機 、給 湯室 、国 際電 話のか け方 等、
使用方 法に ついて も多 言語化 に努 め、外国 人 患者が 安心・安
全に療 養生 活を送 れる ことが 肝要 です。  

なお、入 院時 のル ール は、国に よっ て大 きく 異なり ます 。
例えば 、中国の 入院 案 内を見 てみ ると 、中 国 では病 院食 は基
本的に ない ため 、「食 事 は院内 に売 ってい る食 事券に チャ ー
ジし注 文す る」、「 毎日 、病室 に係員 が注 文に くるの で、自 分
で 注 文 す る 」、「 腎 臓 病 や 糖 尿 病 に よ る 制 限 食 が あ る 人 は そ
の中か ら医 師の指 示に 合うも のを 、自 分で 選 び注 文 する 」こ
とが記 載さ れてい ます 。  

ま た 、 家 族 が 温 か い 食 事 を 患 者 に 食 べ さ せ る こ と も 珍 し
くない ため、入院 案内 には 、「電 気コン ロや 電 気スト ーブ を
使 用 す る こ と や 直 火 を 利 用 す る こ と は 火 災 を 引 き 起 こ す こ
とがあ るた め厳禁 」と いった 注意 書きが が見 られま す 。さら
に、入院 費用に つい て も、中国 では疾 患に 応 じて一 定の 費用
を前払 いす るため 、「 医 療費支 払い カード にチ ャージ 式で 適
宜 チ ャ ー ジ し な け れ ば な ら な い 」、「 入 院 期 間 中 病 院 は 毎 日
料金リ スト を提供 して おり 、確 認しな けれ ば ならな い」、「医
療 費 は 事 前 通 知 し 、 期 限 ま で に 支 払 わ な け れ ば 治 療 を 中 止
する」 と書 かれて いる ことが 珍し くあり ませ ん。  

こ の よ う に 、 入 院 時 の ル ー ル は 国 に よ っ て 大 き く 異 な る
ため 、外 国人患 者 の 方 が入院 する 場合に は 、外国人 患者 の方
が 理 解 可 能 な 言 語 で 入 院 案 内 （ 入 院 時 の ル ー ル や 入 院 中 の
過ごし 方、準 備物 一覧 ）を行 うこと が望 まし く、入 院手引 き
や 入 院 案 内 書 等 も で き る だ け 当 該 患 者 が 理 解 可 能 な 言 語 の も の を 用 意 す る こ と が 推 奨 さ れ ま
す。  

 

（写真 提供 ： 医療 法人 徳州会 札幌 東徳州 会病 院 ) 
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（１）円滑なケア提供ならびに トラブル等を防止するために欠かせない 宗教・慣習に関す
る情報収集  
 
 外国 人患 者の中 には 、様々な 宗教上・習慣 上の考 えの 方がい らっ しゃい ます 。例 えば、表 1
３ は、 医療 の質と 安全 に関す る国 際認証 制度 の一つ であ る Joint Commission International
（ JCI）が 発行 してい る 書籍「 Cultural and Religious Sensitivity: A Pocket Guide for Health 
Care Professionals, Third, Expanded Edition」に おい て取 り上げ られて いる 12 宗教 の 特徴
の一部 を表 にした もの です 。この表 を見 ただ けでも 、宗教 によ って 様々な 考え 方があ るこ とが
わかり ます 。なお 、こ の本で は、ここに 掲げ ている 内容 は、あ くま でもそ れぞ れの宗 教の 一般
的な考 えを 述べた もの である ため、ステ レオ タイプ に個 々の患 者に 当ては めて 考える こと のな
いよう に注 意して おり 、実際 には もっと 多様 である こと が分か りま す。  
 この よう な状況 を踏 まえる と、自 院を 受診 する外 国人 患者の 方に ついて 、特定 の宗 教や 医療
習慣を お持 ちの方 が多 い場合 には、その 宗教 や医療 習慣 につい て学 ぶこと は 、日 々の 診療 を円
滑なも のに するた めに 非常に 参考 にな る もの と考え られ ます 。実 際 、医療機 関の 中には、宗教
団体の 方や 地域の 外国 人コミ ュニ ティの 方を お招き して、研修 を行 うとこ ろも 現れて きて いま
す。  

しかし、その 一方で、多種多 様な すべて の宗 教や医 療習 慣につ いて 学び、対 応し ていく と い
うこと は現 実的に は容 易では あり ません。そ のため、外国 人患者 の 方が受 診し てきた 場合 には 、
宗教上・習慣 上の要 望 がない かど うか確 認し 、自院で 対応 できる 場 合には 対応 する一 方で 、対
応がで きな い場合 には 、あら かじめ その 旨を 外国人 患者 の方に 納得 しても らっ た上で 治療 を行
うこと が、 トラブ ルを 防ぐた めに 非常に 大切 になっ てき ます。  

こ の 点 、 例 え ば 、 厚 生労 働 省 が 公 表 し て い る多 言 語 説 明 資 料 の 一 つで あ る 診 療 申 込 書 で は、
「宗教 の理 由によ り特 別な配 慮が 必要な 事項 」とい う項目 を設 けて 、外国 人患者 の方 の宗 教上
の要望 が確 認でき るよ うにし てい ますの で、 是非参 考に してみ てく ださい 。  

 

 

 

 

 

２２．宗教・習慣上の対応  

外 国 人 患 者 の 中 に は 、 様 々 な 宗 教 上 ・ 習 慣 上 の 考 え の 方 が い ま す 。 そ の た め 、
外 国 人 患 者 の 方 が 受 診 し て き た 場 合 に は 、 宗 教 上 ・ 習 慣 上 の 要 望 が な い か ど う か
確 認 し 、 自 院 で 対 応 で き る 場 合 に は 対 応 す る 一 方 で 、 対 応 が で き な い 場 合 に は 、
あ ら か じ め そ の 旨 を 外 国 人 患 者 の 方 に 納 得 し て も ら っ た 上 で 治 療 を 行 う こ と が 、
ト ラ ブ ル を 防 ぐ た め に は 大 切 で す 。  

ポイント  レ  

解説 

＜厚生 労働 省  外 国人 向け多 言語 説明資 料  一覧（ 2018 年 3 月改 定版） ＞  
https://www.mhlw.go.jp /stf/seisakunitsuite /bunya/kenkou_iryou/iryou/kokusa
i /setsumei-ml.html にて閲 覧・ ダウン ロー ド可能  
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（ 引 用 文 献 ・ 出 所 ： Joint Commission International , “Cultural and Rel igious Sensit iv ity: A Pocket Guide for 

Health Care Professionals, Third, Expanded Edit ion ”（ 2018）ア プ リ・バ ー ジ ョ ン の 内 容 の 一 部 を 抜 粋・翻 訳 ）  

 
 

表 １ ３  宗 教 別 特 徴  
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（２）入院食への対応  
 
 なお、外国 人患者 の 方の信 仰さ れてい る 宗 教の中 には、特定の 食 品を 食 べる ことを 禁じ たり 、
食品の 調理 方法に つい て 厳格 な要 件 を定 めた りして いる もの が 少な くあり ませ ん。例 えば 、イ
スラム 教で は、戒 律に 基づい て 処 理され た「 ハラー ルフ ード 」だけ を食べ 、ア ルコー ルや 豚肉
などは 食べ ること が禁 じられ てい ます。ま た、ユダヤ 教で は、食べ る ことを 許さ れた食 品を「コ
ーシャ 食品 」と 呼び ま すが 、非常 に 細 か分 け られて おり 、例 えば 、肉であ れば 、戒 律に 基 づい
て処理 され た肉（コー シャ肉 ）で あり 、か つ、「ひ づ めが 割れ ていて 、反芻 する 動物 」で あ れば
食べる こと が許さ れて います 。です ので 、牛・鶏・七 面鳥・羊な どは食 べるこ とが できま すが 、
豚は ひ づめ が分か れて いても、反芻 する動 物 ではな いた め、食べ る ことが 禁止 されて いい ます 。
また、魚 の場 合には 、「 ヒレが あっ て、鱗の あ る 魚」の み食 べるこ と が認め られ ていま ので 、タ
イ や 鮭 な ど は よ く 食 べま す が 、 カ ニ や イ カ 、タ コ 、 貝 類 等 は 食 べ るこ と が 禁 止 さ れ て い ます 。 
 この よう に宗教 によ って細 かく ルール が定 まって いま すので 、外 国人 患 者の 方が入 院さ れて
入院食 を提 供する 際に は、注 意が 必要で す。もっと も、一般に 、こ うした 宗教 上の要 望に すべ
て 応 え る の は 非 常 に 難し い と 思 い ま す 。 で すの で 、 こ こ で も 大 事 にな っ て く る の は 、 ま ずは 、
宗教上 の観 点 等か ら、入院食 に関 する外 国人 患者の 方の 要望を 収集 し、対 応の可 否や 代替 策等
につい て外 国人患 者の 方に説 明し 、納得 して もらう こと です。  

この情 報収 集は非 常に 大切で す。な ぜなら、食品や 食事 に対す る考 え方は 、同じ 宗教で あ っ
ても、宗 派や それぞ れ の方の 考え 方によ って 大きく 異な り ます。例 えば、ユ ダヤ 教では 食 品に
関して 細か なルー ルが あると 述べ ました が、ユダヤ 教の 中でも 一番 緩やか な 世 俗派の 方の 中に
は、豚肉 や甲 殻類等 も 普通に 食べ る 方も たく さんい らっ しゃい ます 。また、イ スラ ム教や ユダ
ヤ教 を はじ め 、宗教 の 中には、病気 の時は 様 々な戒 律が 免除さ れる ところ もあ りま す。そ のた
め、日 ごろ は 戒律 に関 して厳 格な 方でも 、入 院中の 食事 に関し ては 緩やか に考 えられ る方 もい
る か も し れ ま せ ん 。 いず れ に し て も 、 こ う した こ と は 、 ご 本 人 に 聞か な け れ ば わ か り ま せん 。
ですの で、外 国人 患者 の方が 入院 される 場合 には、入院食 への 要望 等を確 認す るよう にし まし
ょう。  
 具体 的に は、図 30 に示し たと おり、 入院 時の聞 き取 りの際 に、 外国人 患者 の方に 、入 院食
に関し て、宗 教上の 要 望 等が ない か聞き 取り を行い まし ょう。そ し て、聞き 取っ た要望 等 を 栄
養科等 に伝 え て、対 応 の可否 につ いて 検 討を 行いま しょ う。そし て 、院内で 対応 可能な 場 合に
は、外国 人患 者の方 の 要望を 反映 した入 院食 を提供 する ように しま しょう。一方、院内で 対応
不可能 な場 合には、そ の旨を 外国 人患者 の方 に必ず 説明 して、代 替 策や 妥 協策 の余地 がな いか 、
ご本人 や場 合によ って は付き 添い 家族の 方等 と相談 して みまし ょう 。なお 、代替 策や 妥協 策と
しては 、① 院外の 対応 可能な 給食 委託（ 配食 ）会社 等に 依頼 す る、② 専門 店で 対応可 能な イン
ス タ ン ト 食 や 冷 凍 食 を購 入 す る （ 宅 配 し て もら う ）、 ③ 家 族 等 か ら の 差 し 入 れ で 対 応 す る、 等
が考え られ ます。も っ とも、こ れら の 代替 策 や妥協 策 に は別途 費用 がかか る こ とにな りま すし 、
ご本人 の症 状や体 調的 に適切 でな い 場合 も十 分考え られ ますの で、こうし た代 替策や 妥協 策を
取る場 合に は、ご 本人 や付き 添い 家族の 方等 と十分 話合 った上 で実 施して いく ように しま しょ
う。  
 なお 、宗教 対応 した 食品や 配食 事業者 等 の 情報は 、医療 関係 者は あまり 知ら ないと 思い ます
が、地 元のホ テル や観 光事業 者の 中には 、訪 日外国 人旅 行者の 食事 対応の 関係 でこう した 情報
をたく さん お持ち の場 合があ りま す。ま た、国内の それ ぞれの 宗教 のコミ ュニ ティ― 等に ご相
談する と、宗 教対 応し た食品 や配 食 事業 者等 の情報 を教 えても らえ る場合 があ ります 。で すの
で、 適 宜こ うした 外部 の 機関 も 上 手に活 用に してい くよ うにし まし ょう。  
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図 ３ ０  入 院 時 の 食 事 対 応 （ 一 例 ）  



 

- 79 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 まず、感染症 対策 が 必要な 患者 は特徴 的な 症状・所 見を呈 して い ます。な かで も 1）咳 や痰
などの 気道 症状が ある 患者 、2）発熱 、皮 疹を 呈する 患者 、3）消化 器 症状の ある 患者は 感染 対
策を要 する 疾患の 可能 性があ り注 意を要 しま す［ 1］［2］［3］。  
 

２３ -0. 職 員の 受けて おくべ き予 防接種 につ いて  
２３ -1. 外 国人 旅行者 から受 診の 問い合 わせ があっ た場 合 / 受 付を する時  
２３ -2. 患 者の 症状に 応じた 感染 対策の 施行  
２３ -3. 患 者の 動線の 設定と 、待 合室で の患 者の配 置  
２３ -4. 診 療時 の留意 点  
２３ -5. 診 察後 の対応  
２３ -6. 入 院の 対応  

 

 

 

 
     医療機 関で 働く者 が日 本環境 感染 学会の 発行 してい る「 医療関 係者 のため のワ クチ

ンガイ ドラ イン 」［ 4］に沿っ て事 前にワ クチ ン接種 を済 ませて おく ことを 推奨 しま
す。ま た、医 療機 関は厚 生労働 省「結 核院 内（施 設内）感染対 策の 手引 きにつ いて 」
（2 部  ５ ．職 員の 健 康管理 ）［ 5］に準 じて 職員の 結 核 対策を 行い ます。  

 
諸外国 、特 に、アジ ア 、アフ リカ 圏で は麻疹 、風疹 、結核の 感染 リ スクが 高い です
［6］。特 に受 付 職員 、事 務員は 感染 性の高 い疾 患に罹 患し た患者 に接 触する 可能 性
が 高 い に も 関 わ ら ず 医 療 機 関 と し て の 対 応 が 漏 れ が ち で あ る た め 、 注 意 を 要 し ま
す。  

 

 

 

 
     医療機 関は 患者か らの 問い合 わせ 時に情 報を 収集し 、こ の情報 を元 に来院 後の 感染

対策を 準備 し対応 しま す  
 
     外国人 患者 から電 話相 談があ った 場合、もし くは窓 口に 来た場 合、年齢、性別 、渡

航元、症状（発熱 、皮 疹、気 道症 状、消 化器 症状は 必ず ）を聴 取し ます。対応 した
者は、この情 報に 基づ いて感 染対 策が必 要な 可能性 の高 い患者 であ るかど うか を判

２３．感染症対策 

感 染 症 が 原 因 で 医 療 機 関 を 受 診 す る 外 国 人 の 方 は 多 く い ま す 。 外 国 人 が 日 本 の
医 療 機 関 を 受 診 す る 場 合 、 元 々 の 居 住 国 や 海 外 旅 行 先 で 感 染 症 に 罹 患 し て か ら 来
日 し て い る こ と も あ る た め 、 日 本 の 居 住 者 と は 違 っ た 鑑 別 診 断 を 立 て て 対 応 す る
必 要 が あ り ま す 。 特 に 、 麻 疹 、 風 疹 、 お よ び 結 核 な ど 、 感 染 力 が 強 く 社 会 へ の 影
響 の 大 き い 疾 患 に 罹 患 し て い る 可 能 性 が あ り ま す 。 よ っ て 、 そ れ ら を 念 頭 に お い
た 感 染 対 策 が 必 要 で す 。  

ポイント  レ  

解説 

23-0．職員の受けておくべき予防接種について  

推奨  

解説  

23-１．外国人旅行者から受診の問い合わせがあった場合の対応 /受付をする時  

推奨  

解説  
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断しま す。感染対 策が 必要な 可能 性の高 い患 者とは 具体 的に は 1）呼吸器 症状 があ
る場合 、2）発熱 発疹 が ある場 合、3）消 化器 症 状があ る場 合で す 。こ の場合 医療機
関での 取り 決めに 基づ き必要 な感 染対策 を行 います 。対応 した 者は 、行う べき対 策
につい て適 宜院内 感染 対策の 担当 者に相 談し て指示 を仰 ぎます 。  

 

 

 

 
     患者の 症状 に応じ て感 染防止 対策 を行い ます 。具体 的に は 1）呼 吸器 症状 があ る場

合、2）発 熱発 疹が あ る場合 、 3）消 化器 症 状があ る場 合、に 分け て対応 しま す。  
 

患者の 症状 から想 定さ れる疾 患と 、各々 に必 要な感 染対 策を示 しま す（ 表 14）。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     「感 染性疾 患の可 能性 が高い 患者 」をそ れぞ れの 症状ご とに必 要と なる感 染対 策（表

12）に沿 って 、通 常の 患者か ら隔 離しま す 。患者動 線に ついて は 、他患者 、医 療従
事者と 接触 しない よう な経路 を  
事前に 決め ておく こと を推奨 しま す。  

 
「感染 性疾 患の 可能 性 が高い 患者 」を 他の 患 者や医 療者 に曝 露し な いよう 、動 線と
待合室 の配 慮が 必要 で す。以 下の ガイ ドラ イ ンや資 料を 参考 に対 策 を検討 して くだ
さい。  

     1． 呼 吸 器 症 状 が あ る 場 合  
・成人 の新 型イン フル エンザ 治療 ガイド ライ ン  ［7］  （XI に 感 染対策 につ い

ての記 載が ありま す）  
・新型 イン フルエ ンザ 等発生 時に 初期対 応を 行う  「検 疫所 」「 医療 機関 」「保 健

所」に おけ る  感染 対策 に関す る手 引き（ 暫定  1.0 版 ）［8］  
・中東呼吸器症候群（MERS）等の新興・再興呼吸器感染症発生時感染防止対策指針［9］ 
・患者同士の感染を防ぐ< 新型インフルエンザの外来診療における感染予防策>［10］ 
※ペー ジ下 部に動 画が ありま す  
・中東 呼吸 器症候 群（ MERS）・鳥 インフ ルエ ンザ（ H7N9） に対す る院内 感染 対

策［11］  
2． 発 熱 、 皮 疹 が あ る 場 合  
・麻 疹 Q&A 医療 機関 の対策 につ いて［ 12］  
・エボ ラ出 血熱に 対す る個人 防護 具（暫 定版 ）・医療 従事 者に関 する 個人防 護具

ガイド ライ ン［ 13］  
 

 空気予防策 飛沫予防策 接触予防策 特殊な感染対策 

上気道症状  
季節性インフルエンザ

感冒 

 （MERS） 

（新型インフルエンザ） 

下気道症状 結核 肺炎   

発熱、皮疹 麻疹 風疹（髄膜炎菌感染症） 水痘  

消化器症状 水痘  感染性腸炎 （ウィルス性出血熱） 

23-２．患者の症状に応じた感染対策を行う。  

23-３．患者の動線の設定と、待合室での患者の配置  

推奨  

解説  

表 １ ４  症 状 と 必 要 な 感 染 対 策  

推奨  

解説  
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3． 消 化 器 症 状 が あ る 場 合  
・ノロ ウィ ルスに 関す るＱ＆ Ａ［ 14］  
・ノロ ウィ ルス対 策緊 急タス クフ ォース ［ 15］  
・社会 福祉 施設な どに おける ノロ ウィル ス対 策標準 マニ ュアル （第 三版 ）［ 16］  

 
    表 15,16,17 に各 感染対 策の 例を示 しま す。  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
患者が、通常待合室に誘導されたあとに看護師の予診などで「感染対策が必要な可能性の高い患者」
であることが判明した場合には、２１-2 を参照し、速やかに感染対策を講じます。また曝露者が出た
場合、２１-5 を参照し、曝露者の対応を開始します。 

 
 
 
 
 

感 染 対 策  受 診 ま で  

発 熱 ・ 皮 疹 の あ る 患 者  患 者 に は マ ス ク を 着 用 し て 来 院 し 病 院 に 入 る 前 に 改 め て 受 付 に 連 絡 す る

よ う に 指 示 す る 。N95 マ ス ク を 着 用 し た 病 院 職 員 が 迎 え に 行 き 、他 の 患 者

と 接 触 し な い よ う 誘 導 す る 。  

気 道 症 状 の あ る 患 者  患 者 に は 、マ ス ク を 着 用 し 来 院 す る よ う に 指 示 す る 。通 常 の 患 者 と ２ m 以

上 離 れ た 場 所 に 案 内 す る 。 た だ し 結 核 が 疑 わ れ る 場 合 に は 発 熱 ・ 皮 疹 の あ

る 患 者 へ の 対 応 に 準 ず る 。  

消 化 器 症 状 の あ る 患 者  通 常 の 患 者 と ２ m 以 上 離 れ た 場 所 に 案 内 す る 。  

感 染 対 策  待 合 室 ま で の 動 線  

発 熱 ・ 皮 疹 の あ る 患 者  患 者 に マ ス ク を 着 用 さ せ 、 N95 マ ス ク を 着 用 し た 職 員 が 案 内 を す る 。 他

の 患 者 と 異 な る 経 路 を 使 用 す る こ と が 望 ま し い 。  

気 道 症 状 の あ る 患 者  患 者 に マ ス ク を 着 用 さ せ る 。 患 者 の  2m 以 内 に 他 の 患 者 が 入 ら な い よ う

配 慮 す る 。 た だ し 結 核 が 疑 わ れ る 場 合 に は 発 熱 ・ 皮 疹 の あ る 患 者 へ の 対

応 に 準 ず る 。  

消 化 器 症 状 の あ る 患 者  2m 以 内 に 他 の 患 者 が 入 ら な い よ う 配 慮 す る 。  

感 染 対 策  待 合 室 ま で の 動 線  

発 熱 ・ 皮 疹 の あ る 患 者  陰 圧 室 が 最 も 望 ま し い 。 陰 圧 室 が 使 用 で き な い 場 合 は 、 通 常 の 待 合 室 と は

別 の  個 室 で 待 機 さ せ る 。 こ の 部 屋 の 配 管 は 院 内 の 配 管 シ ス テ ム と 独 立 し

て い る こ と  が 望 ま し い 。 部 屋 に は ナ ー ス コ ー ル な ど を 準 備 し 、 患 者 の 安

全 面 に 配 慮 す る 。 採 血 や 、 X 線 撮 影 な ど の 検 査 を ど こ で ど の よ う に 行 う か

に つ い て も 予 め 医 療 機 関 で定めておく。部屋の使用後は二次感染を防ぐために

十分な時間換気を行う。  

気 道 症 状 の あ る 患 者  他 の 患 者 と  2m 以 上 離 れ る よ う に 誘 導 す る 。 た だ し 結 核 が 疑 わ れ る 場 合

に は 発 熱 ・ 皮 疹 の あ る 患 者 へ の 対 応 に 準 ず る 。  

消 化 器 症 状 の あ る 患 者  他 の 患 者 と  2m 以 上 離 れ る よ う に 誘 導 す る 。 嘔 吐 が あ っ た 場 合 、 下 痢 症

状 が あ る 患 者 が 使 用 し た ト イ レ は 消 毒 ＊ を 行 う 。  

表 １ ５  受 診 ま で の 患 者 の 動 線 の 設 定  

表 １ ６  待 合 室 ま で の 動 線  

表 １ ７  待 合 室  
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    外 国人の 場合 、国内 の患 者と想 定す べき鑑 別疾 患が異 なる ため、 渡航 元、潜 伏期

間、曝 露な どを考 慮し で鑑別 疾患 を検討 しま す。  
 

外国 人の 場合 、国 内の 患者 と想 定す べき 鑑別 疾患 が異 なる ため 、渡 航元 、潜 伏期 間、
曝露な どで 鑑 別疾 患を 絞り込 みま す。必要 に 応じて 地域 の感染 症の 専門家 に相 談する
ことも 検討 します 。  
以下に 参考 となる ウェ ブサイ トや 資料を 掲載 します 。  

 
●患 者 の 渡 航 先 か ら 鑑 別 診 断 を 検 討 す る 上 で 重 要 な 情 報  

ウ ェ ブ サ イ

ト  

URL 

厚 生 労 働 省 検 疫 所  FORTH https://www.forth.go.jp/ index.html  

外 務 省 海 外 安 全 ホ ー ム ペ ー ジ  https://www.anzen.mofa.go.jp/  

国 立 感 染 症 研 究 所  https://www.ni i d. go.jp/ni id/ja/f rom- idsc.html  

東 京 医 科 大 学 病 院 渡 航 者 医 療 セ

ン タ ー  

http://hospinfo.tokyo-med.ac. jp/shinryo/tokou/top i cs .html  

 
● 患 者 の 潜 伏 期 間 か ら 考 慮 す べ き 感 染 症 （［ 17］ を 一 部 改 変 ）  

潜 伏 期 間  疾 患  

10 日 以 内  ア ル ボ ウ ィ ル ス 感 染 症 （ デング熱、チクングニア熱、ジカウイルス感染症など ）、ウィルス性出血

熱、細 菌 性 腸 炎 、 ウ ィ ル ス 性 腸 炎 、 リ ケ ッ チ ア 症 、 ペ ス ト 、 イ ン フ ル エ ン ザ 、 炭 疽  

11 ～  21 日 間  マ ラ リ ア （ 特 に 熱 帯 熱 マ ラ リ ア ）、 レ プ ト ス ピ ラ 症 、 腸 チ フ ス ・ パ ラ チ フ ス 、 リ ケ ッ チ ア 症

、 ア フ リ カ ト レ パ ノ ソ ー マ 、 ブ ル セ ラ 症 、 腸 管 原 虫 疾 患 、 ウ ィ ル ス 性 肝 炎 （ A,E）、 糞 線 虫

症 、 ラ イ ム 病 、 皮 膚 ハ エ 症  /  ス ナ ノ ミ 症  /  疥 癬  

30 日 以 上  マ ラ リ ア 、 結 核 、 ウ ィ ル ス 性 肝 炎 、 腸 管 寄 生 虫 感 染 症 、 HIV 感 染 症 、 住 血 吸 虫 症 、 フ ィ ラ フ ィ

ア 症 、 ア メ ー バ 性 肝 膿 瘍 、 リ ー シ ュ マ ニ ア 症 、 ア メ リ カ ト リ パ ノ ソ ー マ  

 
● 患 者 の 曝 露 か ら 考 慮 す べ き 感 染 症 （［ 17］ を １ 部 改 変 ）  

咬 傷  

曝 露 別  疾 患  

蚊  マ ラ リ ア 、 デ ン グ 熱 、 黄 熱 病 、 日 本 脳 炎 、 ウ エ ス ト ナ イ ル 熱 、 フ ィ ラ リ ア 症 、 チ ク ン グ ニ ア

熱 、 ジ カ ウ イ ル ス 感 染 症  

ダ ニ  ボ レ リ ア 症 （ ラ イ ム 病 、 回 帰 熱 ）、 リ ケ ッ チ ア 症 （ 発 疹 チ フ ス 、 ロ ッ キ ー 山 紅 斑 熱 ）、 ク リ ミ

ア ・ コ ン ゴ 出 血 熱 、 Q 熱 、 野 兎 病 、 ダ ニ 媒 介 性 脳 炎 、 エ ー リ キ ア 症  

ハ エ ・ ア ブ  アフリカトリパノソーマ症、ロア糸状虫症、リーシュマニア症、バルトネラ症、サルモネラ感染症、ハ エ

ウ ジ 症  

ノ ミ  ペ ス ト 、 ス ナ ノ ミ 症  

サ シ ガ メ  シ ャ ー ガ ス 病  

経 口 摂 取  

曝 露 別  疾 患  

水  A 型肝炎、E 型肝炎、コレラ、ノロウィルス感染症、サルモネラ感染症、細菌性赤痢、ジアルジア症、ポ リ オ

、 ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム 症 、 サ イ ク ロ ス ポ ー ラ 症 、 メ ジ ナ 虫 症  

乳 製 品  ブ ル セ ラ 症 、 結 核 、 サ ル モ ネ ラ 感 染 症 、 細 菌 性 赤 痢 、 リ ス テ リ ア 症  

非 加 熱 食 品  細 菌 性 下 痢 症 、 蠕 虫 症 、 原 虫 症  

淡 水 曝 露  レ プ ト ス ピ ラ 症 、 住 血 吸 虫 症 、 ア カ ン ト ア メ ー バ 症 、 ネ グ レ リ ア 症  

土 壌 と の 皮 膚

接 触  

鉤 虫 症 、 皮 膚 幼 虫 移 行 症 、 内 臓 幼 虫 移 行 症 、 レ プ ト ス ピ ラ 症  

性 行 為 感 染 症  HIV 感染症、B 型肝炎、C 型肝炎、梅毒、淋菌感染症、クラミジア感染症、ヘルペスウィルス感染症、パ ピ

ロ ー マ ウ ィ ル ス 感 染 症  

病 人 と の 接 触  肺 炎 、 結 核 、 髄 膜 炎 菌 感 染 症 、 リ ウ マ チ 熱 、 ラ ッ サ 熱  

23-４．診療時の留意点  

推奨  

解説  

http://www.forth.go.jp/index.html
http://www.anzen.mofa.go.jp/
http://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc.html
http://hospinfo.tokyo-med.ac.jp/shinryo/tokou/topics.html
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     診察の 結果 、感 染症届 け出 疾患（ 麻疹 、水痘 、結核等 ）の可能 性が あれば 、担 当地

区 の 保 健 所 に 連 絡 し 対 応 を 協 議 し ま す 。 他 の 患 者 が 当 該 患 者 に 曝 露 し た 場 合 に は 、
健所に 対応 を相談 しま す。  

 
曝露者 は疾 患に応 じた 曝露後 の対 応が必 要に なりま す。 また感 染拡 大を防 ぐた め
の行政 的な 対応を する ために 曝露 者のリ スト が必要 にな ること があ ります 。  
曝露後 の対 応につ いて は以下 が参 考にな りま す。  

 

麻疹  医療機関での麻疹対応ガイドライン  第七版（国立感染症研究所）［ 18］  

風疹  医療機関における風しん対策ガイドライン（国立感染症研究所）［ 19］  

結核  感染症法に基づく  結核の接触者健康診断の手引き（結核予防会結核研究所）［ 20］  

インフルエンザ 抗インフルエンザウイルス薬に関するガイドライン（厚生労働省）［ 21］  

髄膜炎菌  髄膜炎菌感染者の接触者に対する予防内服について［ 22］  

その他  日本環境感染学会教育ツール  ver.3［ 23］  

-14．水痘・麻疹・風疹・流行性耳下腺炎  

-15．結核の感染予防（環境感染学会）  

 

 

 

 
     入院を 要す る場合 には、症状 に応 じた感 染対 策を行 いま す。ま た入院 前に 結核 の可

能性に つい て評価 し、結核の 可能 性があ る場 合は空 気予 防策を 行い ます。他国で 入
院歴が ある 患者は 薬剤 耐性菌 を保 有して いる 可能性 が高 いため 、必 要な感 染対 策を
講じる とと もに薬 剤耐 性菌の スク リーニ ング を行い ます 。  

 
感 染 症 の 患 者 は 入 院 中 に 他 者 へ 感 染 を 伝 播 さ せ る 可 能 性 が あ り ま す 。 原 則 的 に は
症 状 に 応 じ た 感 染 対 策 を 引 き 続 き 行 い ま す 。 外 国 人 患 者 は 入 院 時 に 症 状 が 明 ら か
でなく ても、結 核を 罹 患して いる 可 能性 があ ります。入院時 に改 め て結核 を鑑 別診
断に挙 げ、レン トゲ ン などで 評価 し、結核 の 可能性 があ る場合 は空 気感染 対策 を行
い ま す 。 他 国 で 入 院 歴 が あ る 患 者 は 耐 性 菌 の 保 菌 率 が 高 い こ と が 報 告 さ れ て い ま
す［22］。院内 での伝 播を防 ぐた め、耐 性菌 スクリ ーニ ングを 行い 、スク リーニ ン
グ 結 果 が 判 明 す る ま で は 接 触 予 防 策 を 推 奨 し ま す 。 詳 細 は 別 途 ガ イ ダ ン ス が あ り
ますの で参 考とし てく ださい ［ 23］。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-5．診療後の対応  

23-６．入院時の対応  

推奨  

解説  

推奨  

解説  
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一 般 に 、 外 国 人 患 者 の受 入 れ を 行 う 上 で 、 連携 ・ 協 力 が 必 要 と な る主 な 外 部 機 関 と そ の 内容

として は以 下のよ うな ものが 考え られま す （ 図 31 参 照）。  
 
（１）行政機関（県・市町村等）  

 
県や市 区町 村の中 には 、地域の 観光 対策 の一 環とし て訪 日外国 人旅 行者の 緊急 医療対 応の 問

題に取 り組 むとこ ろも ありま す。ま た、2018 年 6 月 に政 府が 発表 した「 訪日外 国人 に対 する
適切な 医療 等の確 保に 向けた 総合 対策（案 ）」では、地域（県 ）ご と に対策 協議 会を設 け、訪日
外国人 旅行 者の医 療対 応の問 題に 取り組 むこ とにな って います 。そ のため 、この よう な施 策の
動 向 に も 留 意 し て 、 必要 な 連 携 ・ 協 力 を 進 める 必 要 が あ り ま す 。 また 、 地 方 自 治 体 の 中 には 、
多 文 化 共 生 課 や 国 際 交 流 協 会 を 通 じ て 医 療 通 訳 者 の 育 成 や 派 遣 に 取 り 組 む と こ ろ も 少 し ず つ
増え て きて いるの で、自院で 通訳 体制の 整備 に向け て取 り組む 際に は地域 の情 報も積 極的 に収
集し、活用 できな いか 検討し てみ ること が肝 要です 。な お、国 際交 流協会 等で は、そ の地 域の
在留外 国人 関連の 情報 等を豊 富に 持って いる ので、外国人 医療 対応 につい て相 談や情 報交 換を
する関 係を 構築し てお くこと が推 奨され ます 。  
 
（２）出入国在留管理庁  

 
「訪日 外国 人旅行 者患 者」等 が病気 治療 によ る入院 等の ため在 留期 間を延 長す る場合 は、出

入国在 留管 理庁 に 短期 滞在ビ ザの 更新の 手続 きを行 いま す。こ の場 合、申 請者は 他の 提出 書類
と あ わ せ て 医 師 の 診 断書 を 提 出 す る 必 要 が あり ま す 。 ま た 、「 在 留 外 国 人 患 者 」 が 受 付 で提 示
した在 留カ ードが 有効 かは、出入国 在留 管理 庁 のホ ーム ページ「在 留カー ド等 番号失 効情 報照
会」で 確認 できま す。  
 
（３）警察  

 
これま で外 国人医 療に おける 警察 との連 携・協力関 係と いうと 、在 留カー ドの 不適切 使用 や

不法滞 在・偽 装滞在 を 発見し た時 の通報 や、身元・国 籍不 明の外 国 人患者 が救 急搬送 され た時
の相談 等が ほとん どで した。し かし 最近で は 、訪日外 国人 旅行者 が 、自動車 事故 やその 他 の事
件に巻 き込 まれた りす ること によ って、医療 機関が 警察 に協力 を求 められ るよ うなケ ース も少
しずつ 増え ていま す。  

 

 

２４．外部医療機関との連携  

外 国 人 患 者 、特 に 訪 日 外 国 人 旅 行 者 患 者 の 受 入 れ を 円 滑 に 行 う た め に は 、自 院
だ け で 対 応 す る の で は な く 、他 の 医 療 機 関 や 行 政 機 関 、通 訳 団 体 、観 光 事 業 者 等 、
幅 広 い 外 部 機 関 と の 連 携 や 協 力 が 欠 か せ ま せ ん（ 図  10）。も っ と も 、具 体 的 に ど
の よ う な 外 部 機 関 と ど の よ う な 連 携 や 協 力 関 係 を 構 築 す る の か は 、地 域 に お け る
自 院 の 機 能 や 役 割 、受 診 す る 外 国 人 患 者 の 種 類 や 特 徴 、地 域 の 状 況 に よ っ て も 異
な る た め 、一 概 に は 言 え ま せ ん 。自 院 で は ど の よ う な 外 部 機 関 と の 連 携・協 力 が
必 要 か を 考 え て み ま し ょ う 。ま た 、現 時 点 で 外 部 機 関 と の 連 携・協 力 が 不 十 分 と
思 わ れ る 点 を 発 見 し た 場 合 に は 、新 た な 連 携・協 力 関 係 の 構 築 に 向 け て 外 部 機 関
と 話 し 合 う こ と が 推 奨 さ れ ま す 。  

ポイント  レ  
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（４）消防機関  

 
外 国 人 患 者 、 特 に 「 訪日 外 国 人 旅 行 者 患 者 」の 場 合 に は 言 語 の 問 題か ら 、 症 状 や 既 往 歴 等、

救急隊 が医 療機関 に伝 達する 情報 を聞き 取る のに時 間を 要した り、受入れ 医療 機関の 選定 に時
間がか かっ たりす ると いった 問題 が指摘 され ていま す。ま た、そも そも外 国人 患者は どの よう
な場合 に救 急車を 呼べ ばよい のか、また は救 急車の 呼び 方自体 がわ からな いと いう場 合も あり

図 ３ 1 外 国 人 医 療 対 応 に 関 す る 主 な 連 携 ・ 協 力 外 部 機 関  
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ます。そ こで 現在、地 方自治 体の 中には、外 国人向 けに 救急に 関す る多言 語の 相談窓 口を 設け
たり情 報を 提供し たり すると ころ も少し ずつ 現れて いま す。ま た、総務省 では 、2017 年 4 月
から救 急隊 用多言 語音 声翻訳 アプ リ「救 急ボ イスト ラ」の 提供 を開 始して おり、2018 年 4 月
時点で の普 及 率は 約 38% と なって いま す 。さ らに 、地 方の観 光地 の 中には 、最近急 速に 増 え
てきて いる クルー ズ船 の緊急 医 療 に対応 する ため、船 舶代 理店や 消 防機関、入国 管理局、医療
機関等 が連 携して 、独 自の救 急医 療対応 ネッ トワー クを 構築し てい るとこ ろも ありま す。外国
人患者 の場 合には 救急 医療対 応に おいて も、言語の 問題 があっ たり 、外国 人観光 客の 多い 観光
地等で は観 光施設 から の救急 要請 が多か った りする 等、一 般の 日本 人患者 の救 急対応 とは 異な
る様相 がみ られま す。そのた め、そ のよう な 特殊な 事情 を踏ま えた 上で、地 域の 消防機 関 と連
携・協 力す ること も重 要とい えま す。  
 
（５）保健所  

 
訪日外 国人 旅行者 、ま た在留 外国 人が本 国に 帰国後 再び 日本に 戻っ た際に 、麻疹 や風 疹等 の

感染症 に罹 患して、日 本の医 療機 関を受 診す るケー スが 少しず つ増 えてい ます。また、訪 日外
国人旅 行者 や在留 外国 人の中 には、感染 症に 関する 知識 が乏し かっ たり、言葉等 の問 題か ら感
染症や その 予防に 関す る情報 にア クセス でき なかっ たり する人 も少 なくあ りま せん。その ため 、
日本人 患者 であれ ば感 染症の 疑い がある 段階 で医療 機関 や保健 所の 相談窓 口等 に連絡 し、感染
予防に 配慮 した受 診方 法、受診 窓口 の場所・時間等 を確 認して 受診 するこ とで も、外国 人 患者
の場合 には 何も知 らず 人の集 まる 場所や 病院 の外来 窓口 に訪れ 、感 染を広 げて しま う 事例 も報
告さ れ て いま す 。 2018 年 6 月に 発 表 され た 訪日 外 国 人旅 行 の医 療 対応 に 関 する 総 合対 策 で
は 感 染 症 の 対 策 の 強 化も そ の 一 つ で す が 、「 訪 日 外 国 人 旅 行 者 患 者」 や 「 在 留 外 国 人 患 者」 の
増加や 多国 籍化が 進ん でいる こと を踏ま える と、今 後、様 々な 感染 症に罹 患し た外国 人患 者が
受診す る可 能性は 否定 できま せん。その ため にも地 域の 保健所 と、外国人 患者 の感染 予防 対策
や受診 時の 対応方 法等 につい て日 頃から 話し 合って おく ことが 重要 です。  

 
（６）在日公館（大使館・領事館）  

 
外 国 人 患 者 の 中 で も 、特 に 「 訪 日 外 国 人 旅 行者 患 者 」 の 場 合 に は 、日 本 在 住 で は な い た め、

医療を 提供 する際 には 、在 日公館（ 大使 館・領事館 ）の 協力 が必 要 な場面 が多 々あり ます 。こ
れまで 実際 に医療 機関 が在日 公館 に相談 した 内容と して は、① 通訳 の確保 、②本 国の 家族 への
連絡、③ 日本 で出生 し た子供 のパ スポー ト取 得、④医 療搬 送を行 う 際の本 国側 の手配、⑤ 医療
費 の 支 払 い に 関 す る 相談 、 ⑥ 外 国 人 患 者 に 分割 払 い 等 の 誓 約 書 を 書い て も ら う 際 の 同 席 要請 、
等です 。もっ とも 、具 体的に どこ まで協 力し てもら える かは在 日公 館や担 当者 によっ ても 違い
ます。また 、一般 に、直接医 療機 関が相 談す るより も、自国民 であ る患者 や家 族に相 談し ても
らった 方が 対応が 良い と言わ れて いるた め、複雑な ケー スにな りそ うな場 合に はすぐ に患 者や
家族に 在日 公館に 連絡 するよ うに 促して いる 医療機 関も ありま す。いずれ にし ても、特 に「訪
日外国 人旅 行者患 者」 の場合 には 、在日 公館 との連 携・ 協力が 重要 です。  

 
（７）地域の医療機関  

 
わが国 では、それ ぞれ の医療 機関 がその 地域 の医療 事情 や自院 の機 能等に 応じ て相互 に連 携

しなが ら医 療サー ビス を提供 して います 。そ の医療 連携 の関係 自体 は、日 本人患 者も 外国 人患
者でも 基本 的には 変わ りませ んが、日本 語で のコミ ュニ ケーシ ョン が困難 な在 留外国 人を 中心
と し た 外 国 人 患 者 で は、 言 語 の 点 も 配 慮 し た上 で 紹 介 先 や 逆 紹 介 先を 決 め る 必 要 が あ り ます 。
そのた め、医 療機 関の 中には 、自院 の地 域医 療連携 室で 登録し てい るすべ ての 医療機 関に つい
て外国 語対 応の有 無お よび対 応可 能な言 語に 関する 情報 を収集 し、その情 報も 踏まえ た上 で紹
介先を 決定 してい ると ころや 、その 点に つい て日頃 から 登録医 療機 関と話 し合 ってい ると ころ
もあり ます 。  

現在は、通訳 体制が 整 ってい たり、外国人 患 者の受 入れ に慣れ てい たりす る医 療機関 に、軽
症から 重症、急性期 か ら急性 期以 降の外 国人 患者が 集中 する傾 向が 見られ ます。今後、ま すま
す「 在留外 国人 患者 」や「 訪日外 国人 旅行 者 患者 」が増 える こと を 鑑みる と、この よう な 傾向
につい て見 直す必 要が ありま す。そ のた めに は、外 国人患 者の 受入 れや言 語対 応等に つい ても
現在連 携関 係にあ る医 療機関 同士 で話し 合う ことが 推奨 されま す。  
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（８）地域の医師会や医療団体  
 
地域の 医師 会や医 療団 体には 、行政 から さま ざまな 情報 が届き ます 。日頃 から活 動に 参加 す

ること でい ち早く 情報 を入手 する ことが でき ます。ま た、都 道府県 レベル では、厚生労 働 省が
平成 30 年度 に実 施し た「団 体契 約 を通 じた 電話医 療通 訳の利 用促 進事業 」の 受託（ 一般 社団
法人日 本病 院会、公 益 社団法 人石 川県医 師会 、公益社 団法 人全日 本 病院協 会、公 益社団 法 人東
京都医 師会 ）を始 め、都道府 県や 各医療 機関 が受託 する「外国 人患 者受入 れ環 境整備 事業 」に
も協力 する など活 動を 行って いま す。さ らに 愛知県 医師 会など のよ うに都 道府 県の電 話通 訳事
業に協 力し ている ケー スもあ りま す。日 本医 師会で は、2018 年 7 月に外 国人 医療対 策会 議が
開催さ れ、 10 月 から 会内で 検討 委員会 を設 置する 等、 医師会 や医 療団体 では 、外国 人医 療の
あり方 につ いて積 極的 に検討 が進 められ てい ます。このよ うな 医師 会や医 療団 体を通 して 活動
するこ とが 地域の 医療 機関間 の協 力関係 や、体制を 整備 してい くう えで非 常に 役立つ と考 えら
れます 。  

なお、地 方の 観光地 で 治療が 必要 となり、治 療途中 で本 国に帰 国す る「訪日 外国 人旅行 者 患
者」の 場合 等は、地方 の医療 機関 から、出国 する国 際空 港近く の医 療機関 間で の連携・協 力が
必要な 場合 があり ます 。ま た、日本 国内 を周 遊する「訪 日外 国人 旅 行者患 者」につ いて も 、最
初の観 光地 から 次 の観 光地の 医療 機関間 での 連携・協力が 必要 な場 合もあ りま す。こ のよ うに
外国人 患者 の中で も、特に「 訪日 外国旅 行者 患者」につ いては 、離 れた地 域の 医療機 関間 での
連携・ 協力 が必要 とな る場合 があ るため 注意 が必要 です 。  

 
（９）薬局  

 
薬局で 市販 される 薬の 種類や 内容 は国に よっ て異な りま す。そ のた め、訪 日外国 人旅 行者 の

増加に 伴い、自国 では 処方箋 なし で購入 でき る薬が 日本 では処 方箋 が必要 で、薬 局が 近く の医
療機関 を紹 介する 事例 が増え てい ます。また 、通訳 体制が 整備 され ている 薬局 は非常 に限 られ
ている ため、外国 人旅 行者と 円滑 なコミ ュ ニ ケーシ ョン が取れ ずに 困った り、外 国人 旅行 者が
購入し た薬 の説明 書（ 日本語 ）が理 解で きず に誤っ た服 用をし たり してし まう ケース も発 生し
ていま す。また 、これ は「 在留外 国人 患者 」につい ても 同様で 、医 療機関 で処 方箋を 貰っ て薬
局で薬 を購 入して も、理解可 能な 言語で 説明 を受け ず、入 手し た薬 につい て十 分理解 して いな
いケー スも 発生し てい ます。そのた め、この ような 事態 に対応 する ため、2018 年 6 月に 発表
された 総合 対策で は、一般用 医薬 品等に 関す る多言 語で の情報 提供 の充実 が施 策の一 つと して
盛り込 まれ ました 。  

なお、 薬局 に関す る多 言語対 応状 況に関 して は、各 都道 府県に おい て薬局 機能 に関す る情
報をそ れぞ れのウ ェブ サイト で公 表して いま すが、 その 中で多 言語 対応の 可否 につい て確 認
するこ とが できま す。 また、 石川 県薬剤 師会 では 、「薬 局に おけ る外 国語応 対の ための ツー ル
集につ いて 」等を 公表
（ http://ishikawakenyaku.com/yakuzaishi /contents /language /language_index.html）
してお り、 誰でも 閲覧 できる よう になっ てい ます。 さら に、一 般社 団法人 くす りの適 正使 用
協議会 では 、その ウェ ブサイ トに おいて 医療 用医薬 品の 情報に つい て英語 で紹 介して いま す
（「 kusuri-no-shiori」 http://www.rad-ar.or.jp /siori /english /index.html）。こ のよ うに 国
や地方 自治 体、関 係団 体での 言語 対応の 取り 組みも 始ま ってい ます が、外 国人 患者に 対す る
適切な 医療 提供の ため には、 医療 機関と 薬局 間の連 携・ 協力が 非常 に重要 にな ってき ます 。  

 
（10）保険者  

 
外国人 のう ち要件 を満 たす方 は、日 本の 公的 医療保 険に 加入し てい ます。健康保 険へ の加 入

が義務 付け られて いる 会社（ 適用 事業所 ）に 勤 めて いて 、一定 の要 件を満 たす 場合は 、健 康  
保険に 加入 する必 要が ありま す。健 康保 険の 保険者 は、全 国健 康保 険協会 又は 健康保 険組 合

です。ま た、外 国人の うち住 民登 録を行 って いる方（ 医療 ツーリ ズ ムや外 国人 長期滞 在制 度の
対象者 の方 は除き ます 。）で、 健康 保険の 対象 でない 75 歳 未満の 方 は、市 区町 村が運 営す る
国民健 康保 険に加 入し ます。なお 、住民 登録 を行っ てい る 75 歳以 上の方（医 療ツー リズ ムや
外 国 人 長 期 滞 在 制 度 の対 象 者 の 方 は 除 き ま す。） に つ い て は 、 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 に 加 入す る
ことに なり ます。 後期 高齢者 医療 制度を 運営 するの は、 後期高 齢者 医療広 域連 合です が、 加  
入や脱 退な どの手 続は 、住民 登録 のある 市区 町村で 行い ます。  
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（11）派遣医療通訳団体・個人／電話・映像通訳事業者  
 
多くの 医療 機関で 通訳 体制を 整備 するた めに は、地 域の派 遣医 療通 訳団体・個人 や外 部の 電

話・映 像通 訳事業 者と の連携・協 力が欠 かせ ません 。そ して、こう した外 部の 医療通 訳者 を介
して円 滑に 診療を 行う ために は、単 に契 約を 交わす だけ ではな く、いかに 外部 の医療 通訳 者の
負担を 軽減 するの か、また院 内の 医療従 事者 は医療 通訳 者とい かに 接すれ ば良 いのか 、よ く話
し合っ てお くこと が重 要です 。実 際、あ る医 療機関 では 、契約 して いる電 話・映像通 訳会 社の
通訳部 門の 責任者 や主 要スタ ッフ に対し て院 内見学 会を 実施し 、自 院の内 部構 造や特 徴を 理解
した上 で電 話・映像 通 訳を実 施し てもら うよ うにし てい ます。ま た 、別の医 療機関 では、電話・
映像通 訳事 業者を 病院 に呼び 、職員 に対 して 電話・映像通 訳の 利用 の仕方 に関 する実 施的 な研
修を行 って います。外 部の医 療通 訳団体 や電 話・映像 医療 通訳事 業 者を利 用す る場合 には 、是
非、どの よう な連携・協力す れば、より円 滑 で安全 な診 療が実 現で きるの かよ く話し 合う こと
が推奨 され ます。  
 
（12）医療アシスタンス会社  
 
「 訪 日 外 国 人 旅 行 者 患者 」 が 医 療 ア シ ス タ ンス 付 き の 海 外 旅 行 保 険を 保 有 し て い た 場 合 には 、
医 療 ア シ ス タ ン ス 会 社 が 医 療 費 の 支 払 い 保 証 や 立 替 え 払 い を し た り 医 療 搬 送 や 遺 体 搬 送 の 手
続きを 行っ たりす るた め、医療機 関と して は 非常に 安心 です 。ま た、「訪 日外 国人旅 行者 患 者」
がアシ スタ ンス付 きの 海外旅 行保 険を保 有し ていな くて も、別 途料 金がか かっ てしま いま すが 、
医療ア シス タンス 会社 の中に は、医 療搬 送や 遺体搬 送等 の手続 きを してく れる ところ もあ りま
す。そのた め 、当 該「 訪日外 国人 旅行者 患者 」の 支払い 能力 に問 題 がなけ れば 、そ のよ う なサ
ー ビ ス を 積 極 的 に 活 用す る の も 一 つ の 方 法 です 。 い ず れ に し て も 、「 訪 日 外 国 人 旅 行 者 患者 」
の場合 、複雑 なケ ース になれ ばな るほど 医療 アシス タン ス会社 は医 療機関 の負 担を減 らし てく
れる可 能性 がある ため 、必要 であ れば積 極的 な連携 ・協 力が肝 要で す。  
 
（13）海外旅行保険会社他  
 
「訪日 外国 人旅行 者患 者」が 保有す る海 外旅 行保険 の多 くは、Pay ＆  Claim 方 式であ り 、一
度「訪日 外国 人 旅行 者 患者」が 医療 費の全 額 を医療 機関 に支払 い、本国に 戻っ てから 支払 った
医療費 を保 険会社 に請 求する もの です。そし て、そ の際に は日 本の 医療機 関が 作成 し た診 断書
の内容 をめ ぐって、海 外の保 険会 社から 問い 合わ せ があ ること があ ります。また、海外の 旅行
保険会 社の 中には 、経 費削減 の観 点から 中間 手数料 を省 くため に医 療アシ スタ ンス会 社を 通さ
ず、直 接やり 取り をす るよう に日 本の医 療機 関に声 をか けると ころ も出て いま す。海 外の 保険
会社と 直接 提携す るか どうか は当 該医療 機関 の判断 です が、海 外の 保険会 社と 直接交 渉す るの
は日本 の医 療機関 にと って負 担と なる面 もあ るため 、よく 検討 して 、自院 にとっ て最 適な 選択
をする こと が推奨 され ます。  
 
（14）宿泊施設・観光事業者・旅行会社他  

 
訪日外 国 人 旅行者 の急 増に伴 い、観 光地 の宿 泊施設 や観 光施設 では 、外国 人観光 客の 具合 が

悪くな った 時に、どの ように 医療 機関を 探せ ばよい のか、また どの ように 対応 すれば よい のか
戸惑い の声 が高ま って います。また、国内の 旅行事 業者 の中に は、感染症 や感 染症予 防の 知識
がない 人も 珍しく ない ため、感染症 の疑 いが ある外 国人 旅行者 と一 緒に過 ごし たり病 院に 付き
添った りし て、感 染症 を広げ てし まうよ うな 事態も 生じ ていま す。外国人 患者 、特に「訪 日外
国人旅 行者 患者」 につ いては 、医 療機関 や医 療者だ けの 取り組 みで 解決で きる 問題ば かり で  
はなく 、上 述の感 染 症 予防対 策の ように 、地 域の観 光事 業者と 医療 機関・医療 者が連 携・協力
するこ とに よって はじ めて効 果を 発揮す るも のも少 なく ありま せん 。  

また、地 方の 観光地 等 では、外 国人 旅行者 患 者に携 わる 観光施 設や 観光事 業者、通訳案 内 団
体、医 療機関 等が 決ま ってき てい るとこ ろも 少なく ない ので、互い の顔が 見え る関係 のと ころ
では、当該地 域に おい て外国 人観 光客が 具合 が悪く なっ たり、治療 が必要 にな ったり した 場合
に、情 報共 有の 在り方 等も含 めて 、ど のよう に連携・協 力し ていく かを話 し合 ってお くこ とが、
地域の 観光 の発展 につ ながり、宿泊 施設・観 光事業 者・医 療機関 等 の互い の負 担軽減 に寄 与す
るもの と考 えられ ます 。  
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（15）旅行会社  
 
病気や 怪我 の治療 を終 えた「 訪日外 国人 旅行 者患者 」が飛 行機 に乗 って本 国に 帰国す る際 に

は、診 断書（ Medical Information Data：MEDIF）を任意 に提 出し たり、航空 会社か ら診 断書
の提出 を求 められ 提出 しない 場合 には 搭 乗を 断られ たり する場 合が ありま す。診 断書は、通 常、
患者個 人と 主治医 のそ れぞれ が書 く部分 があ り、航 空会社 のホ ーム ページ から 書式を ダウ ンロ
ードす るこ とがで きま す。また、医療 搬送が 必要な 患者 で、医療 用 酸素ボ ンベ やその 他の 医療
機器を 機内 に持ち 込む 場合に は、あ らか じめ 航空会 社に その旨 を申 請し て 許可 を得る 必要 があ
ります 。医療 アシ スタ ンス会 社を 通して 医療 搬送を 行う 場合に は、これら の手 続きは 医療 アシ
スタン ス会 社が行 いま すが、医療機 関が 直接 手配を する ような 場合 には手 続き に 時間 がか かり
入院期 間が 延びて しま うケー スも あるの で、 注意が 必要 です。  

 
（16）遺体搬送（葬儀会社）  

 
「訪日 外国 人旅行 者患 者」が 亡くな った 場合 には、日本国 内で 火葬 してか ら帰 国する 場合 が

多いよ うで すが、中 に は、宗教 上等 の理由 か ら、遺体 を本 国へ搬 送 するこ とを 望む家 族も いま
す。例え ば、イ スラム 教では 火葬 が宗教 上固 く禁じ られ ており 埋葬 を行う のが 一般的 です 。そ
のため 、この よう な場 合には 遺体 搬送を 行う ことに なり ますが 、遺 体搬送 に関 しては 複雑 な手
続きが 必要 となる ため 、医療 アシス タン ス会 社が介 在し ている 場合 には医 療ア シスタ ンス 会社 、
医療ア シス タンス 会社 が介在 して いない 場合 は海外 へ遺 体搬送 を行 ってい る葬 儀社と 連携・協
力 し て 対 応 し ま し ょ う。 ま た 、「 在 留 外 国 人 患 者 」 の 中 に も 宗 教 上等 の 理 由 か ら 、 土 葬 を希 望
される 場合 があり ます 。そのよ うな 場合に つ いても、専門 の葬儀 社 がある ので、そのよ う な葬
儀社と 連携 ・協力 する ことが 推奨 されま す。  

 
（17）その他（地域の教育機関・宗教関係者・外国人コミュニティ等）  

 
外 国 人 患 者 に 対 応 す る際 に は 、「 在 留 外 国 人 患 者 」 で あ っ て も 「 訪日 外 国 人 旅 行 者 患 者 」で

あって も、宗教・習慣 上のサ ポー トが必 要な 場合が あり ます。実際 に医療 機関 の中に は、手術
前や看 取り の場面 で外 国人患 者の 信仰す る宗 教関係 者に 病室に 来て もらい 、手術 が必 要と なっ
た 患 者 の 本 国 の 家 族 を 探 す た め に 地 域 に あ る 同 じ 国 籍 の コ ミ ュ ニ テ ィ 団 体 に 協 力 し て も ら う
と こ ろ も あ り ま す 。 また 、「 在 留 外 国 人 患 者 」 に 関 し て は 、 日 本 で小 学 校 か ら 大 学 ま で 様々 な
学校・教 育機関 に通 わ れる方 も多 いため、こ のよう な機 関と情 報を 共有し たり、受 診・治 療中・
後の対 応で 協力を 要請 したり する 場面も 想定 されま す。外 国人 患者 の受診 が増 えてい る医 療機
関では 必要 に応じ て、 このよ うな 団体と の連 携・協 力が 肝要で す。  
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（１）院内スタッフへの教育・研修  

 
本マニ ュア ルの中 でも 紹介し てい るとお り、外国人 患者 の受入 れを 円滑に 行う ために は、通

訳や院 内環 境の整 備の ほか、日 本人 患者と は 異なる 事務 手続き や診 療上の 対応、宗教・習 慣上
の配慮 等が 必要と なっ てきま す。し かし、こ れらの 取り 組みを いく ら組織 的に 進めて も、個々
の職員 が十 分理解 して いなけ れば 思うよ うな 効果を 上げ ること はで きませ ん。そ のた め、外国
人患者 の受 入れを 円滑 に行う ため には、単に 事務手 続き や通訳 体制 等の整 備を 進める だけ では
な く 、 院 内 ス タ ッ フ に対 す る 外 国 人 患 者 対 応の 教 育 や 研 修 に も 力 を入 れ な け れ ば な り ま せん 。
具体的 にど のよう な教 育・研 修を行 うか は各 医療機 関の 判断に なり ますが 、一般 的に は以 下の
ような 内容 につい て教 育・研修 を行 うと良 い と考え られ ます。ま た 最近で は、地 方自治 体 や関
連 機 関 に よ る 医 療 機 関 の た め の 外 国 人 患 者 の 受 入 れ に 関 す る 研 修 や セ ミ ナ ー 等 も 行 わ れ る よ
うにな って きてい るの で、そ うした 院外 の研 修やセ ミナ ーで得 た情 報や知 識を 院内ス タッ フの
教育や 研修 内容の 参考 にする こと が推奨 され ます。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）地域の医療機関・関係者間での教育・研修  

 
前頁で も述 べたと おり 、外国人 患者 の受 入れ を円滑 に行 うため には 様々な 院内 スタッ フに 対

する教 育や 研修が 必要 ですが、これ らの教 育・研 修プ ログ ラムの 中 には、地 域の 医療機 関 や関
係機関 が協 力して 実施 した方 が効 果的な もの も少な くあ りませ ん。例えば 、他国 の宗 教や 習慣
に関す る研 修等は 、規 模の大 きな 医療機 関で あれば 独自 で専門 家を 呼んで 研修 を行う こと もで
きるか もし れませ んが 、小規 模の医 療機 関が 個々に 実施 するこ とは 容易で はあ りませ ん。この
ような 場合 には、地域 の複数 の医 療機関 が集 まって 研修 を受け る機 会を作 った り、研 修の 様子
を 録 画 し て 参 加 で き な い 地 域 の 医 療 機 関 や 医 療 関 係 者 も 学 べ る よ う な 機 会 を 用 意 し た り す る
ことも 大切 です。  

また、訪 日外国 人旅 行 者の緊 急医 療対応 に関 する研 修に ついて は、医療関 係者 だけで はな く、
その地 域の 観光事 業者 や通訳 者等 と一緒 に事 例検討 を行 うと互 いの 理解が 深ま り、よ り実 践的
な解決 策が 見つか る場 合もあ りま す。機 会が あれば 院内 スタッ フだ けでは なく、他の 医療 機関
や関係 者間 との共 同の 教育や 研修 にも是 非取 り組む こと が推奨 され ます。  

２５．研修 

外 国 人 患 者 の 受 入 れ を 円 滑 に 行 う た め に は 、外 国 人 患 者 の 受 入 れ に 必 要 な 通 訳・
事 務 体 制 等 を 整 備 し て い く と 同 時 に 、 職 員 の 外 国 人 患 者 に 対 す る 理 解 や 知 識 を 深
め て い く こ と が 非 常 に 大 切 で す 。 そ の た め 、 自 院 の 職 員 は も ち ろ ん の こ と 、 場 合
に よ っ て は 地 域 の 関 係 者 間 で の 共 同 研 修 ・ 教 育 な ど に も 積 極 的 に 取 り 組 む こ と が
推 奨 さ れ ま す 。  

ポイント  レ  

解説 

自 院 の 外 国 人 患 者 の 受 診 状 況 ・

（ ト ラ ブ ル ） 事 例 等 の 報 告  

他 国 の 宗 教 や 習 慣 に 関 す る 知 識
及 び そ れ を 踏 ま え た 上 で の 診 療

対 応  

他 の 医 療 機 関 に お け る 外 国 人 患
者 の 受 入 れ に 関 す る 取 り 組 み  

翻 訳 機 器 の 使 い 方 ／ 電 話 ・ 映 像
通 訳 の 活 用 方 法 ／ 外 部 通 訳 者 と

の 連 携  

自 院 に 外 国 人 患 者 受 け 入 れ の 流

れ や 場 面 別 の 注 意 ・ 留 意 点 ／ 事
例 検 討  

外 部 の 行 政 機 関 や 関 連 団 体 と の
連 携 ／ 事 例 検 討  
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 外国 人患 者およ びそ の関係 者向 けに、自 院 の情報（ 特に 外国人 患 者向け の情 報）をリ ー フレ
ットや ホー ムペー ジ、地域の 情報 誌等を 通じ て提供 する ことも 、外 国人患 者の 受入れ を円 滑に
行う上 では 非常に 効果 的です。なぜ なら、こ のよう な情 報提供 を行 うこと で、外 国人患 者 やそ
の関係 者に 自院の 情報 を正確 に知 っても らえ るだけ では なく、様々 な事務 的・診 療に 関す る説
明等の 負担 を減ら すこ とがで きる からで す。  

例えば、日本 の医療 機 関では、診療 の場面 で は英語 等で の対応 が可 能だっ たと しても、電 話
で の 問 い 合 わ せ を 英 語 を は じ め と す る 外 国 語 で 対 応 で き る と こ ろ は 非 常 に 限 ら れ て い る と 思
います。しか し、この ような 際に、自院の 情 報をリ ーフ レット やホ ームペ ージ 等で公 表し てい
れば、そ のよ うな問 い 合わせ を減 らすこ とが できま す。ま た、国籍 や保険 情報 等を記 載す る診
療申込 書を ホーム ペー ジから ダウ ンロー ドし てあら かじ め記載 でき るよう して おけば 、来 院時
の受付 の負 担を減 らす ことも 可能 です。さら に、感 染症の 疑い のあ る方の 来院 方法を あら か じ
め情報 提供 してお けば 、感染 防止 につな がり ます。もっ とも、多く の医療 機関 にとっ て、外国
語版の ホー ムペー ジを 準備す るこ とは費 用的 にも時 間的 にも容 易な こ とで はあ りませ ん。その
ような 場合 には、外国 語版の リー フレッ トや 説明文 を作 成し、日本 語のホ ーム ページ の一 部に
張り付 けて おくだ けで も構い ませ ん。外 国人 患者や その 関係者 向け に分か りや すい情 報提 供を
行うよ うに 努める こと が推奨 され ます。  
 

 

２６．情報提供 

外 国 人 患 者 に 対 し て 、 自 院 に 関 す る 一 定 の 情 報 を 提 供 し て い く こ と は 、 外 国 人

患 者 や そ の 関 係 者 に 自 院 の 情 報 を 正 確 に 知 っ て も ら え る だ け で は な く 、 様 々 な 事

務 的 ・ 診 療 に 関 す る 説 明 等 の 負 担 を 減 ら す な ど の 効 果 も 期 待 で き ま す 。  

ポイント  レ  

解説 

・営業 時間      ・診療 科    ・ 交通 アクセ ス（ 地図付 き）  
・問い 合わ せ先（ 外国 語の対 応も 可能で あれ ばその 情報 も）  
・対応 言語      ・通訳 サー ビスの 有無 （利用 方法 、料金 等の 情報も ）  
・受診 方法 （感染 症の 疑いが ある 方の受 診方 法も含 めて ）  
・（ 可能で あれ ば） 診療 申込書 （ダ ウンロ ード 可）  
・主な 料金 表  
・その 他、 外国人 患者 や関係 者に 向けて 情報 提供し てお くと良 いと 考えら れる 事項  
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 外国 人患 者を受 入れ る際、外国人 患者 であ ること の特 殊性を 踏ま えた医 療訴 訟や医 療費 に関
するト ラブ ル発生 のリ スクを 想定 して対 応す る必要 があ ります 。  

外国人 は、言語 、宗教・文 化、医療 制度 等の 違いが あり 、こ れら は 外国人 患者 を受け 入れ る
に当た って トラブ ルに 発展す るリ スクと なり 得ます。治療 面でも 検 査、治療 方法、プロト コー
ル等が 異な る場合 もあ り慎重 な対 応が求 めら れます 。  

このよ うに、外国 人患 者への 対応 につい ては 日本人 患者 とは違 う医 療紛争 リス クの存 在が 考
えられ ます が、多 くの 医療機 関で は外国 人患 者対応 の医 療紛争 リス クに対 して 十 分整 理さ れて
いませ ん。今 後、外国 人患者 が増 える中、医 療紛争 に対 する認 識と 紛争の 事前 防止と 紛争 発生
時の対 応の 検討が 課題 とされ ます 。  

 
〈 医 療 紛 争 の 事 前 防 止 〉  

紛争対 応策 として 日本 人患者 と同 様に、日頃 から様 々な 違いに 配慮 した充 分な コミュ ニケ ー
ション を通 じて患 者と 家族の 満足 度を高 める ことが もっ とも有 効な 手段と され ます。トラ ブル
に発展 する 症例の 多く は患者 との 間で充 分な コミュ ニケ ーショ ンが とられ ず、信 頼関 係が 構築
できて いな いこと が原 因とさ れま す。日 本人 との違 いを 念頭に 信頼 関係を 構築 し、事 前に 防止
するこ とが 紛争対 策と し て最 も重 要です 。  

外国人 患者 の特徴 を考 慮した 紛争 対策の 予防 方法と して 検討す べき 点は、  
①受付 応対 から帰 国ま での対 応を 考慮し た組 織体制  
②各種 書類 の整備 とイ ンフォ ーム ド・コ ンセ ント  
③医療 費に 関する トラ ブル対 策（ 他項に 詳細 が記載 され ていま す）  
等が挙 げら れます 。  

 
① 受 付 応 対 か ら 帰 国 ま で の 対 応 を 考 慮 し た 組 織 体 制  

外国人 患者 の対応 では 第一に 言語 の課題 があ ります。まず は円 滑な コミュ ニケ ーショ ンを と
るため に、 必要が あれ ば通訳 を手 配する こと ができ る体 制が必 要で す。  

特に、外 国人 患者 が少 ない施 設で も必要 な際 は通訳 を手 配 する 方法 を施設 内で 共有し てお く
ことが 必要 です。それ に加え て外 国人患 者が 多い施 設で は受付 から 帰国ま で外 国人患 者に 対応
出来る 院内 体制整 備お よび外 部機 関との コー ディネ ート 出来る 体制 整備が 望ま しいで す。体制
整備に つい ての各 業務 は本マ ニュ アルの 他項 をご参 照く ださい 。  
「平成 22 年 度医療 サ ービス 国際 化推進 事業 報告書 （イ ンバウ ンド 編）」に掲 載さ れて いる よ
うに出 国か ら帰 国 の各 段階で トラ ブルが 起こ る可能 性が あり、医療 機関の スタ ッフは 多職 種に
広く関 わり ます。そ の ため、外 国人 を多く 受 け入れ る医 療機関 や地 域を通 じて 情報収 集し 、医
療機関 内と その地 域を 含めた 医療 紛争の 予防 と環境 を整 備する 必要 があり ます 。  
 
② 各 種 書 類 の 整 備 ・ イ ン フ ォ ー ム ド ・ コ ン セ ン ト  

訪日外 国旅 行者患 者の 診療は 自費 診療で あり 、治療費 が高 額に なる 可能性 もあ り支払 いな ど
で紛争 にな る場合 があ ります 。また 、検 査か ら治療 まで 医療機 関と 患者間 の契 約にて 成立 する
ことを 考慮 するこ とが 医療紛 争を 防ぐ為 に必 要とな りま す。そ のた め、同 意書、問診 票、イン

２７．医療紛争 

外 国 人 は 、言 語 、宗 教・文 化 、医 療 制 度 等 に 違 い が あ り 、こ れ ら は 外 国 人 患 者 を
受 け 入 れ る に 当 た っ て ト ラ ブ ル に 発 展 す る リ ス ク と な り 得 ま す 。治 療 面 で も 検 査 、
治 療 方 法 、 プ ロ ト コ ー ル 等 が 異 な る 場 合 も あ り 慎 重 な 対 応 が 求 め ら れ ま す 。 外 国
人 診 療 に あ た っ て の 紛 争 へ の 対 策 と し て は 、事 前 に 防 止 す る こ と が 最 も 重 要 で す 。 

ポイント  レ  

解説 
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フォー ムド・コンセ ン ト等を 整備 し運用 する ことが 保険 診療の 場合 よりも 重要 となり ます 。（多
言語説 明資 料の整 備の 項もご 参照 くださ い 。）  

訪日外 国旅 行者患 者の 場合に は自 費診療 にな り、検 査・治 療と 医療 機関と 患者 間の合 意の も
と契約 され 施行さ れる ため事 前の 説明、 理解 、同意 が重 要とな りま す。  

患者と 主に 以下の よう な項目 を共 有する こと が参考 とし て挙げ られ ます。  
 

Ａ）外 国人 患者の 氏名 、国籍 ・住 所、生 年月 日、勤 務先 、連絡 先  
Ｂ）宗 教診 療契約 の内 容の特 定  
Ｃ）加 入す る保険  
Ｄ）治 療費 ・支払 い方 法・遅 延損 害金等  
Ｅ）副 作用 ・合併 症が 生じた 場合 の対応  
Ｆ）説 明、 同意確 認の 年月日  

 
同意書、問診 票、イン フォー ムド・コンセ ン ト等に つい ては日 本人 患者へ の対 応と同 様に 患

者 の 自 己 決 定 権 を 実 現 し 患 者 満 足 に よ る 紛 争 防 止 の 観 点 か ら も 充 実 さ せ る こ と が 推 奨 さ れ ま
す。こ れら が運営 され る際に は、医療通 訳の 活用、翻訳 資料、タブ レット 端末 等をご 利用 くだ
さい。  

 
多様な 外国 人患者 が受 け入れ られ ていく 中で 、起こり うる 医療 紛争 はケー スご とに内 容は 異

なりま す。本 項のよ う に共通 する 考え方 と対 応方法 をも とに、紛 争 への対 策と して、事 前 に防
止する こと が最も 重要 です。 今後 は事例 の情 報を収 集す ること が重 要とさ れま す。  

 
 

（参考 資 料 ）※ 経 済産 業省  平成 22 年度 医 療サー ビス 国際化 推進 事業報 告書｢医 療機 関に お
ける紛 争の 事前防 止に 関する 検討｣  
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 外 国 人 患 者 と の 医 療紛 争 や そ の 前 提 と な る医 療 事 故 や 各 種 ト ラ ブル は 、 日 本 だ け で は なく 、
他国に おい ても大 きな 課題の 一つ となっ てい ます。そのた め、海外 ではそ の防 止に向 けた 様々
な取り 組み が行わ れて います 。  
 
例えば 、米 国保健 福祉 省（ HHS）の医療 研究・品質調 査機 構（ Agency for Healthcare Research 
and Quality, AHRQ ） は 、 2006 年 に 、 医 療 安 全 に チ ー ム で 取 り 組 む 「 チ ー ム ス テ ッ プ ス
（ TeamSTEPPS, Team Strategies and Tool to Enhance Performance and Patient 
Safety）」 を開発 し、 その活 用を 推奨し てい ます。 日本 でもこ の Team STEPPSを 導入 し て、
医療安 全に 取り組 んで い る医 療機 関もあ りま す 。  
 

AHRQ では 、こ のプ ロ グラム を応 用して 、2012 年に「TeamSTEPPS LEP モジ ュール 」と
いう、英語 を話 せない 患者、いわ ゆる LEP 患 者（ Limited English Proficiency Patient）に 特
化した 医療 安全 向 上の ための プロ グラム を開 発し、現 在、こ のプ ログ ラムを 活用 した LEP 患 者
の医療 安全 の向上 に取 り組ん でい ます。  

 
AHRQ が、この よう に LEP 患 者に 特化 した医 療安全 プロ グラム を開 発した 背景 には、米国 に

おい て LEP 患者 の数 が 増えて きて いるこ と、ならび に、様 々な 研究 によっ て、LEP 患 者に 関し
ては英 語を 話す患 者よ りも有 害事 象の発 生率 や感染・転倒・褥 瘡等 のリス クが 高いこ と が 報告
され 、患者 の安 全や医 療の質 、コ スト 等の観 点から も、LEP 患者 に 着目し た医 療安全 対策 が必
要と考 えら れるよ うに なった こと があり ます 。  

 
AHRQ が、この「TeamSTEPPS LEP モジュ ール」 と一 緒に公 表し た「 Improving Patient 

Safety Systems for Patients With Limited English Prof iciency: a Guide for Hospitals 」
では、LEP 患 者に おい て有害 事象 が発生 しや すい一 般的 な原因 とし て、以 下の 3 つを 挙げ てい
ます。  

 
 ・家 族や 友人、 資格 のない 職員 を通訳 とし て使う こと  

家族や 友人 は通常 、意 思疎通 に影 響を与 える 可能性 のあ る、言 語や 文化の 微妙 なニュ ア
ンスを 理解 してお らず 、医学用 語の使 用に 疑 問を呈 する ことが ない 。調査に よると、病
院のバ イリ ンガル のス タッフ は、資格 のあ る 医療通 訳者 よりも 臨床 的に重 大な 間違い を
犯す可 能性 が高い こと が実証 され ている にも かかわ らず 、LEP 患 者 の臨時 の通 訳とし て
機能す る場 合が少 なく ない。  

 
・基礎 的な 語学力 を使 って「 間に 合わせ る」 場合  

基 礎 的 な 、 あ る い は 中 級 程 度 の 外 国 語 ス キ ル を 持 つ 臨 床 医 は 、 有 能 な 通 訳 者 を 使 わ ず  
に「間 に合わ せる 」も しくは「何と かす る」こと を 試み、結果 的に 患者の リス クを増 大
させる 場合 が少な くな い。  

 
・患者 の治 療に影 響を 与える 文化 的価値 観や 慣習  

文化的 価値 観や慣 習、特に、痛 みの訴 えを 我 慢しよ うと する姿 勢や 、権威の ある人 への
服従、性別 の役 割など は、医 療の コミ ュニケ ーショ ンに 影響を 与え 、LEP 患者 のリ スク
を悪化 させ る可能 性が ある。  
 

 

 

 

 

 

 

 

MEMO 外 国 人 患 者 を 含 め た 多 様 な 患 者 に 対 す る 患 者 安 全 向 上 の た め の 取 組 み  
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そこで 、AHRQ では 、こ のよう な LEP 患 者に 対 する患 者安 全 性向 上の ための 鍵と なる提 言と

して 、以下 の 図 に示す ような ５つ の推奨 事項 をあげ てい ます 。第１ の推奨 事項 は、「（ LEP 患者
も含め ）多様 な患 者集 団の安 全の ために 支援 的な文 化を 院内に 育成 すると いう ことで す。第２
の推奨 事項 は、「 識別」です。具 体的 には、患 者の言 語 等 に関す る情 報を収 集し、その登 録 デー
タベー ス の 情報と 安全 管理の ため のデー タベ ースの 情報 をリン クさ せるこ とに よって 、必 要な
情 報 を 簡 単 ・ 効 率 的 に入 手 で き る よ う に す ると い う こ と で す 。 第 ３の 推 奨 事 項 は 、「 報 告 」 で
す。こ れに は、職員 が LEP 患者 に関 する 医療ミ スを 報 告で きるよ うな 戦略を 開発 したり 、そ の
報告を 効率 的・効 果的 に行え るよ うなト レー ニング を職 員に対 して 行った りす ること など が含
まれま す。第４ の推 奨 事項は 、「モ ニタリ ング 」で す。そし て、最後 の第５ の推 奨事項 は 、「 対
処 /防 止」です 。こ れに は、TeamSTEPPSを 活用し た、一般 的な戦 略と、特に ハイ リスク な場
面（処方 薬確 認、退院 、インフ ォー ムド・コ ンセン ト 、救 急診療、外科治 療等）での対 処 /防止
に 関 す る 戦 略 に 分 か れ と し て い ま す 。 そ し て、 矢 印 が 示 す よ う に 、「 識 別 」 と 「 報 告 」 の改 善
は、「モニ タリ ング 」の 改善に つな がり 、「 モニ タリン グ」の改善 は 、「 対処 /防止 」の改 善に つ
ながり 、こ れはま た 、「 識別 」、「報 告」に 戻る として いま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 AHRQ の 取り組 みは 、あく まで も 一 例に過 ぎませ ん 。しか し、外 国人患 者に ついて は、言語
的・文 化的な 壁が 生じ やすい こと も踏ま える と、外 国人患 者に 対す る 有害 事象 ひいて はそ れに
伴う医 療紛 争を防 止す るため には 、本マ ニュ アルの 中で ご紹介 した とおり 、通訳 体制 を整 備し
たり、各種 書類を 整備 して、イン フォー ムド・コン セン トを徹 底し たりす ると ともに 、こ のよ
うに、自院で 行っ てい る医療 安全 の取り 組み に外国 人患 者の特 性を 組み入 れ、あ らた めて その
医療安 全の 在り方 を検 討して いく こと も 有効 な方法 の一 つと考 えら れます 。  
 
＜引用 ・参 考文献 ＞  
 Agency for Healthcare Research and Quality,“Improving Patient Safety Systems for 
Patients With Limited English Proficiency”, Available:  https://www.ahrq.gov/health-
literacy/systems/hospital/lepguide/index.html[accessed  31-Mar-2020] 
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 本マ ニュ アルの 中で も触れ てい る通り 、特 に訪日 外国 人旅行 者患 者の場 合に は、そ の 医 療紛
争を防 止す るため には 、治療内 容だ けでは な く、医療 費や その支 払 い方法、個人 情報の 取 り扱
いなど トラ ブルに つな がりそ うな 事項に つい ては事 前に しっか りと 説明し 、患者 の同 意を 取っ
て おく こと が非常 に重 要にな りま す。  
 この 点、医 療紛争 が 多く、医 療費 の支払 い も複雑 な米 国の医 療機 関では、この ような ト ラブ
ルを防 ぐた めの一 つの 方法と して、以下 の図 のよう に、初 診の 患者 さんが 必ず 記入す る診 療申
込書（ Patient Registration Form） の 1 頁目 に 、氏 名、 年齢、 住所 、保険 情報 等の基 本情 報
を書い ても らい、2 頁 目以降 に、患者 さん の 権利や 義務、診 療に 対 する包 括同 意、個人 情 報の
取り扱 い、医 療費 の支 払い等 につ いて説 明し 、同意 をもら う形 式を 取って いる ところ が あ りま
す。  

必ずし も 診 療申込 書 を 利用す る必 要があ るわ けでは あり ません が 、昼夜問 わず、突然 来院 し
てくる こと が多い 訪日 外国人 旅行 者患者 に対 して、必 要な 説明・同 意 を 効果 的に 行うた めに は、
このよ うに 診療申 込書 を 上手 に 活 用する のも 一つの 方法 として 考え られま す。  
 
 
＜ 例： 米国 の医療 機関 におけ る 診 療申込 書（ 一部） の一 例 ＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

＜1 頁目 ＞               ＜ 2 頁目＞  
 （ 出 所 ： https://access365urgentcare.com/wp-content /uploads /2019/02/Patient-Registration-Forms-  

Revised-9-14-2017.pdf の 一 部 を 加 工 し て 掲 載 ）  

 

 

 

 

 

MEMO 海外の医療機関で行われている診療療申込書を活用した支払い等に関する説明・同意取得 

患 者 の 基 本 情 報 を 記 入  
医 療 費 の 支 払 い に 関 す る ル ー ル や 個 人 情
報 ・ IC 等 に つ い て 説 明 ＆ 患 者 の サ イ ン 欄  
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場面別対応 

 

 

  

◆ ２ ８ ． 場 面 別 対 応 の ポ イ ン ト   

◆ ２ ９ ． 受 付 の 場 面  

◆ ３ ０ ． 検 査 ・ 診 察 ・ 治 療 の 場 面  

◆ ３ １ ． 入 院 の 場 面  

◆ ３ ２ ． 診 断 書 の 作 成 ・ 交 付  

◆ ３ ３ ． 医 療 費 の 請 求 ・ 支 払 い  

◆ ３ ４ ． 処 方 箋 の 発 行  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第３章  
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 外国 人患 者の方 につ いては 、言語 の壁 や医 療習慣・医療 文化 の違 い から トラ ブルが 発生 する
ことも あり ます。ま た 特に、訪 日旅 行者患 者 の方の 場合 には、医 療 費の支 払い に関す る状 況が
公 的 医 療 保 険 の 対 象 とな る 患 者 と は 大 き く 異な る た め 、 こ う し た 外国 人 患 者 の 方 に つ い ても 、
日本人 の患 者と同 じよ うな受 診の 流れで 対応 してし まう と、ど うし ても ト ラブ ルが生 じや すく
なって しま います 。  
  

そのた め、上 記の よう な特徴 を有 する外 国人 患者の 方に 対して もト ラブル なく 対応す るた め
に は、「 情 報 収 集 」・「 説 明 」・「 同 意 」 を 徹底 し た 上 で 、診 療 を 行 う こ と が 非 常に 重 要 に な りま
す。例 えば、訪日 外国 人旅行 者患 者の方 が受 診して きた 場合、医療 機関 と し は 、その 方が 治療
を求め てい ること は分 かりま すが、それ以 外 の情報、どこ に滞在 さ れてい るの か、いつ ま で滞
在され てい るのか 、支 払い能 力や 支払い 方法 はどう なっ ている のか 、宗教 上若し くは それ 以外
の何か 特別 な要望 を持 ってい るの か、等 、一 切何も わか りませ ん。そのた め、受付の 段階 で徹
底的に 情報 収集を 行い 、必要な 情報 を入手 す ること が非 常に重 要に なりま す。な お、この 情報
収集は 、必要 なも のに 限られ 、全て の項 目の 情報 収 集に おいて 差別 的な取 り扱 いを行 って はい
けない こと は言う まで もあり ませ ん。  

 
そして 、必 要な 情報 収 集を 行 った ら、その 上 で、必要な 説明 、例え ば、医療費 概算 や医 療 費

の支払 い方 法をは じめ として 、外国 人患 者の 方から 寄せ られた 宗教 上若し くは その他 要望 に対
して対 応で きるの か否 か、対 応でき ない 場合 には代 替措 置とし てど のよう な方 法が考 えら れる
のか 、等に つい て説 明 し、同意を 得た 上で 、診療を 開始 するよ うに します 。な ぜな ら 、医 療機
関側で 外国 人患者 の方 の あら ゆる 要望 に 100%応える こと は 現実 的 には不 可能 です 。で す ので 、
自院の 状況 や提供 でき るサー ビス、医療 費の 額など をし っかり と説 明し、外国人 患者 の方 に納
得して もら う、場合 に よって は、医 療機関 と 外国人 患者 の方の 間で 妥協点 を探 したう えで 、診
療を開 始す るとい うこ とがト ラブ ルを防 止す る上で 非常 に大切 なこ とにな りま す。  

 
以上の よう な「（必 要な ）情報 収集 」・「説 明 」・「同 意」の 徹底 は、外国 人患者 の数 が増え 、そ

の多様 化が 進めば 進む ほど 重 要に なって くる ものと 考え られま す。 そこで 、 101 頁以降 で は、
① 受付 、➁検 査・診察・治療、③入 院、退 院 、④ 診 断書の 作成・交 付、⑤ 医療費 の請 求・支払
い、⑥ 処方箋 の発 行の それぞ れの 場面で これ らを ど のよ うに行 って いけれ ばよ いのか 、そ のポ
イント を説 明して あり ますの で、 是非参 考に してみ てく ださい 。  

 
また 、次 頁の図 ３2 は 、101 頁~108 頁 で紹 介して いる 「受 付の 場 面」の ポ イント をフ ロ ー

図とし てま とめた もの になり ます。こち らは 、あく までも 本マ ニュ アルで 紹介 したポ イン トを
整理し たも のに過 ぎま せんが、自院 で「外国 人患者 の体 制整備 方針 」やマニ ュア ル等を 整 備し
たら、その内 容を 反映 した自 院オ リジナ ルの フロー 図を 作成し 、職 員がい つで も目に でき る壁
に 貼 っ て お く 等 し て 、職 員 間 で そ の 内 容 を 簡単 に 共 有 で き る よ う にし て お く と よ い で し ょう 。 

 

 

 

 

 

 

  

２８．場面別対応のポイント  
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図 ３ 2 受 付 場 面 に お け る 外 国 人 患 者 対 応 フ ロ ー （ サ ン プ ル ）  
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① 外 国 人 患 者 が 話 す こ と の で き る 言 語 を 確 認 す る  

●日本 語で のコミ ュニ ケーシ ョン が十分 可能 な場合  
  ➡ その まま 日 本語 で 対応 する 。  

●日本 語で のコミ ュニ ケーシ ョン が困難 もし くは不 十分 と考え られ る場合  
  ➡ 自院 の通訳 体制（翻 訳 アプ リ 、電 話・映像医 療通 訳、院内 外 通訳者 等）や通 訳対 応 マニ

ュアル に従 って、 コミ ュ ニケ ーシ ョンが 取れ る状態 を確 保する 。  
 
② 来 院 の 目 的 を 確 認 す る （ 受 診 、 健 診 、 セ カ ン ド オ ピ ニ オ ン 、 検 査 、 薬 の 処 方 等 ）  

●来院 の目 的に問 題が ない場 合  
  ➡ 次の 「診療 申込 書 の記 入依 頼 と内 容確 認」 の ステ ップ へ 進む 。  

●来院 の目 的に問 題が ある場 合  
  例 ）「 薬だ けが ほし い」  
  ➡ 診察 を受け なけ れば 処 方箋 を出せ ない ことを 説明 し、同 意を 得る。  
  例 ）医 療目的 の受 診者（ 渡航 受診者 ）の 受診  
  ➡ 緊急 性がな い 場 合 には 、自 院の医 療目 的 の 患 者（ 渡航受 診者 ）の受 入 れ 方針（ 受 け 入れ

ない方 針）を患者 に説 明し、受入 れる場 合に はその ため の手続 きを 伝える 。（ 予約 方法・
提携し てい る渡航 支援 事業者 の 情 報等）  

 

 

 

 

 
① 診 療 申 込 書 へ の 記 入 を 依 頼 す る  

１）外 国人 患者へ 、診 療申込 書（ 外国人 患者 用）の 記入 を依頼 する 。  
２）記 入後 、記入 内容 を確認 する 。  
３）記 入内 容に漏 れや 読めな い文 字があ る場 合は、 再度 記入を 依頼 する。  

 
② 上 記 ① の 手 続 き に よ っ て 、 以 下 の よ う な 情 報 を 入 手 す る  

１）名 前（ アルフ ァベ ット表 記）  
２）国 籍  
３）母 語お よび母 語以 外に対 応可 能な言 語  
４）日 本で の住所 と連 絡先（ 在留 外国人 患者 ）／滞 在先 （訪日 外国 人旅行 者患 者）  
５）勤 務先  
６）日 本で の滞在 期間 （訪日 外国 人旅行 者の 場合）  
７）医 療保 険加入 の有 無（公 的お よび民 間）  
８）医 療費 の支払 い方 法  
９）宗 教上 の要望  
10）緊急連 絡先  
11）宿泊事 業者 や知人 等、付 添者 の連絡 先（ 訪日外 国人 旅行者 患者 の場合 ）  

 
 
③ 上 記 ② の 手 続 き に よ っ て 、 自 院 で 対 応 で き な い こ と が 判 明 し た 場 合  

１）自院で対応できないことがある場合には、できない旨を伝える。（診療科、宗教上の対応等） 
２）自院で対応できないと判断した場合には、周辺で対応できる医療機関を把握しておき、患者や医療

機関に紹介する。 
 
※患者が日本人か外国人かにかかわら保険証を持たない患者の受診時には、身元確認が推奨される。 
 訪日外国人の場合、パスポート等による身元確認が推奨される。 

２９．受付の場面 

29-１．外国人患者の対応可能な言語や来院目的の確認  

29-２．診療申込書の記入依頼と必要情報の収集  
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< 保険証を持たない訪日外国人に対する身元確認の目的> 
◆医療情報管理( 診療申込書の記載の照会等) 
◆重症化した際の連絡先の確認 
◆民間保険加入の照会 
◆滞在期間を前提にした治療計画の検討 
◆未収金対策等 
(訪日外国人に対する身元確認は以上のような目的であり、外国人であるかの確認目的では無い) 

 
< 身分証明書による身元確認をする> 
◆確認する身分証明書 

  ・パスポートを持っている場合 
訪日外国人は入管法第23 条でパスポートの携帯義務があり本人確認を実施出来る。（クルーズ客の
場合は、「船舶観光上陸許可書｣で確認することも出来る。） 

  ・パスポートを持っていない場合 
自国の身分証明書等を確認する等の方法が推奨される。 

 
< 身分証明書が確認出来ない場合> 

◆電話番号やメールアドレス、勤務先、勤務先の電話番号、クレジットカードの提示を依頼する等でき
る限りの情報を収集することが推奨される。（本人確認が出来ない場合でも、応招義務は適用され
る。） 

 
 

 
 
● Pay ＆  Claim 方 式（ 医 療 費 の 全 額 を 一 旦 医 療 機 関 に 支 払 っ て 、後 日 保 険 会 社 に 請 求 す る 方

式 ） の 保 険 を 保 有 し て い る 場 合  
①現金 やク レジッ トで 全額支 払う 外国人 患者 と同じ よう に扱う 。  
②念の ため 、保有 して いる保 険の 「保険 開始 日」と 「補 償範囲 」を 本人に 確認 する。  

 
● 医 療 ア シ ス タ ン ス 付 き 海 外 旅 行 保 険 を 保 有 し て い る 場 合  

①外国 人患 者が、保険 契約書 等に 記載さ れて いる連 絡先 に連絡（キ ャッシ ュレ スサー ビス を
利用し たい 旨を保 険会 社に伝 えた かどう か）を確認 し、連 絡し てい ない場 合に は至急 連絡
するよ うに 伝える 。  

②保険 会社 もしく は医 療アシ スタ ンス会 社か ら届い た「 支払 保証 」の補償 範囲 や上限 額等 を
確認す る。  

③「支払保証」が届くまでは、現金やクレジットカードで支払う外国人患者と同様の対応を行う。 
 ④支 払保 証の上 限額 を超え た医 療費や 免責 額に該 当す る医療 費、保証外 の医 療費に つい ては 、 
  患 者の 自己負 担と なるた め、現 金や クレ ジット カー ドで支 払う 外国人 患者 と同様 の対 応を

行う。  
 
● 自 院 が 提 携 し て い る 保 険 会 社 の 保 険 を 保 有 し て い る 場 合  

①外国 人患 者が 、保 険 契約書 等に 記載さ れて いる連 絡先 に連絡（ キ ャッシ ュレ スサー ビス を
利用し たい 旨を保 険会 社に伝 えた かどう か ）を確認 し 、連絡 して い ない場 合に は至急 連絡
するよ うに 伝える 。  

②保険 会社 から届 いた 「支払 保証 」の補 償範 囲や上 限額 等を確 認す る。  
③「支払保証」が届くまでは、現金やクレジットカードで支払う外国人患者と同様の対応を行う。 
④支払 保証 の上限 額を 超えた 医療 費や免 責額 に該当 する 医療費 、保 証外の 医療 費につ いて は、 

患者の自己負担となるため、現金やクレジットカードで支払う外国人患者と同様の対応を行う。 
（詳細 につ いては 、本 マニュ アル の「１ ０． 海外旅 行保 険」（ 35-39 頁）を 参照 ）  

 
 
 
 
 
 
 

29-３．海外旅行保険やその他の海外の民間医療保険を保有している場合の確認方法  
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① 診 療 の 流 れ と 支 払 い 方 法 を 説 明 す る  

１）日 本の医 療機 関で の一般 的な 診療の 流れ   
と、診 療後 に医 療費の 請求を 行う ことを   
説明す る。  

２）自 院で の可能 な支 払い方 法を 説明す る。 
 

● 現 金  
１）日 本円で の支 払い のみ受 付可 能であ るこ     

とを伝 える 。  
２）外 貨での 支払 いが 可能な 場合 はその 旨を   

伝える 。  
３）近 隣で外 貨両 替所 や外貨 の引 き出し が可  

能な ATM の情 報を あら かじめ 把握 して  
おき、 必要 な場合 には 、その 情報 を外国   
人患者 に伝 える。  

 
●クレ ジッ トカー ド（ 利用可 能な クレジ ット  

カード 会社 ）や電 子マ ネー  
１）自 院に おいて 利用 可能な クレ ジット カ  

ードや 電子 マネー の情 報を伝 える 。  
 
 
 

 

 

 

 
① 概 算 医 療 費 を 算 出 す る  
１）自院の「 外国 人向 け医療 費価 格設定 方針 」や「概 算医 療費 算出 方針 」に従 って 概算 医 療費

を算出 する 。  
 
② 概 算 医 療 費 を 提 示 す る  
１）外 国人 患者の 理解 可能な 言語 で概算 医療 費を 書 面若 しくは 口頭 で 提示 する 。  
２）概 算医 療費は 、検 査や処 置の 内容等 によ って変 動す ること もあ わせて 説明 する。  

 

 

29-４．支払いに関する事前説明 

<POINT> 

◆ 特 に 「 訪 日 外 国 人 旅 行 者 患 者 」 で 、 入 院

治 療 等 の た め 、 医 療 費 が 膨 ら む 場 合 に は 現

金 や ク レ ジ ッ ト カ ー ド だ け で は 対 応 で き な

い 場 合 が あ り ま す 。 こ の よ う な 場 合 に は 、

本 国 の 家 族 や 友 人 か ら 海 外 送 金 を し て も ら

う 方 法 が あ り ま す 。 必 要 に 応 じ て 、 そ の よ

う な 選 択 肢 も あ る こ と を 外 国 人 患 者 に 伝 え

る こ と が 推 奨 さ れ ま す 。 そ の 場 合 に は 、 ①

取 引 銀 行 名 、 ②  SWIFT コ ー ド （ 国 際 送 金

シ ス テ ム 上 で 相 手 方 の 銀 行 を 特 定 す る た め

に 用 い ら れ る 金 融 機 関 識 別 コ ー ド ）、 ③ 支 店

名 、 ④ 支 店 住 所 、 ⑤ 病 院 名 、 ⑥ 口 座 名 義 人

の 名 前 、 ⑦ 口 座 番 号 の 英 語 表 記 の 情 報 を 伝

え る 必 要 が あ り ま す 。 ま た 、 こ の 場 合 、 銀

行 手 数 料 は 患 者 側 の 負 担 と な る こ と を き ち

ん と 説 明 し 、 さ ら に 送 金 が 終 了 し た ら 、 送

金 明 細 書 を メ ー ル や FAX で 病 院 宛 に 送 っ て

も ら う こ と が 必 要 で す 。  

29-5．概算医療費の算出および提示 

<POINT> 
◆ 外 国 人 患 者 に 対 し て ス ム ー ズ に 概 算 医 療 費 を 提 示 で き る よ う に す る た め に あ ら か じ め 、 ① 自 院 に

お け る 「 訪 日 外 国 旅 行 者 患 者 」 向 け 価 格 設 定 方 針 、 ② ど の よ う な 場 合 に 概 算 医 療 費 を 提 示 す る の か

（ す べ て の 外 国 人 患 者 な の か 、 公 的 医 療 保 険 に 加 入 し て い な い 外 国 人 患 者 の み か 、 支 払 い 額 が 一 定

額 以 上 に な る 外 国 人 患 者 の み か 等 ）、 ③ 概 算 医 療 費 を 計 算 す る た め の 医 師 に 検 査 や 治 療 内 容 を 確 認

す る 方 法 や そ の 担 当 者 、 ④ 概 算 医 療 費 の 算 出 方 式 、 等 に 関 す る 自 院 の 方 針 や マ ニ ュ ア ル を 整 備 し て

お き ま し ょ う 。  

 

◆ 概 算 医 療 費 よ り も 請 求 時 の 金 額 が 高 く な る と ト ラ ブ ル の 原 因 に な り ま す 。 概 算 医 療 費 を 算 出 す る

際 に は 、 請 求 時 の 金 額 よ り も 低 く な ら な い よ う に 注 意 し ま し ょ う 。  

 

◆ 自 院 で よ く 行 わ れ る 典 型 的 な 検 査 や 処 置 、 治 療 等 に つ い て 、 あ ら か じ め 料 金 表 を 作 っ て お く と 便

利 で す 。                （ 詳 細 に つ い て は 、 本 マ ニ ュ ア ル 49-54 頁 参 照 ）  
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（出所：厚生労働省「外国人向け多言語説明資料一覧 概算医療費（日本語・英語）） 

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokusai/setsumeisiry

o/dl/en11.pdff 

図 ３ 3 概 算 医 療 費 提 示 書 類 の 一 例  



 

- 105 - 

 

 

 
 
① 概 算 医 療 費 を 提 示 し た 上 で 、 診 療 開 始 に 関 す る 患 者 の 意 思 を 確 認 す る  

１）外 国人 患者に 対し て概算 医療 費を提 示し た上で 、診 療開始 の意 思を確 認す る。  
 
② 医 療 費 に 関 す る 外 国 人 患 者 の 要 望 を 確 認 す る  

１）医 療費 に関し て、 外国人 患者 の要望 がな いか確 認す る。   
２）外国 人患 者から 要 望があ った 場合に は、その旨 を診 療録等 に記 載して、院内 関係者 間 で  

共有で きる ように して おく。  
例 ）「 でき る だけ 海 外 旅行 保 険の 補償 範 囲で 収ま る よう にし て もら いた い 。」（ 入 院の 場

合、多 床室 は補償 範囲 内だが 、個 室は補 償範 囲外の よう な場合 等）  
例）「 医療 費 の支 払 い に不 安 があ るの で 、で きる だ け医 療費 が 安く 抑え ら れる よう に し

てもら いた い。」  
例）「 概算 医 療費 で 提 示さ れ た以 外に 、 追加 の検 査 や処 置が 必 要に なる 場 合に は、 必 ず

事前に いく らくら いか かるの か教 えてほ しい 。」  
 
③ 医 療 費 の 支 払 い 方 法 を 確 認 し 、 必 要 に 応 じ て デ ポ ジ ッ ト （ 前 払 い ） 等 を 請 求 す る  

１ ）医 療 費 の 支 払い 方 法 を確 認 す る。（ 現 金 、 クレ ジ ッ ト カ ード 、 海 外旅 行 保 険 の キャ シ ュ
レスサ ービ ス、要 国際 送金等 ）  

２）医 療機 関が 医療費 を診察 開始 前に受 領す ること を妨 げる規 定は なく、デポ ジッ ト（ 前 払
い）を 請求 する ことも 可能で あり 、そ の方針 を取っ てい る医療 機関 では、デポ ジッ トの
方法や 精算 方法な どに ついて 、外 国人患 者の 理解可 能な 言語で 説明 する。  

３）外 国人 患者に 対し てデポ ジッ トを請 求す る。  
４ ） デ ポ ジ ッ ト を 受 け取 っ た 場 合 に は 、 デ ポジ ッ ト の 受 け 取 り 証 明書 を 外 国 人 患 者 に 渡 す。 

 
 
 
 
● 外 国 人 患 者 に 対 し て 問 診 票 の 作 成 依 頼 を 行 い 、 記 入 後 、
内 容 の 確 認 を 行 う  

１ ） 外 国 人 患 者 に 対 し て 、 診 療 申 込 書 の  「 希 望 す る 診
療 科 」 に 記 入 が あ る 場 合 に は 、 そ の 診 療 科 の 問 診 票
を渡す 。（ 参照 ：次 頁の 内科の 問診 票のサ ンプ ル）  

２）希 望す る診療 科が わから ない 場合は 、医 師もし くは    
看護師 によ る問診 を行 う。  

３）記 入後 、問診 票を 受取り 、記 入内容 を確 認する 。  
４）（サ ンプ ルの問 診票 の最後 の部 分にあ ると おり ）必要

に 応 じ て 、 ① 通 訳 の 希 望 の 有 無 や 、 ② 宗 教 上 の 要 望 、
③ 医 療 費 の 支 払 い の 観 点 か ら 診 療 に 関 す る 要 望 が な い
か、再 度確 認する 。  

 

29-６．支払い方法や患者の要望の確認およびデポジット（前払い）の請求 

<POINT> 
◆ 患 者 か ら デ ィ ス カ ウ ン ト 要 求 … 外 国 人 患 者 の 中 に は 、 医 療 費 の デ ィ ス カ ウ ン ト を 要 望 す る 人 も い

ま す 。 要 望 が あ っ た 場 合 の 対 応 や 自 院 の 方 針 を 明 確 に す る こ と が 推 奨 さ れ ま す 。（ 職 員 に よ っ て

対 応 方 法 や 、 例 え ば デ ィ ス カ ウ ン ト は 一 切 行 わ な い 旨 を 説 明 す る 際 で も 、 そ の 説 明 内 容 が 異 な る

と ト ラ ブ ル の 原 因 に な る こ と が あ り ま す 。）  

◆ 帰 国 前 清 算 の 徹 底 …  外 国 人 患 者 、 特 に 訪 日 外 国 人 旅 行 者 の 場 合 、 一 旦 帰 国 し て し ま う と 医 療 費

の 回 収 は 非 常 に 困 難 で す 。 で き る だ け 院 内 に い る 間 に 全 額 回 収 で き る よ う な 支 払 い 方 法 ・ 支 払 い

計 画 を 立 て る こ と が 肝 要 で す 。  

◆ 預 か り 金 に つ い て … 保 険 診 療 に お い て 、 将 来 的 に 発 生 す る こ と が 予 想 さ れ る 債 権 を 適 正 に 管 理 す

る 観 点 か ら 、 保 険 医 療 機 関 が 患 者 か ら 「 預 り 金 」 を 求 め る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 保 険 医 療 機 関

は 、 患 者 側 へ の 十 分 な 情 報 提 供 、 同 意 の 確 認 や 内 容 、 金 額 、 精 算 方 法 等 の 明 示 な ど の 適 正 な 手 続

を 確 保 す る こ と と さ れ て い ま す 。   

 

29-７．問診票の作成依頼・確認 

<POINT> 
◆ 外 国 人 患 者 の 中 に は 、 日 本 語 を

比 較 的 流 暢 に 話 す こ と は で き て

も 、 読 み 書 き は 苦 手 な 人 も い ま

す 。「 Ⅰ ． 対 応 可 能 な 言 語 の 確

認 」 に お い て 、 通 訳 は 必 要 な い

と 判 断 さ れ た 患 者 で も 、 外 国 語

版 の 問 診 票 が あ る 場 合 は 、 ど ち

ら の 問 診 票 を 利 用 す る か 本 人 に

確 認 し て 、 本 人 が 選 ん だ 問 診 票

を 渡 す こ と が 推 奨 さ れ ま す 。  

 



 

- 106 - 

 

 

（ 出 所 ： 厚 生 労 働 省 「 外 国 人 向 け 多 言 語 説 明 資 料 一 覧 」）  

https://www.mhlw.go.jp /stf /seisakunitsuite /bunya /kenkou_iryou /iryou /kokusai /setsumei -ml.html  

 

図 ３ 4 問 診 票 （ 内 科 ） の サ ン プ ル （ 英 語 版 ）  1/3 頁  
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（ 出 所 ： 厚 生 労 働 省 「 外 国 人 向 け 多 言 語 説 明 資 料 一 覧 」）  

https://www.mhlw.go.jp /stf /seisakunitsuite /bunya /kenkou_iryou /iryou /kokusai /setsumei -ml.html  

 

＜ ２ /3 頁 ＞  
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（ 出 所 ： 厚 生 労 働 省 「 外 国 人 向 け 多 言 語 説 明 資 料 一 覧 」）  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokusai/setsumei
-ml.html  

 

 

＜ ３ /3 頁 ＞  
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①外国人患者の対応可能言語を確認する  
 １）診療録に記載されている情報等から、外国人患者のコミュニケーション可能な言語を確認する。 
  

●診療録に日本語での対応可と記載されている場合  
Ａ）通常通り、日本語で対応する。  
Ｂ）検査・診察・治療の内容から、外国人患者の日本語力では十分なコミュニケーションが不可能

と判断した場合には、自院の通訳利用方針・マニュアルに従って、通訳手段を確保する。  
 

●診療録に、日本語での対応が困難であり通訳の利用が必要もしくは家族・知人が通訳を行う旨の
記載がある場合 

Ａ）自院の通訳利用方針・マニュアルに従って通訳手段を確保した上で、検査・診察・治療を行う。  
Ｂ）外国人患者が家族・友人を通訳者として同行させていても、検査・診察・治療の内容から、正

確な通訳や、倫理的に当該家族・友人に通訳させることが適当でないと判断した場合には、通
訳手段確保の必要性を外国人患者に説明した上で、自院の通訳利用方針・マニュアルに従って、
他の通訳手法を確保するように努める。  

 
②外国人患者に説明文書を手渡す際には、手渡す説明文書の言語を確認する  

１）外国人患者の中には日本語を話すことができても読み書きが苦手な患者もいるため、説明同意
書等の院内書類を用いて患者に説明したり渡したりする際には、診療録に記載されている情報
等から日本語版を渡すのか、それとも他言語版を渡すのか確認する。  

２）必要がある場合には、外国人患者に、日本語版以外の説明資料もあることを伝え、どちらの言
語の文書を希望するか確認し、患者の希望する言語の文書を渡す。  

 
③宗教・習慣上の要望や配慮すべき点等を確認する  

１）診療録に、宗教上の要望や配慮すべき点が記載されていないか確認してから、検査・診察・治
療を開始する。 

２）外国人患者の要望等に応えられない時には、あらかじめその旨を患者に説明し、同意を得た上
で、検査・診察・治療を開始する。  

３）外国人患者、特に訪日外国旅行者患者の場合には、日本では一般的な検査や治療でも馴染みが
なく不安を覚えることも少なくないため、外国人患者に戸惑いや不安が見られた場合には、い
ったん、行っている検査や治療を中断して、その内容や流れを説明し、本人の不安や戸惑いが
解消されたのを確認してから再開するようにする。  

 
④医療費に関する患者の要望等を確認し、必要な対応を行う  

１）外国人患者、特に医療費が全額自己負担となる
「訪日外国人旅行者患者」の場合には、医療費
の観点から、検査や処置等に関して要望がある
場合がある。そのため、診療録等からそのよう
な観点からの要望がないか確認する。  

２）検査や診察の結果、医療費の概算では示されて
いなかった追加の検査や治療が必要となった場
合には、事務部門と協力しながら追加の検査や
治療の費用を外国人患者に提示し、必ず患者の
同意を得た上で、当該検査や治療を実施する。  

３）外国人患者から、医療費以外で検査や診療に影
響を与えるような要望がないか確認する（例え
ば、ツアーのスケジュール上明日飛行機に乗っ
て帰国したい等）。その上で、患者の要望に応え
ることが診療上難しい場合には、その旨を患者にきちんと説明する。  

  

３０．検査・診察治療の場面  

<POINT>  

◆ 呼吸器検査等では、検査者の声に合わせてタイミン

グよく患者に呼吸させる必要がありますが、通常の会

話集や電話通訳ではコミュニケーションは難しく、ま

た通訳者が同伴することも放射線検査室内等では難し

くなります。そのため、事前に外国人患者の方とジェ

スチャーの仕方を打ち合わせ、検査本番では検査者が

ジェスチャーで指示するなどの工夫をして対応するこ

とも必要になってきます。このような自院独自の工夫

を行う場合には、そのことをマニュアルに盛り込んだ

上で、事前に必ず外国人患者に説明することが推奨さ

れます。 
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①外国人患者の対応可能言語やコミュニケーションの取り方を確認する 

１）診療録の情報等から外国人患者の対応可能な言語を確認する。 
●診療録に日本語での対応可と記載されている場合 
Ａ）通常通り日本語で対応する。 
Ｂ）入院中に外国人患者の日本語力では十分なコミュニケーションが不可能と判断した場合には、自院

の通訳体制方針・通訳利用マニュアルに従って、通訳手段を確保する。 
 
●診療録に日本語での対応が困難である旨記載されている場合 
Ａ）自院の通訳利用方針・マニュアルに基づいて、外国人患者が入院中のコミュニケーションの取り方

を確認しておく。 
Ｂ）特に災害発生時の対応方法やコミュニケーションの取り方も確認しておく。 

 
②外国人患者に対して自院の入院の流れや入院中のルール、病棟内の設備の使用方法等を説明する 

１）外国人患者に対して、自院の入院の流れや入院中のル
ール、病棟内の設備の使用方法等を、外国人患者の
理解可能な言語で説明する。特に、注意事項等につ
いては明確に伝える。 

２）外国人患者や家族に対して、入院中の流れや入院中の
ルール、病棟内の設備等の使用方法について不明な
点や質問があるか確認し、質問があった場合には適
切な回答を行う。 

３）外国人患者や家族に対して、入院中の要望があるかど
うか確認し、要望があった場合には対応の可否や対
応方法について検討し、結果を伝える。（例えば、病
室にポータブルのコンロを持ち込んで温かい食事を
食べさせたい、本国にいる家族に国際電話をかけた
い、等） 

 
 
 
 
③外国人患者に対して、宗教・習慣上の要望や配慮すべき点等を確認する 

１）診療録の情報や上記②の手続き等から、宗教・習慣上の要望や配慮してもらいたい点がないか確認
する(入院食の取扱いについては、本文 77－78 頁を参照。)。 

 
④入院中の医療費の支払い方法を検討する 

１）外国人患者の中でも、全額医療費が自己負担となる「訪日外国人旅行者患者」の場合には、入院期
間中の医療費を細かく請求し、支払ってもらうのも医療費に関するトラブルを発生させないために
は重要なポイントとなる。そのため、当該外国人患者の状況や事情に応じて、入院期間中の医療費
の支払い方法を検討し、最も適切と思われる方法で医療費の請求を行い、医療費を支払ってもらう。 

 
⑤保険会社ならびに医療アシスタンス会社へ必要な診療情報を提供する 

１）外国人患者がキャッシュレスの海外旅行保険を利用する場合には、医療アシスタンス会社もしくは
保険会社等から状況確認の問い合わせがくる。その場合には、事務部と診療担当者で協力しながら
対応する。 

  

３１．入院の場面 

<POINT> 

◆ 入 院 の 流 れ や 入 院 中 の ル ー ル 、 生 活 は 国 に

よ っ て 大 き く 異 な り ま す 。 例 え ば 、 ア ジ ア

や 他 の 地 域 の 国 々 に は 、「 入 院 食 」 が な く 、

入 院 中 の 食 事 も 患 者 や 家 族 が 個 々 に 購 入 し

た り 、 用 意 し た り す る と こ ろ も あ り ま す 。

ま た 、 入 院 中 、 毎 日 、 医 療 費 の 明 細 書 を 患

者 に 渡 す 国 も あ り ま す 。 こ の よ う に 入 院 中

の 「 食 事 」 や 「 看 護 」、「 介 護 」、「 医 療 費 」、

「 持 参 す る も の 」、「 備 品 の 扱 い 方 」、「 禁 止

事 項 」 等 は 、 国 に よ っ て 異 な る の で 、 外 国

人 患 者 の 方 が 入 院 し て き た 場 合 に は 、 自 院

の 入 院 中 の 流 れ や ル ー ル を し っ か り と 理 解

し て も ら う こ と が ト ラ ブ ル を 防 止 す る 上 で

非 常 に 重 要 で す 。  
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① 診 断 書 等 の 書 類 の 要 否 を 確 認 す る  

１）診 断書 が必要 か確 認する 。  
２）外 国語 で対応 して いない 場合 には、 日本 語での 交付 だと伝 える 。  
３）診 断書 の使用 目的 と提出 先を 確認す る。  
４）所定 の書 式が ある かどう か確 認し、特に 所定の 書式 がなけ れば 自院の 様式 でよい か確 認

する。  
② 診 断 書 の 交 付 方 法 を 説 明 す る  

１）診 断書 交付に かか る費用 を説 明する 。   
２）発 行ま でにか かる 期間を 説明 する。  
３）診 断書 の受取 り方 法を確 認す る。  

 

 

 

  

３２．診断書の作成・交付  

<POINT>  

◆ 病 気 や 怪 我 の 状 態 で 飛 行 機 に 乗 る 際 に は 、 各 航 空 会 社 指 定 の 診 療 情 報 提 供 書 の 提 出 が 求 め ら れ 、 提 出 し な

い と 搭 乗 拒 否 と な る 場 合 も あ り ま す 。 こ の 診 療 情 報 提 供 書 に は 外 国 人 患 者 本 人 と 主 治 医 の そ れ ぞ れ が 記 載

す る 部 分 が あ り ま す 。 所 定 の 書 式 は 多 く の 場 合 、 各 航 空 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ か ら ダ ウ ン ロ ー ド す る こ と が

で き ま す 。 な お 、 こ の よ う な 診 療 情 報 提 供 書 で は 、 医 師 の ラ イ セ ン ス 番 号 等 の 記 載 を 求 め ら れ る こ と が あ

り ま す 。 比 較 的 高 い 頻 度 で 記 載 が 求 め ら れ る 情 報 は 、 い つ で も 記 載 で き る よ う に 準 備 し て お く こ と が 推 奨

さ れ ま す 。  

 

◆ 「 訪 日 外 国 人 旅 行 者 患 者 」 が 、 医 療 搬 送 と い う 形 で 医 療 電 子 機 器 等 を 飛 行 機 に 持 ち 込 ん で 帰 国 す る 際 に

は 、 診 療 情 報 提 供 書 の 提 出 だ け で は な く 、 持 ち 込 む 医 療 機 器 の 情 報 を あ ら か じ め 航 空 会 社 に 知 ら せ 、 許 可

を 得 る 必 要 が あ り ま す 。 医 療 搬 送 手 続 き を 行 う 医 療 ア シ ス タ ン ス 会 社 が 行 う 場 合 は 別 で す が 、 医 療 搬 送 手

続 き に 自 院 が 関 わ る 場 合 に は 、 こ の よ う な 情 報 提 供 や 許 可 を 得 る ま で に 時 間 を 要 す る 場 合 も あ る た め 注 意

が 必 要 で す 。  

 

◆ 海 外 旅 行 保 険 の 中 に は 、 Pay ＆  Claim 方 式 （ 外 国 人 患 者 が い っ た ん 医 療 費 の 全 額 を 医 療 機 関 に 支 払 い 、

後 日 保 険 会 社 に 請 求 す る 方 式 ） の も の が 多 く あ り ま す 。 保 険 会 社 は 、 審 査 の 際 、 検 査 や 診 察 等 と 処 置 や 治

療 、 処 方 薬 の 関 係 が 明 確 で な い と 、 外 国 人 患 者 に 対 す る 支 払 い を 拒 否 し た り 、 医 療 機 関 に 直 接 問 い 合 わ せ

た り す る 場 合 も あ る の で 、 診 断 書 を 作 成 す る 際 に は 気 を つ け る こ と が 必 要 で す 。  
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①請求書の発行 

１）外国人患者が会計窓口に来たら、医療費を計算し、請求書を発行する。 
●英語版の請求書が発行可能な場合 
Ａ）日本語版と英語版のどちらの請求書を希望するか確認し、希望した版の請求書を発行する。  

  ※日本語版の請求書と英語版の請求書を二重発行しないように注意する。  
●英語版の請求書の発行が不可能な場合 
Ａ）日本語版の請求書を発行する。 
Ｂ）外国人患者が英語版の請求書の発行を希望した場合には、自院では対応が不可能なことを説明す

る。 
②医療費の支払い 

１）請求書を提示し、支払い方法を説明する。あわせて外国人患者の支払い方法（現金・クレジットカ
ード等）を確認する。デポジットを預かっていた場合には、その差額分の支払い方法もしくは返金
方法について説明する。 

２）支払い手続きを行う。 
 
③領収書・明細書を発行する 

●英語版の領収書・明細書の発行が可能な場合 
Ａ）日本語版と英語版のどちらの領収書・明細書を希望するか確認し、希望した版の領収書・明細書を

発行する。 
※日本語版の領収書・明細書と英語版の領収書・明細書を二重発行しないように注意する。  

●英語版の領収書・明細書の発行が不可能な場合 
Ａ）日本語版の領収書・明細書を発行する。 
Ｂ）外国人患者が英語版の領収書・明細書の発行を希望した場合には、自院では対応が不可能なことを

説明する。 
 
④終了案内 

１）外国人患者に対して、診療手続きがすべて終了したことを伝える。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３３．医療費の請求・支払い  

<POINT>  

◆ 海 外 の 保 険 会 社 で は 、 日 本 の 医 療 機 関 が 日 本 語 の 領 収 書 や 明 細 書 し か 発 行 で き な い 場 合 に は 、

日 本 語 版 の 領 収 書 や 明 細 書 で も 問 題 な い と す る と こ ろ が 少 な く あ り ま せ ん 。 も し 、「 訪 日 外 国

人 旅 行 者 患 者 」 が 、「 英 語 版 の 領 収 書 や 明 細 書 で な い と 困 る 」 と 主 張 す る 場 合 に は 、 本 人 に 保

険 会 社 に 連 絡 し て も ら い 、 日 本 語 版 の 領 収 書 ・ 明 細 書 で 問 題 な い か 確 認 し て も ら う こ と が 推 奨

さ れ ま す 。  

 

◆ 特 に 額 が 大 き い 領 収 書 に 関 し て 、 明 細 書 が 付 い て い な い 場 合 に は 、 海 外 の 保 険 会 社 か ら 医 療 機

関 に 対 し て 直 接 、 領 収 書 の 内 訳 に つ い て 説 明 を 求 め る 旨 の 連 絡 が 入 る こ と が あ り ま す の で 、 明

細 書 は 必 ず つ け る こ と が 推 奨 さ れ ま す 。  
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① 処 方 箋 の 発 行  
 １） 薬が 処方さ れて いる場 合に は、処 方箋 を発行 し渡 す。  
 ２） 処方 薬の購 入方 法を外 国人 患者の 理解 可能な 言語 で説明 する 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３４．処方箋の発行 

<POINT> 

◆ 特 に 「 訪 日 外 国 人 旅 行 者 患 者 」 の 場 合 に は 、 1 年 分 な ど 長 期 間 の 処 方 を 求 め て く る 場 合 も あ

り ま す 。 長 期 処 方 を 求 め ら れ た 場 合 の 自 院 の 方 針 を あ ら か じ め 明 確 に し て お き 、 長 期 処 方 が

で き な い 場 合 に は そ の 旨 を 外 国 人 患 者 に 説 明 す る よ う に し ま す 。  

 

◆ 外 国 人 患 者 の 中 に は 、 母 国 で 普 段 使 用 し て い る も の と 同 じ 名 前 の 薬 を 処 方 し て ほ し い と い う

人 も い ま す 。 同 じ 名 前 で あ っ て も 、 国 に よ っ て 成 分 が 異 な る こ と や 、 合 剤 （ 複 数 の 薬 剤 成 分

を １ つ の 薬 の 中 に 配 合 し た 医 薬 品 ） の 場 合 も あ る の で 、 確 認 の 上 、 処 方 し ま し ょ う 。  

 

※ 外 国 人 患 者 の 場 合 に 、 処 方 薬 を 入 手 し て も 、 薬 の 飲 み 方 や 説 明 書 が 日 本 語 で あ れ ば 、 服 用 し

な い 可 能 性 が あ り ま す 。 院 内 処 方 の 場 合 に は 、 自 院 の 通 訳 方 針 や 通 訳 利 用 マ ニ ュ ア ル に 基 づ

い て 、 薬 の 飲 み 方 に つ い て 説 明 し た り 、 外 国 人 患 者 の 理 解 可 能 な 言 語 の 説 明 書 を 用 意 し た り

で き る 場 合 （ 院 内 で 独 自 に 説 明 書 を 用 意 、「 く す り の し お り 」 を 利 用 等 ） に は 、 そ の 説 明 書 を

渡 し ま し ょ う 。 院 外 処 方 の 場 合 に は 、 近 隣 に 多 言 語 で 対 応 可 能 な 薬 局 等 が あ る か な ど の 情 報

も あ わ せ て 伝 え ま し ょ う 。  
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付 録 １ ： 訪 日 外 国 人 の 受 診 時 対 応 チ ェ ッ ク リ ス ト v.1.1 
（ ・原 本は 、 厚生 労働 省の専 用サ イトか らダ ウンロ ード できま す。
https://www.mhlw.go.jp /stf/seisakunitsuite /bunya/0000202921_00012.html）  
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付 録 ２ ： 受 付 で 使 え る 訪 日 外 国 人 受 診 者 対 応 簡 易 手 順 書  v.1.1（ 全 4 頁 ）  
（・ 付 録１ の簡易 解説 書にな りま す。ま た 原 本は、 厚生 労働省 の専 用サイ トか らダウ ンロ ー
ドでき ます 。
https://www.mhlw.go.jp /stf/seisakunitsuite /bunya/0000202921_00012.html）  
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付 録 3： 医 療 機 関 の た め の 「 や さ し い 日 本 語 」 研 修 ガ イ ド  
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付 録 4： お 役 立 ち 情 報 サ イ ト リ ス ト  
（ ・以 下の 情報は 、令 和３年 ３月 ３１日 時点 のもの です 。また 、以 下の 頁 数は 、マニ ュア ル
で紹介 して いる頁 とな ります ので 、各情 報の 詳細に つい ては、 マニ ュアル 本文 を ご参 照く だ
さい 。）  

第 1 章  外 国人患 者に 関連す る制 度  

２．外 国人 医療に 関連 する政 府の 施策の 動向  

13 頁  健康・医療 戦略推 進本 部・訪 日外

国 人 に 対 す る 適 切 な 医 療 等 の 確

保 に 関 す る ワ ー キ ン グ グ ル ー プ

「 訪 日 外 国 人 に 対 す る 適 切 な 医

療等の 確保 に向け た総 合対策 」  

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiry

ou/kokusaitenkai/kaisai.html  

厚生労 働省「厚 生労働 省にお ける

医療の 国際 展開に つい て」  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/

bunya/kenkou_iryou/iryou/kokusai/index.ht

ml 

厚生労 働省 委託事 業「 医療機 関の

た め の 外 国 人 患 者 受 入 れ 情 報 サ

イト」  

https://internationalpatients.jp /  

厚生労 働省 委託事 業・日本エ マー

ジ ェ ン シ ー ア シ ス タ ン ス 株 式 会

社  「 医 療 機 関 様 向 け  医 療 機 関

に お け る 外 国 人 対 応 に 資 す る 夜

間・休 日対 応ワン スト ップ窓 口 」 

https://emergency.co.jp /onestop/  

15 頁  首相官 邸・外国人 材の 受入れ・共

生に関 する 関係閣 僚会 議「外 国人

材の受 入れ・共 生のた めの総 合的

対応策 」  

https://www.kantei.go.jp /jp /singi /gaikoku

jinzai / 

16 頁  厚生労 働省「新 型コロ ナウィ ルス

感染症 対応 を含む 都道 府県・医療

機 関 向 け の 外 国 人 患 者 の 受 入 れ

支援策 」関 連情報 一覧  

https://www.mhlw.go.jp/content/00065106

7.pdf 

厚生労 働省「 医 療機関 等にお ける

新 型 コ ロ ナ ウ ィ ル ス 感 染 症 対 応

に 資 す る 電 話 医 療 通 訳 サ ー ビ ス

事業」  

https://www.mhlw.go.jp /stf/seisakunitsuit

e /bunya /kenkou_iryou /iryou /newpage_00

009.html  

厚生労 働省「新 型コロ ナウイ ルス

感 染 症 に 関 す る 基 本 情 報 や 地 域

の相談 窓口 に関す る 多 言語 HP」  

 

https://www.c19.mhlw.go.jp /  
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https://www.c19.mhlw.go.jp /  

 

18 頁  厚生労 働省「新 型 コロ ナウィ ルス

感 染 症 緊 急 包 括 支 援 事 業 （ 医 療

分）の 実施 につい て』の一部 改正

につい て」（令和 3 年 2 月 3 日付

け（医 政発 ０２０ ３ 第 2 号・健発

0203 第 6 号・薬 生 発 0203 第 2

号））  

https://www.mhlw.go.jp/content/00073501

0.pdf 

３．在 留資 格  

19 頁  

 

外務省 「医 療滞在 ビザ 」  https://www.mofa.go.jp /mofaj /toko /visa /

medical /index.html  

19 頁  外務省 「ビ ザ」  https://www.mofa.go.jp /mofaj /toko /visa /i

ndex.html  

５．応 招義 務  

23 頁  厚生労 働省「応 召義務 をはじ めと

し た 診 療 治 療 の 求 め に 対 す る 適

切 な 対 応 の 在 り 方 等 に つ い て 」

（医政 発 1225 第 4 号令和 元年

12 月 25 日 ）   

https://www.mhlw.go.jp /content/1080000

0/000581246.pdf）  

６．本 人確 認  

27 頁  厚生労 働省「保 険医療 機関等 にお

い て 本 人 確 認 を 実 施 す る 場 合 の

方法に つい て」（令 和 2 年 1 月 10

日付け 保保 発 0110 第 1 号、保国

発 0110 第 1 号、保 高 発 0110 第

1 号、保 医発 0110 第 1 号令和 2

年 1 月 10 日 ）  

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp /kyushu/ir

yo_shido /000118672.pdf  

厚 生 労 働 省 「『 保 険 医 療 機 関 等 に

お い て 本 人 確 認 を 実 施 す る 場 合

の方法 につ いて 』に関 する留 意点

につい て」（令 和 2 年 1 月 10 日

付け事 務連 絡）  

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp /kyushu/ir

yo_shido /000118673.pdf  

７．外 国人 患者受 入れ 医療機 関リ スト  

29 頁  厚 生 労 働 省 「『 外 国 人 患 者 を 受 け

入 れ る 医 療 機 関 の 情 報 を 取 り ま

とめた リス ト 』につい て 」(当 該サ

https://www.mhlw.go.jp /stf/newpage_057

74.html  
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イ ト か ら リ ス ト の ダ ウ ン ロ ー ド

が可能 ) 

観光庁（上 記の 医療機 関リス トの

多言語 化（英 語・中 国 語（簡体 字

／繁体 字）・韓国 語）し たもの の検

索・ダ ウン ロード が可 能）  

https://www.jnto.go.jp /emergency/jpn/mi

_guide.html  

８．外 国人 患者受 入 れ 医療機 関認 証制度 （ JMIP）  

31 頁  日本医 療 教 育財団「外 国人患 者受

入れ医 療機 関認証 制度 」  

http://jmip.jme.or.jp / 

32 頁  Medical Excellence JAPAN「ジ ャ

パ ン  イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル  ホ ス

ピタル ズ」  

https://medicalexcellencejapan.org /jp /bus

iness /certif ication /jih /  

９．医 療通 訳育成 カリ キュラ ム基 準・認 証制 度・医 療通 訳費用 の取 り扱い  

33 頁  厚生労 働省「医 療通訳 育成カ リキ

ュラム  関 連デー タ一 覧」  

https://www.mhlw.go.jp /stf/seisakunitsuit

e /bunya/0000056944.html  

国際臨 床医 学会「『 医療 通訳士 ®』

認定制 度 」  

http://kokusairinshouigaku.jp/activit ies/aut

hentication/m-interpreter/auth/auth00.html  

34 頁  厚生労 働省「 厚生 労働 省「療 養の

給 付 と 直 接 関 係 な い サ ー ビ ス 等

の 取 り 扱 い に つ い て 」（ 保  医 

0323 第 1 号令  和 2 年 3 月 23

日 ）（ 通 訳 費 用 の 取 扱 い に つ い て

も言及 ）  

https://www.mhlw.go.jp /content/1240000

0/000610155.pdf 

１１． 訪日 外国人 受診 者の医 療費 不払い 情報 の報告 シス テム  

40 頁  厚生労 働省「【 医療 機関 向け情 報】

訪 日 外 国 人 受 診 者 に よ る 医 療 費

不 払 い 防 止 の た め の 支 援 資 料 の

紹 介 及 び 不 払 い 情 報 報 告 シ ス テ

ムへの 協力 の御願 いに ついて 」  

https://www.mhlw.go.jp /stf/seisakunitsuit

e /bunya/0000202921_00012.html  

第 2 章  外 国人患 者の 円滑な 受入 れのた めの 体制整 備  

１４． 医療 費の設 定  

50 頁  厚生労 働省「訪 日外国 人の診 療価

格 算 定 方 法 マ ニ ュ ア ル  第 2.4

版」  

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/

000584880.pdf 

１8．通訳 体制 の整 備  

61 頁  厚生労 働省「希 少言語 に対応 した

電話通 訳サ ービス 事業 」  

https://www.mhlw.go.jp /stf/seisakunitsuit

e /bunya /kenkou_iryou /iryou /newpage_00
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010.html  

メディ フォ ン「 日本医 師会医 師賠

償責任 保険 医療通 訳サ ービス 」  

https://mediphone.jp /forms /jma.html  

１9．院内 文書 の多 言 語化  

69 頁  厚生労 働省「外 国人向 け多言 語説

明資料 」  

https://www.mhlw.go.jp /stf/seisakunitsuit

e /bunya/kenkou_iryou/iryou/kokusai /sets

umei-ml.html 

２4．外部 医療 機関 と の連携  

85 頁  厚生労 働省「地 方自治 体のた めの

外 国 人 患 者 受 入 環 境 整 備 に 関 す

るマニ ュア ル」  

https://www.mhlw.go.jp /stf/seisakunitsuit

e /bunya /kenkou_iryou /iryou /newpage_00

005.html  


